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南部市民サービスセンター別館
河辺和田字北ϲ࡚38�2 ☎88�����1	行政窓口


☎88����0�	施設利用受付

※ྩ和5年10月10日からԾ設ிࣷへ移転Ň
　ྩ和5年9月1日からྩ和7年3月31日まで貸館業務ࢭٳŇ

コンビニ
ˡޚॴ ߸��ಓࠃ େઋࢢˠ

+A

河辺総合福祉交流センター
きららとしょかん
明徳館河辺分館 河辺体育館

和田駅

河辺市民サービスセンター

内࿈བྷ所ࡾ見ؠ
河辺ࡾ内字外34�1ݪ
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☎888�����	施設利用受付
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地

南部市民
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御野場一ஸ目5�1 ☎8�8�1�1�	行政窓口

☎8�8�1�11	施設利用受付


上下水道ہ

広໘字ළ町13�3 ☎8���10��	行政窓口

☎8���1�8�	施設利用受付


※住民ථなどのൃ行業務は行っていませんŇ
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৫ͷҊߦ
σδλϧԽਪਐຊ෦ （行政のσジタル化のਪਐ） ☎888����1

総
務
部

૯ɹɹ՝ （ॸ務、ٞ 会、行政վֵ） ☎888�����ɹ'"9888�����
ൿɹॻɹ՝ （ൿ書） ☎888�����ɹ'"9888�����
จॻ๏੍՝ （文書、例ن則、情報公開・個人情報保ޢ、ྺ （資料࢙ ☎888�����ɹ'"98�����8�
ਓɹࣄɹ՝ （職員の人事・給༩、福利厚生、࠾用ݧࢼ） ☎888�����ɹ'"9888����0

मηϯλʔݚ࣏ࣗ ☎888�����ɹ'"9888�����
҆ࡂશରࡦ՝ （地域防災計画、防災施設、国民保ޢ） ☎888�����ɹ'"9888�����
ɹɹ՝ܖ （約ܖ入ߪ約、物のܖ事） ☎888�����ɹ'"9888�����
՝༺׆ཧ࢈ࡒ （産の記録管理、庁ࣷの管理ࡒ） ☎888�����ɹ'"9888����0

ઃཧࣨࢪڞެ ☎888����1ɹ
ࣨࠪݕࣄ （事の検査、公共事業の技ज़的指ಋ設ݐ） ☎888�����ɹ'"9888�����

ɹ

企
画
財
政
部

ըௐ՝ا （総合計画、国際・市間交流、公立ඒज़大学関連） ☎888�����ɹ'"9888���88
ɹɹ՝ࡒ （地方交付税、࠴政計画、予算ฤ成、市ࡒ） ☎888�����ɹ'"9888���88
ਓݮޱগɾҠॅఆॅରࡦ՝（人口ݮ少、移住定住対ࡦ、;るさと納税、シティプロϞーシϣン） ☎888���8�ɹ'"9888���88

Ҡॅ૬ஊηϯλʔ ☎0��������8�1ɹ'"90��������8��
Ҡॅ૬ஊീॏऱηϯλʔ ☎01�0����1101ɹ'"90�������018�

ใ౷ܭ՝ （地域情報化、社会保障・税番号制度） ☎888����8ɹ'"9888�����
（౷計ௐ査） ☎8���8��0ɹ'"98���8��1

ௌ՝ใ （広報あきた、市政テレビ番組、要望） ☎888����1ɹ'"9888�����
市 ຽ ੫ ՝ （市民税・軽自動車税（種別割）・法人市民税・事業所税） ☎888�����ɹ'"9888�����
ࢿ ࢈ ੫ ՝ （固定資産税） ☎888�����ɹ'"9888����8
ೲɹ੫ɹ՝ （市税の収、ಜଅ） ☎888���81ɹ'"9888���8�
ಛผೲཧ՝ （市税・公課の納理、࠴権管理に関する指ಋ・助ݴ） ☎888���8�ɹ'"9888���8�
੶ௐࠪࣨ （地੶ௐ査） ☎88���181ɹ'"988���0�1
·ͪͮ͘Γઓུࣨ （外旭川地۠のまちͮくり） ☎888�����ɹ'"9888���88
౦ࣄژॴ （関係機関との連絡ௐ、情報収ू）� ☎0��������8�1ɹ'"90��������8��

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

՝ڵৼޫ؍ （に͗わい出、ڵ光ৼ؍） ☎888���0�ɹ'"9888���0�
ηϦΦϯɺʹ ͗Θ͍ަྲྀؗɺ·ͪͳ͔ޫ؍ҊॴɺՏลɾ༤ࢪޫ؍ઃ

จԽৼڵ՝ （文化ৼڵ、ܳ ज़・学ज़文化活動の育成、文化ࡒのௐ査・保ޢ） ☎888���0�ɹ'"9888���08
จԽؗɺ͋ ͖ͨܳज़ܶϛϧϋεɺچদՈॅ

εϙʔπৼڵ՝ （生֔スϙーπのਪਐ、施設管理、スϙーπ行事の開催） ☎888���11ɹ'"9888���1�
֤छମҭࢪઃ 10�ϖʔδ

ळా市ຽަྲྀϓϥβཧࣨ （プラβの管理、秋田駅東西連絡自由通࿏の管理） ☎88����10ɹ'"988����11
େࢁಈԂ ☎8�8���08ɹ'"98�8���0�
ळాྺࢿ࢙ྉؗ ☎8���18��ɹ'"98���1�18
ઍळඒज़ؗ ☎8����8�0ɹ'"98����8��
ΕΜ͕ڷؗ ☎8����8�1ɹ'"98����8��

ຽଏܳঝ ɾؗࢠۚچՈॅ ☎8����0�1ɹ'"98����0��
ྉ࢙ؗࠤ ☎8���0��0ɹ'"98���0��1

۱࿌ޚอాٱ ☎8���1��8
ᖒՈॅࠇچ ☎8�1�0�8�
ʣఉԂࢩผఛʢࢯࠤळాൡओچ ☎8�����00ɹ'"98�����1�

市
民
生
活
部

ੜ׆૯՝ （町内自࣏活動支援、住居ද示、ุ 地、ঁ 性活༂・ឺ ͮくり） ☎888�����ɹ'"9888�����
ࡈ ☎8�8�1��1ɹ

市ɹຽɹ՝ （戸੶・住民ථなどの証明、住民ҟ動届、印鑑登録） ☎888�����ɹ'"9888�����
อۚ՝ࠃ （国民݈߁保険、国民年金） ☎888����0ɹ'"9888����1

ऩೲਪਐ （ࣨ国民݈߁保険税の納付） ☎888�����ɹ
ಛఆ݈՝ （特定݈߁診査、特定保݈指ಋ） ☎888�����ɹ'"9888�����
ҩྍ՝ྸߴظޙ （後期高齢者ҩྍ制度） ☎888����8ɹ'"9888�����
தԝ市ຽαʔϏεηϯλʔ （市民ڠಇ・市内地域分権のਪਐ、市民ݑষ） ☎888�����ɹ'"9888����1

（地域の子育て支援、地域活動） ☎888����0ɹ
ίϛϡχςΟηϯλʔ（楢山、茨島、泉、八橋、旭北、保戸野、川尻、旭南）

౦෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （地域の子育て支援、地域活動） ☎8���10��ɹ'"98���18��
ίϛϡχςΟηϯλʔ（旭川、東、明徳、太平、下北手、桜）

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸੶、住民ථ、国民݈߁保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎888�8080ɹ'"9888�8081
৽Ψϥε ☎8�����01ɹ'"98�����0�
ίϛϡχςΟηϯλʔ（উ平、浜田、豊岩、下浜）

ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸੶、住民ථ、国民݈߁保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎8�8�1�1�ɹ'"98�����1�
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔผؗ ☎8�������ɹ'"98������8
ίϛϡχςΟηϯλʔ（大住、上北手、仁井田）

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸੶、住民ථ、国民݈߁保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎8������1ɹ'"98�������
ίϛϡχςΟηϯλʔ（飯島、寺内、外旭川、ক܉野、港北、下新城、上新城、飯島南、金足）
࡚Έͳͱྺ࢙ঝؗ ☎8�8�����
Լ৽ަྲྀηϯλʔ ☎8����8��

Տล市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸੶、住民ථ、国民݈߁保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎88�����1ɹ'"988���0�1
࿈བྷॴࡾݟؠ ☎88���111ɹ'"9881��00�
ίϛϡχςΟηϯλʔ（河辺岩見三内）

༤市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸੶、住民ථ、国民݈߁保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎88����11ɹ'"988���1��
େਖ਼ࣉ࿈བྷॴ ☎88���111ɹ'"988���11�

市ຽ૬ஊηϯλʔ （市民相談、消අ生活相談） ☎888�����ɹ'"9888�����
ॴࠪݕྔܭ ☎888�����

Ӻ౦αʔϏεηϯλʔ（戸੶、住民ථ、国民݈߁保険、国民年金） ☎88�����0ɹ'"988�����1
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次のページに続く

※情報は令和５年７月現在のものです。
法令などの改廃、機構改革などで変更される場合があります。

福
祉
保
健
部

福祉総務課 （福祉施策、市立秋田総合病院関連） ☎888-5657　FAX888-5658
地域福祉推進室 ☎888-5661
老人福祉センター・御所野交流センター・河辺総合福祉交流センター 76ページ

障がい福祉課 （身体・知的・精神障がい者、福祉医療） ☎888-5663　FAX888-5664
地域活動支援センター

長寿福祉課 （高齢者福祉） ☎888-5666　FAX888-5667
 老人いこいの家（八橋・飯島・大森山）
 河辺高齢者健康づくりセンター・雄和ふれあいプラザ

保護第一課 （生活保護世帯の自立助長） ☎888-5669　FAX888-5671
保護第二課 （ 〃 ） ☎888-5670　FAX888-5671
介護保険課 （介護保険） ☎888-5674　FAX888-5673
監査指導室 （社会福祉法人などの指導監督） ☎888-5676　FAX888-5677
保健総務課 （健康増進計画、医療従事者免許申請、医療機関の届出） ☎883-1170　FAX883-1171

（医療安全支援センター 71ページ ）

秋田市保健所 保健センター
保健予防課 （各種検診、健康づくり、栄養、歯科保健） ☎883-1176・1177・1178　FAX883-1173
健康管理課 （予防接種、感染症、難病、精神保健、自殺対策） ☎883-1180　FAX883-1158
衛生検査課 （食品、理美容、犬猫） ☎883-1181　FAX883-1171
食肉衛生検査所 （食肉検査、食鳥検査） ☎882-2395　FAX882-2126

子
ど
も
未
来
部

子ども総務課 （次世代育成、指導監査、施設の設置認可・確認） ☎888-5687　FAX888-5693
子ども育成課 （保育所などの入所、保育料などの助成、教育・保育給付） ☎888-5692　FAX888-5693

公立保育所
子ども福祉課 （児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭、子ども福祉医療、放課後児童） ☎888-5689　FAX888-5693

児童館 58ページ
子ども家庭センター

子ども健康課
（妊産婦・乳幼児保健、小児慢性特定疾病医療、不妊治療費助成） ☎883-1172　FAX883-1173
子育て相談支援課（子育て支援） ☎887-5340　FAX887-5335

　（児童・家庭の総合相談、女性相談）平日 ☎827-6017　FAX827-6290
土曜・祝日 ☎887-5339
日曜 ☎887-5340

少年指導センター ☎884-3869

環
境
部

環境総務課 （温暖化対策、再生可能エネルギーの普及・啓発、環境学習、自然環境保全） ☎888-5702　FAX888-5703
環境都市推進課 （ごみの分別・収集） ☎888-5706　FAX888-5707
環境保全課 （公害対策） ☎888-5711　FAX888-5712
廃棄物対策課 （産業廃棄物処理業・廃棄物処理施設の許可、不法投棄） ☎888-5713　FAX888-5714
総合環境センター （ごみ処理、リサイクル施設） ☎839-4816　FAX839-2236

産
業
振
興
部

産業企画課 （農商工連携、６次産業化、物産・工芸品、加工研修室、市民農園） ☎888-5722　FAX888-5723
 職業訓練センター、中高年齢労働者福祉センター、勤労者体育センター、勤労者総合福祉センター、
リフレッシュガーデン、農山村地域活性化センター「さとぴあ」

商工貿易振興課 （商業、融資あっせん、貿易、創業支援） ☎888-5726　FAX888-5727
チャレンジオフィスあきた ☎827-5868　FAX827-5869

新エネルギー産業推進室（新エネルギー産業の振興・活用促進） ☎888-5743　FAX888-5732
企業立地雇用課 （企業誘致、雇用・労働） ☎888-5731　FAX888-5732
農業農村振興課 （生産振興、担い手、米政策） ☎888-5735　FAX888-5736
農地森林整備課 （農道・林道の維持管理、土地改良の指導、森林の整備） ☎888-5739　FAX888-5736

中央卸売市場 市場管理室 （市場の運営・施設管理） ☎869-5222　FAX869-5050
公設地方卸売市場

園芸振興センター （園芸作物の生産振興） ☎838-0278　FAX838-0279

建
設
部

建設総務課 （市道の認定、道路占用） ☎888-5747　FAX888-5748
道路建設課 （道路の新設・舗装、街路、河川・水路） ☎888-5749　FAX888-5748
道路維持課 （道路の維持管理・除排雪） ☎888-5751　FAX888-5752
公　園　課 （公園の維持管理・整備） ☎888-5753　FAX888-5754
建　築　課 （市有建築物の企画、設計） ☎888-5756　FAX888-5757

都
市
整
備
部

都市総務課 （秋操駅南地区土地区画整理事業、市街地再開発事業関連） ☎888-5762　FAX888-5763
都市計画課 （開発許可、都市景観、屋外広告物） ☎888-5764　FAX888-5763
交通政策課 （マイタウン・バス、交通安全、駐輪場） ☎888-5766　FAX888-5767
建築指導課 （建築確認、建築物の維持保全、耐震改修、建設リサイクル法による届出）☎888-5769　FAX888-5763
住宅整備課 （市営住宅、住宅対策） ☎888-5770　FAX888-5771
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所（区画整理事業の計画、換地、補償） ☎834-2204　FAX832-9931
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教
育
委
員
会

局ࣄ ૯ɹɹ՝ （学校施設のݐ設、維持管理） ☎888��80�ɹ'"9888��80�
ֶɹࣄɹ՝ （入学・転校、ब学関係ิ助金） ☎888��80�ɹ'"9888��80�

༤ֶڅߍ৯ηϯλʔ ɹ
ҭ՝ڭߍֶ （育相談ڭ、育課程ڭ） ☎888��808ɹ'"9888��80�

৬һࣨڭ ☎888��80�ɹ
ॴڀݚҭڭ ☎8������0ɹ'"98������1

దਖ਼ஔਪਐࣨߍֶ ☎888��81�ɹ'"9888��80�
ੜֶ֔शࣨ （生֔学習のਪਐ、社会ڭ育事業の࣮施） ☎888��810ɹ'"9888��811

ௌ֮ϥΠϒϥϦʔࢹ ☎ɾ'"988������ɹ
ক܉ֶऀྸߴशηϯλʔ（松林館） ☎8����0��ɹ

࡚Έͳͱձؗ
ଠฏࣗࢁવֶशηϯλʔʮ·ΜͨΒΊʯ ☎8����1�1ɹ'"98����1��
ࣗવՊֶֶश ʢؗΞϧϰΣʣ ☎88�����0ɹ'"988�����1
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙؗ ☎8������0ɹ'"98������0

ϑΥϯςจݿ ☎ɾ'"98����1��
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙؗՏลؗ ☎881�1�0�ɹ'"988������

͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ࡚ਤॻؗ ☎8���0���ɹ'"98�����1�
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ৽ਤॻؗ ☎8�8���1�ɹ'"98�8���00
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ༤ਤॻؗ ☎88���8��ɹ'"988���0��

（小学校40校、中学校20校、秋田業高等学校、御所野学院高等学校、秋田公立ඒज़大学ෟଐ高等学院）ߍֶཱެ

ձɹܭɹ՝ （現金、有価証݊、物の出納、保管、支出負担行為の確認） ☎888�����ɹ'"9888�����

ެฏҕһձ （職員の勤務件に関するાஔの要求、職員に対するෆ利ӹॲ分の৹査）

ؔػܾٞ 市ٞձ ૯ɹɹ՝ （ٞ員の身分・報ु、ॸ務） ☎888���8�ɹ'"9888���8�
ٞɹࣄɹ՝ （ٞ事運Ӧ、会ٞ録、ٞ 会広報） ☎888���8�ɹ'"9888���8�

બڍཧҕһձ （のࣥ行・管理ڍ選）ɹɹ局ࣄ ☎888���8�ɹ'"9888���8�

ࠪҕһ （市役所の事務・事業の査）ɹɹ局ࣄ ☎888����1ɹ'"9888�����

ۀҕһձ ɹɹ局（農地の権利移動・転用）ࣄ ☎888�����ɹ'"9888�����

ධՁ৹ࠪҕһձ࢈ࢿఆݻ （固定資産税課税台ாの登録価格に関するෆの৹査）

消
　
　
防

ফຊ෦ ૯ɹɹ՝ （消防職員の組織、福利厚生） ☎8����000ɹ'"98����00�
ɹɹ՝ܯ （消防ୂの配ஔ運用、消防施設の維持管理、消防団員の組織・福利厚生） ☎8�������ɹ
ɹ՝ٸɹٹ （救急業務、応急手当のීܒٴ発） ☎8����01�ɹ
༧ɹɹ՝ （消防用設උなどの検査、ة険物施設の許認可、火災のௐ査） ☎8�������ɹ
ɹྩɹ՝ࢦ （119番通報などの火災・救急・災害受信および指ྩ） ☎8�������ɹ'"98�����1�
ळాফॺ ☎8����100ɹ'"98������8

ౡग़ுॴڇ ☎8���80�1ɹ'"98���80��
উฏग़ுॴ ☎8���0���ɹ'"98���0�8�
৽ॺ ☎ɾ'"98�8��1��ɹ

࡚ফॺ ☎ɾ'"98���0�8�ɹ
ग़ுॴࣉ ☎8���0�8�ɹ'"98���0���
ক܉ग़ுॴ ☎8����1�1ɹ'"98����18�
൧ౡग़ுॴ ☎ɾ'"98����11�ɹ
外Ѵग़ுॴ ☎ɾ'"98�8�811�ɹ

౦ফॺ ☎ɾ'"98�����0�ɹ
໘ग़ுॴ ☎8�������ɹ'"98������8

ळాೆফॺ ☎ɾ'"98������1ɹ
Տลॺ ☎88����00ɹ'"988�����8
༤ॺ ☎88������ɹ'"988�����1

上
下
水
道
局

૯ɹɹ՝ （物や業務委ୗの入ܖ・ࡳ約、事業認可、౷計、広報） ☎8���8���ɹ'"98�����1�
͓٬༷ηϯλʔ （用料などの収・相談などの受け付け、水道料金・下水道ࢭٳ・࢝用開） ☎8���8��1ɹ'"98������0
څ ഉ ਫ ՝ （給水ஔ・ഉ水設උ事の受け付け、ॡ検査） ☎8���8���ɹ'"98���8��8
ਫಓҡ࣋՝ （水道管・ϙンプ場の維持管理） ☎8���8���ɹ'"98����0�0
ਫಓݐઃ՝ （水道施設のݐ設やߋ新） ☎8���8���ɹ'"98����0�0
Լਫಓඋ՝ （下水道施設・市設ஔ型ড়化૧のඋ、下水道管の維持管理） ☎8���1���ɹ'"98���1���
ড়ɹਫɹ՝ （ড়水場、配水場、ϙンプ場の運転・維持管理） ☎8�����11ɹ'"98������8

ਫ࣭ཧ （ࣨ水道に関わる水࣭の検査・相談） ☎8�8�1��1ɹ'"98�8����1
Լਫಓࢪઃ՝ （下水道ऴ末ॲ理場・下水ϙンプ場などの運転・維持管理） ☎8���1�01ɹ'"98���1�1�
ਔҪాড়ਫݐઃࣨ （仁井田ড়水場等උ事業） ☎8�������ɹ'"98�����1�

※情報はྩ和５年̔月現在のものです。
　法ྩなどのվഇ、機構վֵなどでมߋされる場合があります。
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　もし災害がىきたらどうしますかʁ
　災害発生時には「߄ててしまって何もできなかった」とか「಄では分かっていても、体が…」という話をฉきます。
　日ごΖから防災についてߟえ、උえることが大切です。

Րࣄɾ11☎�ٸٹ�番ɹ110☎��ܯ番
ͷ࿈བྷํ๏࣌࿈བྷઌͱඇৗٸۓ

ױ�ٸ
市ͷٸٹපӃ
　下記のҩྍ機関では、24時間体制で急病や
けがの患者さんの受け入れにඋえています。

市ཱळా૯߹පӃ（川ݩ松丘町4-30）☎8����1�1
ळాްੜҩྍηϯλʔ（飯島西ା一丁目1-1）☎880��000
ळాेࣈපӃ（上北手Ԑ田字බ代沢222-1）☎8����000
த௨૯߹පӃ（南通みその町3-15）☎8���11��
ळాཱݝ॥ثɾηϯλʔ（千秋ٱ保田町6-10）☎8���011�
ळాେֶҩֶ෦ෟଐපӃ（広面字࿇沼44-2）☎8���1111

খࣇͷٸපױٸͷड͚ೖΕ
市ཱळా૯߹පӃ　川ݩ松丘町4-30
☎8����1�1
小ࣇՊҩが診ྍします。
平日：24時間（8：30〜17：00は一ൠ外来で診ྍ）
土・日、ॕ 日、年末年࢝（12月29日から１月３日）：9：30〜22：30
※上記診ྍ時間以外は、救急外来の当番ҩが診察します。

࣌ࡂ
μΠϠϧʢ1�1ʣݴ༺ࡂ
　大災害に際し、被災地との通話がࠔ難になった場合、災害用伝ݴダ
イϠルが提供されています。

ガイダンスに従ってください。
をダイヤルした後1 � 1

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

͍͟ͱ͍͏ͱ͖ͷߦಈϚχϡΞϧ

��

災
害
・
救
急
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　近年、全国各地でߑ水や土砂災害が発生し、多くのଚい໋がࣦわれています。地とҧって、大Ӎや台෩
などの෩水害は、ある程度、事前にඋえることができます。いざというときに߄てず行動できるよう、日ࠒ
からඋえましょう。

෩ਫʹඋ͑·͠ΐ͏

ආ͕Εͯ͠·ͬͨͱ͖は 避難が遅れ避難施設までの移動が困難な場合は、周囲のできるだけ高く安全な場所に移動し、
救助を待ちましょう。

ूத߽Ӎʹཁҙʂ
ू中߽Ӎは、ڱい地域に限られಥ発

的に降るため、その予ଌはࠔ難で、中
小河川の൙ཞや土砂่れ、֑ ่れなど
による大きな被害が予されます。֑
付近や成地、ઔ状地などは気象情報
に十分注意しສ全の対ࡦをとるよう
にしましょう。

　道࿏がף水した状態で避難するのは大มة険ですので、上流域も含めた
Ӎྔや河川の情報を入手し、ة険をײじたときにはૣめに避難しましょう。

ආஅਫҐ
　国や県では、水防法に基ͮき市管内の̓河川（雄物川、太平川、岩見
川、旭川、生川、新城川、Ԑ田川）に、ߑ水時の避難などの目安とな
る水Ґとして、h避難判அ水Ґ（特別警ռ水Ґ）ɦやh ൙ཞة険水Ґ をɦ
定めています。
　水Ґ情報は秋田河川国道事務所や秋田県河川砂防課のホームペー
ジでご覧になれます。

IUUQT���XXX�UIS�NMJU�HP�KQ�BLJUB�ʢՏࠃಓࣄॴʣ
IUUQ���TBCP�QSFG�BLJUB�KQ�LBTFOTBCP�ʢळాݝʣ

ਫϋβʔυϚοϓ
　大Ӎで河川が൙ཞした場合にਁ水が予される۠域とそのਂさな
らびに避難施設などを示し、災害時
に安全に避難してもらうことを目的
として作成したマップです。
ハβードマップは市のホームペー

ジからダウンロードできます。
【広報ID番号：1033802】

ආͷϙΠϯτ
水が発生した場合、わずかな時間で水Ґߑ

が上ঢし、広ൣғにわたってਁ水する可能性があります。ສが一のと
きに避難がれることが無いよう、避難のϙイントをまとめました。

　า行可能なਁ水は約50センν、流れがい場合は約20センνでも
ਁ。険ですة 水する前のどのタイϛングで避難を開࢝するのかあら
かじめ家族間でܾめておきましょう。

ಓ࿏ͳͲ͕ਁਫすΔલʹආ͠Α͏ʂ̍

　台෩や大Ӎのときに、ࠓ後の避難判அに必要な情報を自分で確認
するよう習׳をつけましょう。
　情報はテレビやインターネットなど、自分に合った方法で確認し
ましょう。

ՏใؾใΛ֬ೝ͠Α͏ʂ̎

　持ちものは࠷小限にまとめリϡックなどに入れ、両手はえるよ
うにしましょう。
　ۺは動きにくくةないので、スニーカーなど͛にくいものに
しましょう。
　避難したときに必要なものは、「常時携行」や「ඇ常持出」とし
て自分や家族に必要なものを४උしておきましょう（ ��ϖʔδ
のߟࢀ例もご活用ください）。

ආͷͱ͖はಈ͖す͍でɺඞཁͳͷ͚ͩΛͯͬ࣋ʂ̏

　日ࠒから家族間で、災害時の避難ルートや避難場
所、家族がればなれになっている場合の連絡手段、
避難時の注意やそれぞれの役割、家に一人でいる
場合の行動などを共有しましょう。

ՈࡂձٞΛ͠Α͏ʂ̐

◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。

大雨･洪水などの際に出される避難情報と警戒レベルです。

避難情報が出ていなくても､危険だと感じたら自らの判断で避難しましょう！

｢逃げ遅れ｣をなくすため、ぜひ覚えておきましょう。

１

５

警戒
レベル

災害への心構えを高める
避難に備え、自分の避難行動を再確認する

危険な場所から避難に時間のかかる人

などࣇŋোがいのあるかたŋೕ༮ऀྸߴ	は避難

危険な場所から全員避難する

命の危険、直ちに安全確保を図る

とるべき行動

早期注意情報	ؾிがൃද


大雨･洪水注意報	ؾிがൃද


避難指示	ळాࢢがൃྩ



ݥ
ة

͍


４

３

避難情報

˞ۙྡのݻݎなݐやのよΓ҆શな場ॴ

高齢者等避難	ळాࢢがൃྩ


２

警戒レベル４までに必ず避難！

͍
ߴ

避難情報と警戒レベル

今後、気象状況悪化のおそれがある

気象状況が悪化している

災害発生の
おそれが高い

災害が発生
または切迫している

状況

災害発生の
おそれがある

緊急安全確保 	ळాࢢがൃྩ

˞必ずൃྩ͞れるใではない
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避難時の持ちもの（参考例）
　災害が起きたときに、必要なものを用意したのでは避難が遅れ
てしまいます。万が一に備え、事前に準備をしましょう。
　以下は参考例です、状況に応じ、自分に必要なものをそろえま
しょう。

（外出時に災害が起きた場合でも困らないように､一日でも欠か
せないものは持ち歩きましょう）

●常時携行品

例） 携帯食料（あめやチョコレート）
　　基礎疾患の薬（最低３日分、薬の名前のメモ） 
　　モバイルバッテリー､ばんそうこう　など

（必要最小限のものを用意し、避難時にすぐに持ち出せるように
しましょう）

●非常持出品

例） 飲料水
　　非常食
　　懐中電灯
　　携帯ラジオ
　　乾電池
　　貴重品（通帳や保険証の写し）
　　軍手
　　使い捨てマスク　　

タオル類
救急セット
ポリ袋
雨具
防災ずきん　など

○救急車は正しく利用しましょう
　急を要しない軽い病気やけがなどで救急車を利用
すると、ॏなかたを病院へ搬送するのがれてし
まうことがあります。
　緊急性のあるかたの໋を救うために、救急車は正
しく利用しましょう。
近、119番通報で「救急車のサイレンを໐らさ࠷　
ないで来てください」とݴわれるかたがඇ常に多く
なっています。
　救急車が緊急車として行するときは、サイレンを
。めてることはできませんのでご理ղくださいࢭ

�ԻʹΑΔ11�番௨ใ͕ࠔͳ͔ͨは�
ɹ�ϑΝΫεܞଳిͷΠϯλʔωοτػ
͔Βで௨ใで͖·す

　Ի声による119番通報がࠔ難なかたは、必要事項を記
入した緊急通報用紙をフΝクスで119番をダイϠルし、
送信することができます。また、8Fb119緊急通報シス
テムにより携帯電話のインターネット機能を利用して
119番通報することができます。
　フΝクスで119番通報した際に、急病で意ࣝ、呼ٵが
ない場合、消防本部では図ղ入りの応急手当の方法を
フΝクスで返信しています。119番フΝクスの緊急通報
用紙は、市ホームページからダウンロードするか、消防
本部指ྩ課でࠩし上͛ています。
　8Fb119緊急通報システムを利用する場合は事前に
登録が必要ですので、消防本部指ྩ課までお問い合わ
せください。
　ৄしくは市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号：1008799】

❸町名などがわからない場合は、目安となる目標
　○○バスఀから○○へかって○ϝートルなど
❹火災の状況を詳しく
　けが人やಀ͛れた人がいないかなど
❺通報者の氏名と電話番号

ंٸٹ
❶急病か事故か
❷住所（病人などの場所）、世帯主名などを詳しく
　※�現場がわかりにくい場合は、案内人を出してくだ
さい。

❸病人やけが人の数と年齢、性別および状態
❹町名などがわからない場合は、目安となる目標
　○○バスఀから○○へかって○ϝートルなど
　※�担当者の࣭問にはམちணいてお話しください。な
お、指ྩ課では状態によってࠎڳѹഭ（৺ଁマッ
サージ）や݂ࢭなどの応急手当を指ಋします。

❺通報者の氏名と電話番号

ॅ༻Րܯࡂใثͷઃஔは͓ࡁΈです͔ʁ
� 問 ফຊ෦༧՝� �☎8�������
　火災で亡くなられた要Ҽのうち࠷も多いのはಀ͛
れです。
　住宅用火災警報ثを正しく設ஔしておくことで、ૣ
期に火災を知り安全に避難することが期待できます。
࣮際に警報ثを設ஔしていたことで、火災になる前の
段֊で気ͮくことができた事例や、初期の段֊で消し
。めた事例などが多く確認されていますࢭ
　ご自身、ご家族の໋を守るため住宅用火災警報ثを
設ஔし定期的に検しましょう。
　なお、設ஔから10年以上が経過する警報ثは、機ثの
ྼ化や電ݯ切れがݒ೦されますので交をਪします。
　ৄしくは市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号：1008811】

ফɾٸٹは11�番

11�番ͷ͔͚ํ

ফं
❶何が燃えているか
❷場所はどこか
　�○○町○○番地　アパート名や֊数、世帯ओ名など
ৄしく
　※現場がわかりにくい場合は、案内人を出してください。

� 問 ফຊ෦ྩࢦ՝� �☎8�������
� ϑΝΫε� �☎8�����1�

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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ࣄ ɾ݅ނࣄは110番ʢ൜ͷ৺͕͚ʣ
市ͷܯॺ
・�秋田中央警察署　千秋明徳町1-9� �

☎8���1111
・�秋田臨港警察署　土崎港西三丁目1-8� �

☎8���01�1
・�秋田東警察署　上北手百崎字内山60-2� �

☎8����110

　119番は、火災や救急などを通報するための緊急電話
です。火災などのお問い合わせは、テレホンガイドで案
内していますので、こちらをご利用ください。
Րࡂใ／☎0��0�0�1�1�1

　一部のIP電話からは☎8�������へおかけください。

ՐࡂͷใはςϨϗϯΨΠυで

ऀۀࣄ ྆༻ ͍す ॴࡏ ి番߸

͋͞ͻࣗಈं᷂ ● 牛島西一丁目
1-11 ☎833-7411

λΫγʔ᷂ࡍࠃ ● 楢山本町3-3 ☎833-5931

᷃ઍळέΞαʔϏε ● ● 千秋矢留町
2-11-1006 ☎833-0556

հޢλΫγʔ
Ϗελ ● ● 牛島西三丁目

7-29
☎090-

8845-5713

հޢλΫγʔϋν ● 桜ガ丘五丁目
6-13 ☎853-9148

հޢɾࢱλΫγʔ
τϥϯεϙʔτळా ● 八橋大畑

二丁目8-11 ☎811-2381

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

※両用…ベッドといすのどちらも乗車可能
　いす…車いす専用車

　患者等搬送事業者は、①緊急性が低い入退院や通院
②病院間の転院③社会福祉施設などへの移動手段を提
供しています。
※�消防本部が認定している事業者以外にも、福祉タク
シーなどの搬送事業者があります。
　救急車を呼ぶほどではないが、寝たきりのかたや車
いすのかたの移動手段がないなどの場合には患者等搬
送事業者をご利用ください。市消防本部では、利用者の
安全と利便を確保するため、事業者のうち、一定の要件
を満たす事業者を認定し
ています。認定を受けた事
業者の搬送用自動車には、
応急手当や搬送法の講習
を修了した乗務員が乗車
し、応急手当に必要な資機
材を積載しています。
※�救急車と同様の処置は行えません。緊急を要する場
合は119番へ通報してください。
ऀۀࣄൖૹऀױ

ຽؒͷऀױൖૹۀࣄ

・�秋田県警察本部　山王四丁目1-5� �
県民安全相談センター（警察安全相談）� �
☎8����110または̅�110� �
性犯罪被害者相談電話� �
☎01�0�0�8�110または̅810�� �
やまびこ電話（少年相談）　☎8���1�1�� �
犯罪被害者支援室　　　　☎8���1111
・��（公社）秋田被害者支援センター　旭北栄町1-5� �

☎01�0����8010（平日の10：00〜16：00）
・�秋田地方検察庁被害者ホットライン� �
山王七丁目1-2� �
☎8�������（平日の9：00〜17：00）

൜ࡑͷඃʹૺΘΕ͔ͨͨ
ͦͷ͝Ոͷ૬ஊ૭ޱ

　災害時に身を守る場所として、みなさんの近くの学
校、グラウンド、公園といった公共施設が、指定緊急避
難場所・指定避難所になっています。
　家族で一度、自宅近くの指定緊急避難場所・指定避難
所を確認しておきましょう。市ホームページでもご覧
いただけます。� 【広報ID番号：1019811・1021451】

໊শ ٸۓఆࢦ
ආॴ

ఆࢦ
ආॴ ॴࡏ

ۚ۠ίϛηϯ ○ ○ 金足小泉字上前

ۚখֶߍ ○ ○ 金足大清水字大清水台

ۚߍߴۀ ○ ○ 金足追分字海老穴

ߍ౦খֶۚچ ○ ○ 金足片田字待入

Լ৽۠ίϛηϯ ○ ○ 下新城笠岡字堰場

Լ৽খֶߍ ○ ○ 下新城笠岡字佐戸反

ٕڝେ্ֶཱݝ ○ − 下新城中野字街道端西

ळాதֶߍ ○ ○ 下新城中野字街道端西

Լ৽ަྲྀηϯλʔ ○ ○ 下新城中野字前谷地

্৽۠ίϛηϯ ○ ○ 上新城五十丁字小林

ߍ৽খ্ֶچ ○ ○ 上新城五十丁字大村屋敷

൧ౡதֶߍ ○ ○ 飯島字田尻堰越

� 問 ҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����
ఆආॴࢦආॴɾٸۓఆࢦͷ࣌ࡂ
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໊শ ٸۓఆࢦ
ආॴ

ఆࢦ
ආॴ ॴࡏ

൧ౡ۠ίϛηϯ ○ ○ 飯島松ࠜ東町

൧ౡೆখֶߍ ○ ○ 飯島西ା一丁目

൧ౡখֶߍ ○ ○ 飯島田二丁目

ळాߴۀઐֶߍ ○ ○ 飯島文ژ町

൧ౡೆ۠ίϛηϯ ○ ○ 飯島字南場ֻ

൧ౡ෦֗۠ެԂ ○ − 飯島川端三丁目

൧ౡࠄஸୈࣇ࢛ಐ༡
Ԃʢদ෩ஂʣ ○ − 飯島ࠄ丁

൧ౡਆࣾ֗۠ެԂ ○ − 飯島松ࠜ西町

൧ౡಓ౦ҰஸୈҰ
ಐ༡Ԃࣇ ○ − 飯島道東一丁目

۠ίϛηϯߓ ○ ○ 土崎港北三丁目

ޫপۙྡެԂ ○ − 土崎港相染町字沼端

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 土崎港西五丁目

ொ֗۠ެԂݹ
ʢ࡚市ຽάϥϯυʣ ○ − 土崎港西四丁目

࡚খֶߍ ○ ○ 土崎港中央三丁目

ฏୈೋ֗۠ެԂۏ ○ − 土崎港中央四丁目

࡚ೆখֶߍ ○ ○ 土崎港東一丁目

ळాதԝߍߴ ○ ○ 土崎港南三丁目

࡚Ӻ౦ୈެ۠֗ࡾԂ ○ − 土崎港北二丁目

࡚தֶߍ ○ ○ 土崎港北一丁目

ߍখֶߓ ○ ○ 土崎港北四丁目

外Ѵখֶߍ ○ ○ 外旭川字ֿノ目

外Ѵதֶߍ ○ ○ 外旭川字ֿノ目

外Ѵ۠ίϛηϯ ○ ○ 外旭川字四百מ

લ୩ۙྡެԂ ○ − 外旭川字前谷地

外ѴҬӡಈ ○ − 外旭川八഼田一丁目

ক܉தֶߍ ○ ○ ক܉野南一丁目

ߍਗ਼ਫখֶߴ ○ ○ ক܉野南一丁目

ক܉۠ίϛηϯ ○ ○ ক܉野南四丁目

੨গަྲྀηϯλʔ − ○ 寺内神屋敷

ྶঁࢠظେֶ − ○ 寺内高野

۠ίϛηϯࣉ ○ ○ 寺内神屋敷

ಐอҭӃࣇߨԸײ
άϥϯυ ○ − 寺内神屋敷

ߍখֶࣉ ○ ○ 寺内ಊノ沢二丁目

ઘ۠ίϛηϯ ○ ○ 泉北一丁目

ઘதֶߍ ○ ○ 泉北二丁目

ઘখֶߍ ○ ○ 泉中央六丁目

ळૢۙྡެԂ ○ − 泉中央六丁目

ฏެԂ ○ − 泉字五҇山

อށ۠ίϛηϯ ○ ○ 保戸野中町

ԂֶԂظେֶ − ○ 保戸野すわ町

อށখֶߍ ○ ○ 保戸野すわ町

ळాߍߴۀ ○ ○ 保戸野金砂町

ळాେֶෟଐখֶߍ − ○ 保戸野原の町

ळాେֶෟଐதֶߍ ○ ○ 保戸野原の町

ळాݝεϙʔπՊֶηϯλʔ − ○ 八橋運動公園

ീڮ্ٕڝ ○ − 八橋運動公園

໊শ ٸۓఆࢦ
ආॴ

ఆࢦ
ආॴ ॴࡏ

ମҭཱؗݝ − ○ 八橋運動公園

ീࣜߗڮٿ ○ − 八橋運動公園

ീٕٿڮ ○ − 八橋運動公園

ീڮୈٕ̎ٿɾ݈ ߁ ○ − 八橋運動公園

ീڮӡಈެԂ ○ − 八橋運動公園

ീڮ۠ίϛηϯ ○ ○ 八橋本町五丁目

市ཱମҭؗୈ̎றं ○ − 八橋本町六丁目

ീุڮެԂ ○ − 八橋本町六丁目

ീڮখֶߍ ○ ○ 八橋大沼町

தԝ市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 山王一丁目

ԦୈҰ֗۠ެԂࢁ ○ − 山王三丁目

ߍԦதֶࢁ ○ ○ 山王三丁目

Ѵখֶߍ ○ ○ 山王三丁目

ळాࣇݝಐձؗ − ○ 山王中島町

૯ࣾਆࣾ֗۠ެԂ ○ − 川尻総社町

৲۠ίϛηϯ ○ ○ 川尻みよし町

৲খֶߍ ○ ○ 川尻みよし町

Ѵೆ۠ίϛηϯ ○ ○ 旭南一丁目

Ѵೆখֶߍ ○ ○ 旭南一丁目

Ѵ۠ίϛηϯ ○ ○ 大町四丁目

ҵౡଟతӡಈ ○ − 茨島一丁目

ळాϞʔλʔεΫʔϧ ○ − 茨島四丁目

ҵౡମҭؗ ○ ○ 茨島一丁目

ҵౡ۠ίϛηϯ ○ ○ 茨島一丁目

ౡӡಈެԂڇ ○ − 牛島東一丁目

ߍౡখֶڇ ○ ○ 牛島東六丁目

ೆ෦市ຽαʔϏεη
ϯλʔผؗ ○ ○ 牛島東六丁目

ઍळެԂ ○ − 千秋公園

໌ಙখֶߍ ○ ○ 千秋公園

ळాߍߴ ○ ○ 千秋中島町

ळాྩߍߴ − ○ 千秋矢留町

ʹ͗Θ͍ަྲྀؗ"6 − ○ 中通一丁目

த௨খֶߍ ○ ○ 中通五丁目

ஙࢁখֶߍ ○ ○ 楢山ݹ川新町

ೆதֶߍ ○ ○ 楢山城南町

ೂࢁ ○ − 楢山南中町

ೂࢁ۠ίϛηϯ ○ ○ 楢山南中町

ྶߍߴ ○ − 南通みその町

ळాೆதֶߍ ○ ○ 南通ٶ田

ୈҰ֗۠ެԂڌ ○ − 東通町

ळా市ຽަྲྀϓϥβ ○ ○ 東通町

౦খֶߍ ○ ○ 東通二丁目

ळాେֶٿ ○ − 手ܗ学園町

ळా౦தֶߍ ○ ○ 手ٳܗ下町

Ѵ۠ίϛηϯ ○ ○ 手ܗ字࠽ノ浜

Ѵখֶߍ ○ ○ 手ܗ字࠽ノ浜

ळాߍߴ ○ ○ 手ܗ字中台

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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໊শ ٸۓఆࢦ
ආॴ

ఆࢦ
ආॴ ॴࡏ

ळాେֶ ○ ○ 手ܗ住٢町

໌ಙ۠ίϛηϯ ○ ○ 手ܗ住٢町

ߍ໘খֶ ○ ○ 広面字蟹沢

౦෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 広面字ළ町

౦۠ίϛηϯ ○ ○ 広面字َ಄

౦தֶߍ ○ ○ 広面字ು沼

ԣҬӡಈ ○ − ԣ森三丁目

Ψٰୈೋ֗۠ެԂࡩ ○ − 桜ガ丘三丁目

ߍதֶࡩ ○ ○ 桜台一丁目

தԝެԂࡩ ○ − 桜台二丁目

۠ίϛηϯࡩ ○ ○ 桜台一丁目

ߍখֶࡩ ○ ○ 桜四丁目

େฏΈͷެԂ ○ − 大平台一丁目

ҰͭެԂ
ίϛϡχςΟମҭؗ ○ ○ 下北手桜字蛭沢

ϊʔεΞδΞେֶ ○ − 下北手桜字守沢

ߍߴࡩ໌ ○ ○ 下北手桜字守沢

Լखதֶߍ ○ ○ 下北手松崎字り崎

Լखখֶߍ ○ ○ 下北手松崎字谷崎

Լख۠ίϛηϯ ○ ○ 下北手༄館字前田面

্खখֶߍ ○ ○ 上北手Ԑ田字館ノ下

্ख۠ίϛηϯ ○ ○ 上北手Ԑ田字四π小屋※

ळాݝΏͱΓੜ׆
ηϯλʔʢ༡ֶࣷʣ − ○ 上北手רߥ字ࡖ切

ຊेࣈळాޢେֶ ○ ○ 上北手Ԑ田字බ代沢

ळా͖ΒΓࢧԉֶߍ ○ ○ 南ケ丘一丁目

ߍ୩খֶࢁچ ○ ○ 太平山谷字中山谷

ଠฏখֶߍ ○ ○ 太平目崎字上目崎

ଠฏ۠ίϛηϯ ○ ○ 太平目崎字沼田

େॅ۠ίϛηϯ ○ ○ 大住南二丁目

େॅখֶߍ ○ ○ 仁井田字西ׁ敷

ߍதֶޚ ○ ○ 仁井田字中新田

ਔҪాখֶߍ ○ ○ 仁井田本町四丁目

ਔҪా۠ίϛηϯ ○ ○ 仁井田本町四丁目

ळాೆߍߴ ○ ○ 仁井田緑町

ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 御野場一丁目

ߍॴֶӃதֶޚ ○ ○ 御所野地蔵田四丁目

ߍߴॴֶӃޚ ○ ○ 御所野地蔵田四丁目

ߍॴখֶޚ ○ ○ 御所野ݩ町五丁目

ळాݝதԝ۠
ਓࢱ૯߹ΤϦΞ ○ ○ 御所野下అ五丁目

ߍπখখֶ࢛ ○ ○ 四π小屋字街道東

ळాߍߴۀ ○ ○ 新屋উ平台

ळాެཱඒज़େֶ
ෟଐߴֶӃ ○ ○ 新屋大川町

ळాެཱඒज़େֶ ○ ○ 新屋大川町

ळాதֶߍ ○ ○ 新屋大川町

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 新屋ઔ町

উฏதֶߍ ○ ○ 新屋北浜町

໊শ ٸۓఆࢦ
ආॴ

ఆࢦ
ආॴ ॴࡏ

উฏ市ຽάϥϯυ ○ − 新屋豊町

ߍԉֶࢧా܀ − ○ 新屋܀田町

৽খֶߍ ○ ○ 新屋܀田町

উฏ۠ίϛηϯ ○ ○ 新屋松ඒガ丘東町

উฏখֶߍ ○ ○ 新屋松ඒガ丘北町

দඒϲٰୈެ۠֗ࡾԂ ○ − 新屋松ඒガ丘南町

৽দඒொಓʢউฏ
٢ਆࣾྡʣ ○ − 新屋松ඒ町

৽ߍߴ ○ ○ 豊岩石田坂字ח௩

๛ؠ۠ίϛηϯ ○ ○ 豊岩豊ר字内ೄ尻

ߍதֶؠ๛چ ○ ○ 豊岩豊ר字内ೄ尻

๛ؠখֶߍ ○ − 豊岩豊ר字内ೄ尻

େࢁਓͱࢠͲͷՈ ○ ○ 浜田字出小屋

ాখֶߍ ○ − 浜田字自在山

ԼӋ༡Ԃ ○ − 下浜Ӌ川字二十町

Լ۠ίϛηϯ ○ ○ 下浜Ӌ川字下野

Լখֶߍ ○ ○ 下浜Ӌ川字水ਨ

ߍԼதֶچ ○ ○ 下浜Ӌ川字水ਨ

Լஂۀ ○ − 下浜Ӌ川字下山

Լެຽؗෑ ○ − 下浜浜字ڷߥ屋

ԼീాҬӡಈ ○ − 下浜八田字ṷ田

ߍฏখֶچ ○ ○ 河辺平字小ીࠜ

ߍখֶࡾݟؠ ○ ○ 河辺三内字外川原

ߍখֶࡾݟؠچ ○ − 河辺岩見字屋敷

౦ੜ׆վળηϯλʔ − ○ 河辺岩見字東

Տล૯߹ྲྀަࢱηϯλʔ ○ ○ 河辺北野田高屋字上前
田ද

Տลऀྸߴ
Γηϯλʔͮ͘߁݈ ○ ○ 河辺三内字ؙ

Տลதֶߍ ○ ○ 河辺北野田高屋字ཕ谷地

ଜूམηϯλʔࡾ্ − ○ 河辺三内字三内段

ᔹެຽؗࢠ࠭ − ○ 河辺三内字高畑

Տลࡾݟؠ۠
ίϛηϯ ○ ○ 河辺三内字外川原

ߍதֶࡾݟؠ ○ ○ 河辺三内字外川原

ळా૿߁݈ݝਐަྲྀ
ηϯλʔϢϑΥʔϨ ○ ○ 河辺三内字ؙ

ߍౡখֶށ ○ ○ 河辺戸島字本町

ాӺલறं ○ − 河辺和田字上中野

Տลମҭؗ ○ ○ 河辺和田字上中野

Տลখֶߍ ○ ○ 河辺和田字岡村

Տล市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 河辺和田字北ヶ崎

༤Ֆͷٿ ○ − 雄和石田字蟹沢

༤தֶߍ ○ ○ 雄和石田字蟹沢

ळాͳ·は͛
ڠۀಉ߹
༤ࢧళ

○ − 雄和石田字中大部

༤ೆମҭؗ ○ ○ 雄和神ヶ村字陳笠

ͷՖެԂ ○ − 雄和新波字清水木

༤৽ٿ ○ − 雄和新波字寺沢
※ྩ和５年10月から、上北手Ԑ田字බ代沢37番1へ移転
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໊শ ٸۓఆࢦ
ආॴ

ఆࢦ
ආॴ ॴࡏ

ߍখֶࣉେਖ਼چ ○ ○ 雄和新波字寺沢

༤ूװجམηϯλʔ ○ ○ 雄和新波字ඉ口

ळాͳ·は͛
ڠۀಉ߹
େਖ਼ࡐࢿࣉݿ

○ − 雄和新波字本屋敷

ळాཱݝதԝެԂ ○ − 雄和椿川

༤αΠΫϦϯά
λʔϛφϧ ○ ○ 雄和椿川字Ԟ椿ଲ

ߍఴখֶچ ○ ○ 雄和椿川字者屋敷

ऀ· ○ ○ 雄和椿川字者屋敷

ߍถখֶށچ ○ − 雄和戸լ沢字金山沢

༤;Ε͍͋ϓϥβෑ ○ − 雄和妙法字上大部

༤市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 雄和妙法字上大部

༤ମҭؗ ○ ○ 雄和妙法字上大部

ळాݝݧࢼۀ ○ ○ 雄和相川字ݯ八沢

༤খֶߍ ○ ○ 雄和石田字蟹沢

໊শ ॴࡏ
ӡస࿅शچӡಈ 新屋字砂奴寄

ळాߍߴۀάϥϯυ
ʢαοΧʔɺࣜߗٿɺ্ٕڝʣ新屋উ平台

εςʔγϣϯෑࡂަ௨লळాࠃ 新屋町字ఱട野

উฏখֶߍάϥϯυ 新屋松ඒガ丘北町

উฏதֶߍάϥϯυ 新屋北浜町

দඒϲٰୈެ۠֗ࡾԂ 新屋松ඒガ丘南町

৽দඒொಓʢউฏ٢ਆࣾྡʣ新屋松ඒ町
άϥϯυߍԉֶࢧా܀ 新屋܀田町

৽খֶߍάϥϯυ 新屋܀田町

େެࢁԂ 浜田

ాখֶߍάϥϯυ 浜田字自在山

͠͠ϐοτळా市は·ͳす 浜田字ୌノݩ

ּদපӃෑ 浜田字ཟノ原

۠ӡಈެԂ 下浜浜字౻木台・ד
森

ԼچήʔτϘʔϧ 下浜Ӌ川字ԣࠜ

Լখֶߍάϥϯυ 下浜Ӌ川字水ਨ

Լஂۀ 下浜Ӌ川字下山

Ӌؠ۠पลྛࢁ 下浜Ӌ川字岩城

৽ߍߴάϥϯυ
ʢٿɾ্ٕڝʣ 豊岩石田坂字ח௩

άϥϯυΰϧϑࠜܡ 下浜ࠜܡ字大台

चྛุ�ࣉறं 下浜Ӌ川字寺ノ下

ീ഼ਆࣾڥ 下浜Ӌ川字家ノࠊ

൧ౡಓ౦ҰஸୈҰࣇಐ༡Ԃ 飯島道東一丁目

ळాߴۀઐֶߍάϥϯυ 飯島文ژ町

ίεϞࣜגػձࣾळాෑ 下浜Ӌ川字五

ळాೆߍߴ্ٕڝ 仁井田緑町

ळాதԝߍߴٿɾϥάϏʔ 土崎港南三丁目

ಐอҭӃάϥϯυࣇߨԸײ 寺内神屋敷

Լެຽؗෑ 下浜浜字ڷߥ屋

໊শ ॴࡏ
άϦʔϯεςʔδ൧ౡ 飯島緑丘町

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ 土崎港西五丁目

νϟϨϯδΦϑΟε͖͋ͨچ 土崎港西三丁目

ϏϨοδϋε࡚ 土崎港西二丁目

έΞϋε࡚ 土崎港中央三丁目

૯߹έΞηϯλʔࡏ೦පӃهཛྷेޒ 土崎港中央一丁目

ߍখֶߓ 土崎港北四丁目

࡚ॻΩϦετڭձάϩʔϦΞνϟϖϧ 土崎港中央六丁目

࡚தֶߍ 土崎港北一丁目

࡚Ϛϯγϣϯ 土崎港中央六丁目

࡚খֶߍ 土崎港中央三丁目

࡚පӃհޢਓอ݈ࢪઃͳ͗͞ 土崎港中央四丁目

ϢφΠςουܭըࣜגձࣾ 寺内蛭ࠜ三丁目

ळా市ཱମҭؗ 八橋本町六丁目

指定緊急避難場所（波）【施設】

　波警報などが発දされたとき、波のਁ水定۠
域の住民などが一時的に避難するための波避難場
所・避難ビルを市が指定しています。
　高台にある学校のグラウンドや公園、原則３֊以上
のమےコンクリート（3C）などの新設計基४に
ద合するݐ物などです。

指定緊急避難場所（波）【場所】
໊শ ॴࡏ

ळాϲٰපӃୈೋɺୈࡾறं 飯島字ງ川

൧ౡਓ͍͍͜ͷՈෑ 飯島字ງ川

൧ౡ෦֗۠ެԂ 飯島川端三丁目

൧ౡখֶߍߍఉɾάϥϯυ 飯島田二丁目

൧ౡࠄஸୈࣇ࢛ಐ༡Ԃʢদ෩ஂʣ飯島ࠄ丁
फڭ๏ਓӢӃྶԂ͓Αͼྛࢁ 飯島ࠄ丁

൧ౡ۠ίϛϡχςΟηϯλʔෑ 飯島松ࠜ東町

൧ౡਆࣾ֗۠ެԂ 飯島松ࠜ西町

ฏୈೋ֗۠ެԂۏ 土崎港中央四丁目

࡚ೆখֶߍάϥϯυ 土崎港東一丁目

ΠΦϯ࡚ߓళෑ 土崎港南二丁目

ক܉தֶߍάϥϯυ ক܉野南一丁目

άϥϯυߍਗ਼ਫখֶߴ ক܉野南一丁目

ਗ਼ਫެԂߴ 寺内大畑

۠ίϛϡχςΟηϯλʔෑࣉ 寺内神屋敷

άϥϯυߍখֶࣉ 寺内ಊノ沢二丁目

ळాݝ੨গަྲྀηϯλʔறं 寺内神屋敷

ീڮӡಈެԂ 八橋運動公園

૯ࣾਆࣾ֗۠ެԂ 川尻総社町

ळాΧϯτϦʔΫϥϒίʔεɺΫ
ϥϒલறं 新屋字砂奴寄

ൃੜ࣌ͷࢦఆٸۓආॴʢʣ
� 問 ҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����
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໊শ ॴࡏ
ळాݝ+"Ϗϧ 八橋南二丁目

ळాݝे݂ࣈӷηϯλʔ 川尻町字大川反

ࣾࢧձࣾϢΞςοΫळాࣜג 川尻町字大川反

৲খֶߍ 川尻みよし町

৲市Ӧॅ 川尻上野町

͞Θ್͔ࡩ番ؗ Է町一丁目

େॅখֶߍ 仁井田字西ׁ敷

ळాެཱඒज़େֶ 新屋大川町

ळాதֶߍ 新屋大川町

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ 新屋ઔ町

ౡਗ਼ਫொ市Ӧॅڇ 牛島西四丁目

ఱવԹઘάϥϯεύϗςϧ͜·ཱͪ
ମறं Է町一丁目

υδϟʔε৯্ؗறं 川尻大川町

ϑΥϨετώϧζࢁԦ 山王沼田町

ձࣾδʔϯζΤϜγʔσΟྲྀࣜג
౩ɾ౩ 土崎港相染町字浜ナシ山

ळాࣇݝಐձؗ 山王中島町

ळాݝ৬һߓ৽ொެࣷ 港北新町

ീڮখֶߍ 八橋大沼町

ീڮ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ 八橋本町五丁目

ԦϓϨεϏϧࢁ 山王六丁目

ळాݝӦ࡚ॅߓ 土崎港相染町字中谷地

ϗςϧϧʔτΠϯळా࡚ 土崎港西二丁目

　町内会や事業所、各種団体などを対象に、もしもの場
合に役立つ৺ഏો生法（自動体外式除ࡉ動ثʦA&Dʧの
取り扱いを含む）の講習会を、随時開催しています。申
しࠐみ、問い合わせは࠷寄りの消防署へどうぞ。
「応急手当講習心肺蘇生法」ホームページ
� 【広報ID番号：1008824】
・秋田消防署　　☎8����100
・新屋分署　　　☎8�8��1��
・土崎消防署　　☎8���0�8�
・城東消防署　　☎8�����0�
・広面出ு所　　☎8�������
・秋田南消防署　☎8������1
・河辺分署　　　☎88����00
・雄和分署　　　☎88������

शձߨ໋ٹ

ࣗओࡂ৫
� 問 ҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����
　日ごΖから防災に関する知ࣝのීٴや地域の災害ة
険Օ所のѲ、防災܇࿅などを行い、地や火災などの
際に地域や町内でいちૣく救出、救ޢ、消火などの活動
を行う自ओ防災組織の結成や活動を支援しています。
市内の760町内（ྩ和５年３月31日現在）で組織が結成
されています。組織ͮくりの方法や防災学習会などの
際は、防災安全対ࡦ課へお気軽にご相談ください。

ࡂใ
� 問 ҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����
　河川の൙ཞによるਁ水定۠域をܝ載した「秋田市
水害ハβードマップ」と࠷大クラスの波によるਁ水
定۠域をܝ載した「秋田市波ハβードマップ」は、
必要なかたへ防災安全対ࡦ課でࠩし上͛ています。
　市ホームページの防災コーナーでは、これらのハ
βードマップや「秋田市地域防災計画」、避難場所、避難
所の一覧දなどそのほかの防災情報をご覧いただけま
す。このような資料を活用し、もしものときにඋえま
しょう。
� 【広報ID番号：1001548】

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

ࡂωοτ͖͋ͨ
� 問 ҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����
　「防災ネットあきた」は、事前に登録し
ているかたに、各種の気象警報や、災害
時の避難情報、災害情報などを電子ϝー
ルで提供するシステムです。登録は無
料。ӈのコードをಡみ取るか、以下の&
ϝールアドレスを直接入力して空ϝールを送信し、登
録してください。
boVTai.akita-city@raiEFO2.ktaiXork.jp
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○�住民異動届、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取り下げ
は、本人確認をしています

公署の届出を防͙ために、窓口に来たかたの本人確認をしています。マイナンバーカードや運転免許証などِڏ　
が発行する証明書でإ写真が付いているものを、窓口でお見せください。証明書をお持ちでないかたも届出はできま
すが、後日、届出があったことを郵便で通知します。

・市民課�wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww☎888�����
・西部市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎8����00�
・南部市民サービスセンター（別館除く）�w☎8�8�1�1�
・北部市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎8�����8�
・河辺市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎88���1�1
・雄和市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎88������
・駅東サービスセンター�wwwwwwwwwwwwwwwwww☎88�����0
・（河辺）岩見三内連絡所�wwwwwwwwwwwwwwwwww☎88���111
・（雄和）大正寺連絡所�wwwwwwwwwwwwwwwwwwww☎88���111

秋田市に転入したとき、市外へ転出するとき、市内で
転居したときは、住民ҟ動の届出をしてください。
なお、本人、本人と同一世帯のかた、法定代理人のど
なたでもないかたが届出するときは、委任状が必要
です。

डؒ࣌ �平日の8：30〜17：15� �
（駅東サービスセンターは平日の9：00〜17：15）

ಧग़ ಧग़ؒظ ಧग़ʹඞཁͳͷ

సೖಧ
ଞの市۠町村から
秋田市へ住所を
移したとき

転入した日から14日以内
・転出証明書
・届出人の本人確認書類
・マイナンバーカード（お持ちのかた）

సग़ಧ
秋田市からଞの
市۠町村へ住所を
移すとき

転出する前（転出する住所
を確かめてから届出して
ください）

・届出人の本人確認書類

సډಧ 秋田市内で住所を
移したとき

Ҿっ越しをしてから14日
以内

・届出人の本人確認書類
・マイナンバーカード（お持ちのかた）

※転出届は電子申請でʂ
　マイナンバーカードをお持ちのかたは、スマートフΥンで転出の届出ができます。
　ৄしくは市ホームページをご覧ください。� 【広報ID番号：1027252】

సೖɾసग़ͳͲ

ड૭ޱʢฏͷΈʣ

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

市Ӧࡈ場がありますので、死亡届の際に火の手ଓきをしてください。なお、亡くなったかたの住所が市外にある場合は有料です。
、場についてはࡈ ��ϖʔδもご覧ください。

出生や死亡などの際は、手ଓきに必要なものを確認して、すみやかに届出するようにしましょう。

・市民課�wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww☎888�����
・西部市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎8����00�
・南部市民サービスセンター（別館除く）�ww☎8�8�1�1�
・北部市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎8�����8�
・河辺市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎88���1�1

・雄和市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎88������
・駅東サービスセンター�wwwwwwwwwwwwwwwwww☎88�����0
・（河辺）岩見三内連絡所�wwwwwwwwwwwwwwwwww☎88���111
・（雄和）大正寺連絡所�wwwwwwwwwwwwwwwwwwww☎88���111

ಧग़ ಧग़ؒظ ಧग़ਓ ಧग़ʹඞཁͳͷ ಧग़ͷडॴ

ग़ੜಧ 生まれた日から14日以内
（生まれた日を含む）

・、同居者、出産に立ち会っ
たҩࢣ、助産ࢣの順

①出生証明書１通
②子݈߁手ா
③届出人の印鑑（任意）

出生地、子の本੶地また
は※２届出人の所在地の
市町村役場

ಧࢮ
死亡の事࣮を知った日か
ら̓日以内（事࣮を知った
日を含む）

同居の親族、同居していない親
族、同居者、家ओ、地ओ、家屋か土
地の管理人等・後見人等の順

①死亡診அ書１通
②届出人の印鑑（任意）

死亡地、死亡者の本੶地
または※2届出人の所在地
の市町村役場

ड૭ޱ

੶ށ
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※１　ྩ和̒年３月31日までは、平成18年̐月１日までに生まれたঁ性は、（ཆ）の同意書のఴ付があれば婚姻できます。
※２　届出人の所在地とは、住所地または一時在地
※３　ྩ和̒年３月31日まで

ಧग़ ಧग़ਓ ಧग़ʹඞཁͳͷ ಧग़ͷडॴ

ࠗҽಧ 婚姻する夫්

①婚姻届書※１
　・婚姻届書には18歳以上の証人２人が必要
②�届出地に本੶がない場合は、戸੶全部事項証明書（౽本）１通※３
③届出人の印鑑（任意）
ᶆ国民݈߁保険の加入者は保険証

本੶地または※２届出人
の所在地の市町村役場

స੶ಧ 戸੶ච಄者および配偶者

①転੶届書
②�市外から市内へ、または市内から市外へ転੶する場合は戸੶全部
事項証明書（౽本）１通※３
③届出人の印鑑（任意）

※２届出人の所在地、新・
旧いずれかの本੶地の市
町村役場

・�このほか入੶届、婚届、ཆ子ԑ組届、ཆ子ԑ届、認知届、ࣦ ᪨届などがあります。
・�戸੶の届出の相談は平日に市民課、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部市民
サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービスセンターへおئいしま
す。
・�死亡診அ書や婚姻届書など、戸੶の届出の際に提出していただいた書類は届出後、返٫したりコピーしたりするこ
とができません。߇えが必要なかたは、窓口に提出する前にコピーなどをしておいてください。

ઃࢪ ฏʢؒ࣌外ʣ ٳ
市ॴ 24時間

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ
17：15〜21：30 8：30〜21：30

෦市ຽαʔϏεηϯλʔ
Տล市ຽαʔϏεηϯλʔ

時間外は受領していません 8：30〜17：15
༤市ຽαʔϏεηϯλʔ
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔ

時間外は受領していません
Ӻ౦αʔϏεηϯλʔ

　時間外およびٳ日（土・日、ॕ 日）における戸੶の届出は市役所など、以下の施設で受領のみ行っています。受領した
届書は、後日（平日）に内༰の৹査を行い、ෆඋがある場合は確認などのため担当職員より電話連絡いたします。内༰
によっては࠶度来庁していただく場合もあります。
੶ͷಧग़ʢग़ੜಧɺࠗށ ҽಧ�ͳͲʣ

ޱͷ૭ٳ外͓Αͼؒ࣌
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छྨ ༰ खྉ
੶౽ຊʣށॻʢ໌ূ߲ࣄ੶શ෦ށ
আ੶ɾվށݪ੶౽ຊ

戸੶（除੶・վ原戸੶）に記載された事項の全部を写
したもの

戸੶１通450円（コンビニ交付350円）
除੶・վ原１通750円

੶ঞຊʣށॻʢ໌ূ߲ࣄਓݸ੶ށ
আ੶ɾվށݪ੶ঞຊ

戸੶（除੶・վ原戸੶）のうちで、必要部分だけを写し
たもの

戸੶１通450円（コンビニ交付350円）
除੶・վ原１通750円

੶ͷෟථށ 本੶を有するかたの住所地を記載したもの １通300円

डཧূ໌ॻ 各種届出・申出の受理を証明したもの １通350円（上࣭紙1,400円）

ॅຽථͷੈଳશһʢҰ෦ʣͷࣸ͠ 住民ථに記載された世帯全員（一部の人）を写したもの １通300円（コンビニ交付200円）

ॅຽථ໌ূ߲ࣄࡌهॻ 住民ථに記載された事項の証明 １通300円（コンビニ交付200円）

ҹؑొূ໌ॻ 登録している印鑑の写しを証明したもの
（印鑑登録証をお持ちください） １通300円（コンビニ交付200円）

ূ໌ॻ 成年被後見人等・ഁ 産એࠂの有無などを証明したもの
（本人以外は委任状が必要） １通300円

ͦͷ΄͔ͷॾূ໌ 独身証明書など １件300円

੶ɾॅށ ຽථͳͲͷ֤छূ໌ॻ� 問 市ຽ՝� �☎888�����

　市民課／西部市民サービスセンター／南部市民サービスセンター（別館除く）／北部市民サービスセンター／河辺
市民サービスセンター／雄和市民サービスセンター／駅東サービスセンター／岩見三内連絡所／大正寺連絡所

डॴ

　本人以外のかたが請求するとき、委任状が必要な場合がありますのでお問い合わせください。

ҕঢ়

　個人情報の保ޢとෆ正請求防ࢭのため、窓口に来たかたの本人確認をしています。マイナンバーカードや運転免許
証など、公署が発行する証明書でإ写真が付いているものを窓口でお見せください。証明書をお持ちでないかた
は、お問い合わせください。

ຊਓ֬ೝ

ॅຽථͷࣸ͠
ॻʢ౽ຊɾঞຊʣ໌ূ߲ࣄਓݸ੶શ෦ɾށ
੶ͷෟථށ
ূ໌ॻ
ಠূ໌ॻɹͳͲ

マイナンバーカードとクレ
ジットカードを利用してス
マートフォンで請求できます
【広報ID番号:1030845】

ॻʢ౽ຊɾঞຊʣ໌ূ߲ࣄਓݸ੶શ෦ɾށ
ॅຽථͷࣸ͠ɹͳͲ

郵便でも請求できます
【広報ID番号：1004062】

ॅຽථͷࣸ͠
ॅຽථ໌ূ߲ࣄࡌهॻ
ҹؑొূ໌ॻ
ॻʢ౽ຊɾঞຊʣ໌ূ߲ࣄਓݸ੶શ෦ɾށ
ॴಘɾ՝੫ূ໌ॻʢ࠷৽ͷΈʣ

マイナンバーカードを利用し
てコンビニで取得できます
【広報ID番号：1016910】

　ৄしくは市ホームページをご覧ください。

ΦϯϥΠϯͳͲでऔಘɾٻで͖·す

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。

ˡ
スマートフΥンによる
請求はコνラから
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　全国どこの市۠町村窓口でも住民ථの写し（本੶地
の記載を除く）がとれます。

ަਃで͖Δਓ
　本人または同一世帯のかた

ަਃʹඞཁͳͷ
　公的機関が発行した証明書でإ写真が付いているも
の（マイナンバーカード、運転免許証、パスϙート、住民
基本台ாカードなど）

ަखྉ
　300円

ަؒ࣌
　平日9：00〜17：00

ҹؑొ

　一辺が̔NN以上25NN未満の正方ܗに収まるもの
で、印Өがはっきりしたものに限ります。ຏ໓した印鑑
やゴム印は登録できません。また、１つの印鑑を複数の
人で登録することはできません。

ొで͖Δҹؑ

ຊਓ͕ਃすΔͱ͖
①登録する印鑑
②�登録する本人であることを証明できるもの（マイナ
ンバーカード、運転免許証、パスϙート、݈ 保険証߁
など）をお持ちください。
※�窓口で本人の確認ができないと、その日は登録できま
せん。後日、本人あてにর会文書を郵送しますので、
14日以内にর会回答書を持って登録してください。

ཧਓ͕ਃすΔͱ͖
　やむを得ない理由で本人が来ることができない場合
は、代理人（秋田市に住民登録している15歳以上のかた
に限る）が申請できます。このとき、①登録する印鑑②
本人自චの代理人選任届（用紙は受付窓口にあります）
③代理人の本人確認ができる公署発行の写真付き証
明書（マイナンバーカード、運転免許証など）をお持ち
ください。なお、申請の日には登録できません。ৄ しく
はお問い合わせください。

खଓ͖ͷํ๏

ॅຽථͷࣸ͠ͷҬަ
問 市ຽ՝� �☎888�����

ొ֨ࢿ
　満15歳以上で秋田市に住民登録をしているかた

ҹؑొূަखྉ
　300円

・市民課�wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww☎888�����
・西部市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎8����00�
・南部市民サービスセンター（別館除く）�www☎8�8�1�1�
・北部市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎8�����8�
・河辺市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎88���1�1
・雄和市民サービスセンター�wwwwwwwwwwwww☎88������
・駅東サービスセンター�wwwwwwwwwwwwwwwwww☎88�����0
・（河辺）岩見三内連絡所�wwwwwwwwwwwwwwwwww☎88���111
・（雄和）大正寺連絡所�wwwwwwwwwwwwwwwwwwww☎88���111

ड૭ޱʢฏͷΈʣ

ొͨ͠ҹؑҹؑొূΛͳͨ͘͠ͱ͖
度、印鑑登録をしていただくことになります。窓口࠶　
で申請してください。
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ϚΠφϯόʔΧʔυ

　公的個人認証サービスによる「電子証明書」を発行し
ています。
　電子証明書はマイナϙータルでの各種手ଓきや証明
書のコンビニ交付などで本人確認に用します。

ड૭ޱ
　市民課、西部市民サービスセンター、南部市民サービ
スセンター（別館除く）、北部市民サービスセンター、河
辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、
駅東サービスセンター

ਃʹඞཁͳͷ
　マイナンバーカード

खྉ
　マイナンバーカードの࠶交付と同時申請の場合は以
下の手数料がかかります。
　署名用電子証明書　　　　200円
　利用者証明用電子証明書　200円
　※�署名用、利用者証明用電子証明書を同時に交付す
る場合はあわせて200円

ॻ໌ূࢠి
� 問 市ຽ՝� �☎888���1�

　本人確認の証明書として利用できるマイナンバー
カードを交付しています。

ਃํ๏
①市民課の申請サϙートを利用する
　運転免許証または݈߁保険証をお持ちになり、ご本
人が市民課へおいでください。無料の写真ࡱӨと申請
手ଓきのサϙートを行います。
②郵送による申請
③�インターネットによる申請（スマートフΥン、パソコ
ンから）
ᶆまちなかの証明写真機からの申請
　②〜ᶆのৄࡉは マイナンバーカード　申請 検索 でご覧
ください（マイナンバーカード総合サイト）。
　カードの交付४උができましたら、交付通知書を送
付しますので、同封の案内をご覧の上、指定の窓口でお
受け取りください。

ϚΠφϯόʔΧʔυʢݸਓ番߸Χʔυʣ
� 問 市ຽ՝� �☎888���1�

　マイナンバー制度は、行政をޮ化し、国民の利便性
を高め、公平かつ公正な社会を࣮現する社会基൫です。
行政手続きにマイナンバーが必要になります
　法や例で定められた社会保障、税、災害対ࡦの行
政手ଓきでマイナンバーが必要です。
マイナンバー（個人番号）カードをご利用ください
　申請すると、初回は無料でマイナンバーカードの交
付を受けることができます。マイナンバーカードは本
人確認が１枚で済むほか、確定申ࠂのオンライン申請
や行政手ଓきのオンライン申請にも利用できます。

ࣾձอোɾ੫番߸੍ʢϚΠφϯόʔ੍ʣ
� 問 ใ౷ܭ՝� �☎888���8�

ަखྉ
　初回のみ無料　࠶交付は800円

○電子申請サービスコールセンター
�固定電話：01�0�����11�ʢϑϦʔμΠϠϧʣແྉ��
携帯電話：0��0�0�1�001ʢφϏμΠϠϧʣ༗ྉ��
� （平日9：00〜17：00・年末年࢝を除く）

0����������8
&ϝール�IFlp-TIiOTFi-akita@apply.F-tVNo.jp
　電子申請サービスの利用方法やパソコンの設定方
法などは、コールセンターへお問い合わせください。
　各種申請・届出についてৄしくは、それぞれの申
請・届出を所管する課所室へお問い合わせください。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　市への申請や届出の一部を、インターネットを利用
して行うことができます。

ਃɾಧग़αʔϏεͷϗʔϜϖʔδࢠి
� 【広報ID番号：1002695】

ਃɾಧग़αʔϏεࢠి
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૬ஊͷछྨ ૬ஊͷ༰ɾઐՈ ૬ஊɾؒ࣌
市ຽ૬ஊ 職員が各種相談窓口をհします。 平日�8：30〜17：15

๏૬ஊ
ʢ༧੍ʣ

金મ、आ家、आ地、ܖ約、婚、遺ݴ・相ଓ、交通事ނ、࿑災事ނ、
ଛ害ഛঈなどの相談に弁護士が応じます（１人30分）。

第１・２・３・̐ 木曜�9：00〜12：00

偶数月の第１木曜は13：30〜16：30もあり

૬ஊ࢜๏ॻ࢘
ʢ༧੍ʣ

登記、相ଓ、आ金、成年後見制度などの相談に司法書士が応じ
ます（１人30分）。 第２・̐ 火曜�9：00〜12：00、13：00〜16：00

֤छ ɾۚ
ࣾձอݥ૬ஊ
ʢ༧੍ʣ

各種年金、݈ 用保険、࿑ಇ・࿑務などの相談に社会ޏ、保険߁
保険労務士が応じます（１人30分）。 第２金曜�13：00〜16：00

ެূਓɾҨݴ૬ஊ
ʢ༧੍ʣ

遺ݴや任意後見ܖ約などの公正証書の作成、相談に公証人が
応じます（１人30分）。 第３火曜�9：00〜12：00

੫૬ஊ
ʢ༧੍ʣ

ଃ༩税、相ଓ税、所得税など、税務全ൠの相談に税理士が応じ
ます（１人30分）。 第３火曜�13：00〜16：00

૬ஊ࢜ॻߦ
ʢ༧੍ʣ

遺産分割ٞڠ書、遺ݴ書、内༰証明などの文案や許認可申請、
外国人の在留資格申請の相談に行政書士が応じます（１人
30分）。

第１金曜�13：00〜16：00

૬ஊߦ 国の制度や手ଓきなど、行政活動全ൠに対するۤ情や要望な
どに行政相談委員が応じます（１人30分）。

第２水曜�13：00〜16：00
（予約ෆ要・当日受付）

ਓݖɾࠔΓ͝ͱ
૬ஊ

いじめ、ٮ待、プライバシー、ࠩ 別問などの相談に人権擁護
委員が応じます（１人30分）。

第２木曜�13：00〜16：00
（予約ෆ要・当日受付）

市ຽ҆શ૬ஊ D7・ストーカー被害などの相談に職員（警察OB）が応じます。 事前に市民相談センターへお問い合わせください。

※行政相談と人権・ࠔりごと相談の受け付けは、ऴ了時間の30分前までです。
※相談日程や予約受付の開࢝日などは、「広報あきた」の第３金曜発行号でお知らせします。

　みなさんが๊えるさまざまなみをղܾするための相談窓口をհしています。

૬ஊ૭ޱΛհ͠·す� 問 市ຽ૬ஊηϯλʔ૬ஊ୲� �☎888�����ʢ市ॴ̍֊ʣ

1�8ͷϖʔδʹଓ͘

市ຽ૬ஊηϯλʔͷແྉ૬ஊ
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通信販売や訪問販売、電話勧誘などでの商品やサービスに関する苦情やトラブル、多重債務や特殊詐欺などの相談に応じています。
受　付 月～金曜（年末年始・祝日を除く）の8：30～17：00

相談 内容 相談日時・問い合わせ先

子ども家庭相談 子育てや家庭に関する相談に応じます。 月～金曜、9：00～17：00 子育て相談支援課（保健所２階） ☎827-6017
土曜・祝日、9：00～17：00 子育て相談支援課（アルヴェ５階） ☎887-5339

女性の悩み相談 DVなど女性が抱える悩みの相談に応じます。 月～金曜、9：00～17：00 子育て相談支援課（保健所２階） ☎827-6348
土曜・祝日、9：00～17：00 子育て相談支援課（アルヴェ5階） ☎887-5698

子育て支援サービ
スの利用相談

子育てナビゲーターが、保育所などの入所申請や、各種
子育て支援サービスの利用に関する相談に応じます。 月～金曜、9：00～17：00 子育て相談支援課（アルヴェ５階） ☎887-5340

育児相談 54ページ参照 子ども健康課 ☎883-1174・1175
家庭教育相談
ぐりーん・えこー

乳幼児から高校生までのしつけ、ことば、情緒、社
会性などの心配事の相談に応じます。

月～金曜、9：00～17：00 子育て相談支援課（保健所２階） ☎827-6413
土曜・祝日、9：00～17：00 子育て相談支援課（アルヴェ５階） ☎887-5337

少年相談
わかくさ相談電話 少年の悩みや心配事をお気軽にご相談ください。 子育て相談支援課内少年指導センター（アルヴェ５階）平日、9：00～12：00（月曜は10：00～）、13：00～16：00 ☎884-3868

就学相談 特別な支援を必要とする子どもの就学に関わる
電話・面談による相談に応じます。

月～金曜、9：00～16：30 秋田市教育研究所
☎865-2530

いじめや不登校な
どに関する相談

いじめ・不登校などに悩む児童生徒および保護者
を対象とする電話などによる相談に応じます。

月～金曜、9：00～16：30 秋田市教育研究所
☎866-2255

教職員や教育全般
に関する相談

教育に関することで悩んでいる児童生徒・保護者および
教職員を対象とする電話などによる相談に応じます。

月～金曜、9：00～16：30 秋田市教育研究所
☎866-4153

こころの相談 精神科医、臨床心理士、保健師などがこころの健
康相談に応じます。

保健師などの電話相談　平日、8：30～17：00
健康管理課 ☎883-1180（精神科医と臨床心理士の相談は予約制）

こころの電話相談 ストレスによる心身の不調、職場・学校・家庭の人間関係、心の病や社
会復帰への不安など心の健康全般についての相談に応じます。

月～金曜、9：00～16：00　土・日、祝日、10：00～16：00
県精神保健福祉センター ☎831-3939（相談電話）

ひきこもりの相談 18歳以上のひきこもり状態にある、ご本人やご家族な
どの相談に応じます。面接相談は、事前予約が必要です。

月～金曜、10：00～16：00 県ひきこもり相談支援センター
☎831-2525

健康相談 71ページ参照 保健予防課 ☎883-1176・1177・1178

生活支援相談 家計が苦しい、働く場所が見つからないなど、生活にお困り
のかたの相談窓口です。ひきこもりの相談にも応じます。

月～金曜、8：30～17：15
福祉総務課生活支援担当 ☎888-5659

介護相談 74ページ参照 各地域包括支援センターへ
ふれあい福祉相談
センター 日常生活の心配事や法律の相談に応じます。 月～金曜、9：00～16：00 市社会福祉協議会

☎863-6006 ※月に一度無料法律相談を開設（要予約）

生涯学習相談 生涯学習室、各市民サービスセンター、各地区の
生涯学習奨励員が対応します。 生涯学習室 ☎888-5810

創業相談 事業を行っているかた、事業を始めようと考えて
いるかたのための面談による無料相談窓口です。 チャレンジオフィスあきた ☎827-5868

雇用相談 97ページ参照 ハローワーク秋田 ☎864-4111
ハローワークプラザアトリオン（アトリオン３階） ☎836-7820

労働相談 解雇、賃金、ハラスメントなどの相談窓口です。 秋田労働基準監督署 ☎865-3671

出稼ぎ相談 出稼ぎ手帳の発行。 月～金曜、8：30～17：15
企業立地雇用課 ☎888-5734

結婚相談 独身男女の出会いを支援。 月～金曜、10：00～19：00 土・日、祝日、9：00～18：00
あきた結婚支援センター フリーダイヤル 0800-800-0413

花と緑の相談 花や樹木を育てる際の相談に応じます。 花と緑の相談所（一つ森公園コミュニティ体育館内） ☎831-0087
４月１日から10月31日まで、火・金曜（祝日定休）9：00～16：30

消費生活相談に応じます 問 秋田市消費生活センター（市民相談センター）  ☎888-5648（市役所１階）

市民相談センターのほかにもこのような相談窓口があります。お気軽に各窓口へどうぞ

ヤングケアラー相談
ヤングケアラーに関する相談に応じます
月～金曜、9：00～17：00　子育て相談支援課（保健所2階）☎827-6037
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　秋田市では、ごみを「家庭ごみ」「資源化物（金属類など）」「粗大ごみ」「水銀含有ごみ」の̐つに分け、収ूしていま
す。出されている家庭ごみには、リサイクル可能な資ݯが含まれていることがあります。きちんと分別して、ごみのݮ
ྔにごڠ力ください。ごみू積所の場所は町内会か近所の人におたずͶください。ごみू積所には収ू日の6：00
～8：00に出してください。収ू日前日や収ू後には、ઈ対に出さないでください。なお、秋田市以外の地域からഉ出
されたごみは出せません。

छྨ ͝Έͷ༰ ग़͠ํ ҙすΔ ऩूճ

家
庭
ご
み

・ੜ͝ΈʢਫΛΑ͘Δʣ
・৯༻༉ʢϘϩͳͲʹ͠Έ͜·ͤΔʣ
・ࡐʢ̍ล1�DNҎԼɺ͞�0DNҎԼʣ
・ҥྨɹ・͓ࢴΉ ʢͭԚΛআͯ͠ڈʣ
ʢࣸਅɺଆ͕ΞϧϛՃࢴੜで͖ͳ͍࠶�・
ͷࢴύοΫͳͲʣ
・ΰϜɾϏχʔϧɹ��・ϓϥενοΫ༰ث
・ϓϥενοΫɹɹ・ൃ๐ενϩʔϧ
・ൽֵɹɹɹɹɹɹ・ಃ࣓ͣ͘ث
・Ψϥεͣ͘ͳͲ

家庭ごみ用指定ାに入れて。
ただし、以下のごみは資ݯ化
物用ାで出すことができま
す（それぞれࠞͥないこと）
・おむつ
ࡶ、、མ༿מ・
また、Ⴉ定ࢬは50cN以下に
してଋͶてそのまま出すこ
とができます（ାに入れず
１世帯１回２ଋまで）

・�ガラスくず、۲などة険なものは
ボロ布などにแんでなるべくାの中
央に入れる
・�生ごみを出す際は、できるだけ水切
りをする
・�ന৭発๐トレーはスーパーなどのళ
಄回収にڠ力する

ि２回

資
源
化
物

ۚଐྨ
ۚଐૉࡐͷׂ߹͕͓͓ΉͶ�0ˋҎ্ͷͷ 資ݯ化物用指定ାに入れて

・家電の電ははずす
・�とがったものやਕ物などはボロ布など
にแんでなるべくାの中央に入れる

月１回

ۭ͖ͼΜ ାには入れず直接回収ശへ ・キϟップは「家庭ごみ」へ
・中を軽くすす͙

月２回

ΨεɾεϓϨʔ؈ 空きびんと同じ回収ശへ い切ってから、穴をあけずに全に・
؈͖ۭ 資ݯ化物用指定ାに入れて ・中を軽くすす͙

ిסΈࡁ༺
ಁ明の小ାに入れて空き؈の
入った資ݯ化物用指定ାか資
化物用指定ାへݯ

・�ボタン型、ॆ 電式電はൢചళなど
の回収ڠ力ళへ

ϖοτϘτϧ 資ݯ化物用指定ାに入れて ・キϟップは「家庭ごみ」へ
・中を軽くすす͙

ྨࢴݹ
・৽ฉɾνϥγ� Έ͕ࡶɾࢽࡶ・
・μϯϘʔϧ� ύοΫࢴ・

それぞれの種類ごとに分け
て紙ͻもでしばる

・೪ணテープでଋͶない
・�写真、防水加紙、内ଆにアルϛ加
された紙パックなどは「家庭ごみ」へ

ՈిܕΈখࡁ༺ 回収ڌ
（ ��ϖʔδをご覧ください）・小型家電の電ははずす

දهͷϘτϧͷΈ

͝Έͷग़͠ํ

͝Έͷ͚ํͱग़͠ํ
問 �市ਪਐ՝ڥ �☎888���08

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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छྨ ͝Έͷ༰ ग़͠ํ ҙすΔ ऩूճ
ૈେ͝Έ 戸別の有料収 （ू �1ϖʔδをご覧ください）

ਫؚۜ༗͝Έ
�ޫܬ・ ・ਫۜମԹܭɺԹܭ
・ਫ݂ۜѹܭ

それぞれ分けてߪ入時のശ
や༰ثなどに入れてからಁ
明なାに入れて、回収ശの
ԣに出す（空きびんの回収
ശの中には入れない）

・�割れたものはボロ布などにแんでか
らାでີดして「ϫレ」と書いて
・�-&D電球やന電球、グロー球は「家
庭ごみ」へ
・�目部分が銀৭以外（・੨など）の
体Թ計・Թ度計は「家庭ごみ」へ

月２回

※�ごみの分け方と出し方はྩ和５年̐月現在のものです。ৄ しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。【広報ID番
号：1006211】

͝Έऩूʹ͍ͭͯ
�市ਪਐ課（業務担当）☎888���0ڥ�　
͝Έͷผɾग़͠ํʹ͍ͭͯ

888���08☎（ਪਐ担当ྔݮごみ）市ਪਐ課ڥ�　

͍߹Θͤ

　分別のపఈによるごみのྔݮと収ू作業事ނ防ࢭの
ため、ごみାを指定しています。ごみを出す際は、දの
とおり秋田市指定ごみ
ାをい分けてくださ
い。サイζは、家庭ごみ
用（10・20・30・45リット
ル）、資ݯ化物用（20・30・
45・70・90リットル）

家庭ごみ用
指定ା

資ݯ化物用
指定ା

Ոఉ͝Έ ۚଐྨ ؈͖ۭ ϖοτϘτϧ
Ոఉ͝Έ༻ࢦఆା
ʢԫ৭ͷାʹࠇจࣈʣ ○ º º º

ఆାࢦ༺Խݯࢿ
ʢಁ໌ͷାʹจࣈʣ º ○ ○ ○

ఆ͝Έାࢦ
問 �市ਪਐ՝ڥ �☎888���0�

Ұ࣌ଟྔ͝Έ Ҿっ越し、庭木・ࣳ 、のמりࠐみ、大除
などで一時的に多ྔに出たごみ

自ݾॲ理が原則です。ॲ理料金は10kgごとに117円です。市の施設に
自ݾ搬入するか、一ൠഇغ物収ू運搬業の許可業者にґཔしてくだ
さい（業者はհしますが、別్収ू料金がかかります）。
※�自ݾ搬入する場合は、事前に総合ڥセンター（秋田市河辺豊成）

☎839-4816へご連絡ください。
غҰൠഇܥۀࣄ ళ、会社、ҿ৯ళなどの事業活動にっ

て出た一ൠഇغ物

　下දのごみは市で収ूしません。町内にあるू積所には出せませんので、各自で正しくॲ理してください。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。
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ʢۚ݊γʔϧʣऔѻॴは市��0͔ॴࢴূ
　金݊シールは、ローソン秋田市役所ళ、西部市民サー
ビスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、
北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセン
ター、雄和市民サービスセンターのほか、スーパー・コ
ンビニ・ホームセンターなどでߪ入できます。

ʢۚ݊γʔϧʣは̐छྨࢴূ
　金݊シールは、100円・200円・500円・1,000円の̐種
類を用意しています。ॲ理手数料ごとに組み合わせて
おいください。

ૈେ͝ΈͷΦϯϥΠϯਃ͠ࠐΈ
　24時間の申しࠐみができるほか、手数料をオンライ
ンܾ済（クレジットい）で支うことができます。ৄ
しくは市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号:1035706】

❶�あらかじめ縦・横・高さを計ってから電話でお申し込
みください。ご協力をお願いします。
　ૈ大ごみ受付�専用電話番号　☎8����00�
　�受け付けは月曜から金曜までの9：00〜16：00（ॕ日
を除く）。
み明けの平日は電話がඇ常にࠞみ合います。おかٳ�　
け間ҧいのないようご注意ください。
　‑
 �電話で受付担当の案内にしたがい、粗大ごみの品目
（大きさなど）、個数、住所（アパート名、室番号含む）、
氏名、電話番号をお伝えください。
　‑
�受付担当から収集日、品目の手数料などをお知らせ
します。
　‑
�「ૈ大ごみ用証紙取扱所」で受付担当者から提示され
た金額の証紙（金券シール）を購入しૈ大ごみの見や
すいところへ貼り、収ू日の9：00までに玄関または
集合住宅などの指定された場所に出してください。
収ू時に立ち会う必要はあ
りませんが、証紙を確認で
きないときは収ूしない場
合があります。

غഇۀ࢈ 事業活動にう産業ഇغ物（ഇプラス
νック類やݐ設業で生じる木くずなど）

ഉ出者が収ू運搬許可業者へ委ୗまたは秋田中央保݈所（☎855-5173）
の許可を受けて、秋田県総合ڥ保全センター（☎892-3045）へ直接搬
入、または民間のॲ分場へ直接搬入してください。民間のॲ分場は、（一
社）秋田県産業ഇغ物ڠ会（☎863-7107）へお問い合わせください。

ͳͷݥة
ॲཧで͖ͳ͍ͷ

タイϠ、タイϠホイール、ഇ༉、農機۩、消
火ث、バイク（原付含む）、プロパンガスボ
ンベ、バッテリー、ペンキ、ༀ、農ༀなど

専業者に相談するか、ൢ ചళなどの回収ڠ力ళにґཔしてください。

ྨࢴݹ 新ฉ・νラシ、ࡶ・ࢽࡶがみ、ダンボール、
紙パック

ݹ紙回収日にू積所へ出してください
ू団回収で回収している地۠もあります
ݹ紙取扱業者にґཔする方法もあります

Ոి̐ テレビ、ચ୕機・ҥ類ס૩機、
ྫྷ蔵ݿ・ྫྷ ౚݿ、Τアコン

家電リサイクル法の対象となりますので、次のページをご覧くだ
さい。

ύιίϯ ノートパソコン、σスクトップパソコン、
パソコン用σィスプレイなど

ϝーカーによるリサイクルが行われています。ϝーカーまたは
（一社）パソコン33ਪਐڠ会（☎03-5282-7685）へお問い合わせく
ださい。

૯߹ڥηϯλʔでड͚ೖΕͳ͍͝Έ

ૈେ͝Έͷग़͠ํ
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　市では、ごみのྔݮや資ݯのリサイクルを図るとと
もに住民のみなさんがともに資ݯの回収に取り組むこ
とにより、地域でものを大切にする৺を育むため、資ݯ
ू団回収を支援しています。

ྭۚ
　子ども会や町内会、් 人会などで資ݯのू団回収を
行うと、１回につき450円（同一月に２回以上࣮施して
も上限450円）、空きびんは１本当たり1.05円、空き؈
は１kg当たり1.5円、新ฉ、ダンボール、紙パックは１kg
当たり２円、ࡶ・ࢽࡶがみは１kg当たり̒円のྭ金を
ࠩし上͛ます。

ର
　空きびん類、空きݹ、؈紙類（新ฉ・νラシ、ࡶ・ࢽࡶが
み、ダンボール、紙パック）

๏ํࢪ࣮
　各団体で目ごとに理してू団回収を行い、市に
届出している業者に回収をґཔしてください。
　回収目を事前に回収業者と相談して࣮施してくだ
さい。

ମͷొஂࢪ࣮
　ྭ金の交付を受けるには、事前に࣮施団体の登録
が必要です。ڥ市ਪਐ課へご連絡ください。

用済み小型家電に含まれるレアϝタルなどの「有　
用金ଐ」を回収・リサイクルするため、市では、用済み
小型家電の回収をしています。

ճऩϘοΫεઃஔॴ
　市役所１֊、各市民サービスセンター（中央市民サー
ビスセンターを除く）、駅東サービスセンター、岩見三
内・大正寺の各連絡所、下新城交流センター、下北手・太
平・上新城・金足の各地۠コϛϡニティセンター、きら
らとしょかん（明徳館・土崎図書館・新屋図書館）、いと
く、グランマート、ジェイ・マルΤー、スーパーセンター
アマノ、ナイス（フΥンテA,I5Aళを除く）、マックスバ
リϡ、コープあきた各ళ
� ˎྩ和５年̐月１日現在

ରͱͳΔࡁ༺ΈখܕՈి
　回収ボックスの投入口（たて15cNºよこ30cNºԞ行
30cN）に入る家電が対象です。

͝ҙ͍ͩ͘͞
・�ボックスに投入した小型家電は、取り出すことがで
きません。
・�携帯電話などの個人情報は、消去してからボックス
に投入してください。
・電は取り除いてからボックスに投入してください。
・�小型ॆ電式電がと一体の場合など、電が取り
はずせない小型家電は、無理に取りはずそうとせずそ
のままボックスに入れてください。
・家電リサイクル対象目や石༉ストーϒは対象外です。
・事業で用した小型家電は投入できません。
用済み小型家電は、ボックスに投入していただく�・
ことが望ましいですが、これまで通りの分別۠分で
ごみू積所に出すこともできます。

　事前にӦ業日・料金などを確認してください。

　家電リサイクル法の施行により、市ではચ୕機・ҥ類
ྷྫ、૩機、テレビ、Τアコンס 蔵ݿ・ྫྷ ౚݿの収ूはして
いません。
　不用になった場合は、小売店などに「リサイクル料
金」と「収集料金」を支払い、引き取ってもらいます。

ಉ͡Λങ͍ସ͑Δ߹
　新しいをങう小ചళがҾき取ります。
※料金はҾき取り先にお問い合わせください。

ഇ͍͚ͨͩ͠غ߹
　そのをങった小ചళがҾき取ります。
※料金はҾき取り先にお問い合わせください。

ങ͓ͬͨళ͕ԕ͍ɺطʹͳ͍ɺΘ͔Βͳ͍߹ͳͲ
　（一社）秋田市ഇغ物ॲ理ڠ会　☎8�����00

ࣗ͝でࠐͪ࣋ΈすΔ߹
　下記のどちらかにお問い合わせください。
浜一丁目3-11　東ళࡕ᷂　
　☎8�������ɹ'"98�������
　日本通運᷂秋田支ళ　土崎港ࠄ保町130-38
　☎81��0�0�ɹ'"981��00��

ՈిϦαΠΫϧ

Λྗڠ͝ʹճऩஂूݯࢿ
� 問 �市ਪਐ՝ڥ �☎888���08

　ഇغ物のෆ法投غは、５年以下の役もしくは1,000
ສ円（法人の場合は３ԯ円）以下のേ金となります。
※�ෆ法投غを発見したときは、ഇغ物対ࡦ課へお知ら
せください。

͝Έͷෆ๏غは൜ࡑです
� 問 ഇغରࡦ՝� �☎888���1�

খܕՈిϦαΠΫϧ
� 問 �市ਪਐ՝ڥ �☎888���0�
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市ホームページ【広報ID番号：1005919】

ड૭ޱ
　秋田市版ネウボラ（子ども健康課内）
　そのほか、次の窓口でも受け付けています。
�・市民課　・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）�
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所　・大正寺連絡所

ωϘϥ໘ஊ
　子保݈コーσィネーターが්さんと面談し、৺
配事に応じるほか、子保݈サービスのհをします。
　秋田市൛ネウボラで৷届を提出したかたはその場
で面談いたします。
ネウボラ以外で৷届を提出したかた、転入された

්さんは৷中に子݈߁手ாをお持ちの上、秋田
市൛ネウボラへお越しください。

ग़࢈ɾࢠҭͯԠԉڅۚ
・出産応援給付金
�৷届出時、ネウボラ面談をした්さんに給付金
を支給します。

・子育て応援給付金
�出生後、こんにちはちΌん๚問時などに助産ࢣや
保݈ࢣと面談した産්さんに給付金を支給します。
ৄしくは市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号:1037286】

߁݈ࢠखாΛ্ࠩ͛͠·す
߁記の窓口に৷届を提出してください。「子݈ࠨ　
手ா」と「産්݈߁診査受診ථ」をࠩし上͛ます。この
手ாは、৷期からと子の݈߁を記録するもので、予
防接種や݈診などに必要です。大切に保管しておきま
しょう。

߁්݈࢈ࠪ
　්一ൠ݈診（16回）、්ࣃՊ݈診（１回）、子ٶᰍが
ん検査・クラϛジア検査、産後１か月݈診、ೕ育ࣇ相
談（１回）を受けることができます（්さんの状態によ
り、自ݾ負担がある場合があります）。また、多৷の
かたへは්一ൠ݈診受診ථ（̒回分）が追加交付され
ます。

්๚
　ご希望に応じて්さんの家庭を๚問し、৷中の
面の相談に応じます。๚問を希望するかたは、電話߁݈
で子ども݈߁課へお申しࠐみください。

　子ども݈߁課では、৷届出の際に各種サービス
հや৺配事の相談に応じています。

ग़࢈� 問 �՝߁Ͳ݈ࢠ �☎88��11��

ड૭ޱ
�・市民課　・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）�
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所　・大正寺連絡所

ग़ੜಧͷͱ͖ʹ߁݈ࢠखாผΛ্ࠩ͛͠·す
　ちΌんが生まれたら、14日以内に出生の届出をし
てください。秋田市で行う「ೕ༮߁݈ࣇ診査」と「予防接
種」の受け方をઆ明した「子݈߁手ா別」をࠩし上
͛ますので「子݈߁手ா別交付݊」を提出してくだ
さい。この別は、転入したかたや出生届をଞ市町村に
出したかたにもࠩし上͛ます。
※�2,500g未満で生まれた場合は、「低体ॏࣇ出生届」を
子ども݈߁課へ出してください。用紙は市内の分ส
取扱ҩྍ機関、市ホームページにあります。�

【広報ID番号：1005937】

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

ͪΌΜ͕ੜ·ΕͨΒ

৷͕Θ͔ͬͨΒ

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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　３歳児健診以降から就学前のお子さんが対象です。
　お子さんへの関わり方などの発達相談に臨床心理士
が応じます。各月２～３回予約制。日程は子ども健康課
にお問い合わせください。

発達相談（面接相談・電話相談）
問 子ども健康課� �☎883-1174

　お子さんの成長を確認するため、乳幼児健康診査を受
けましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。

乳児期
　４か月児・７か月児・10か月児健診があります。
個別通知はありません。母子健康手帳別冊に掲載され
ている医療機関で受診します。

幼児期
　１歳６か月児（１歳７か月になる月）と３歳児（３歳
６か月になる月）に小児科と歯科の健診があります。そ
のほか、２歳児には歯科健診があります。対象となる前
月に個別通知でお知らせします。

【広報ID番号：1005861】

乳幼児健康診査
問 子ども健康課� �☎883-1174

　子育てについてのさまざまな教室を開催していま
す。日程は広報あきたや市ホームページでお知らせし
ます。
【広報ID番号：1005918、1005927、1041501、1040147】

子育てについての教室
問 子ども健康課� �☎883-1174・1175

　赤ちゃんが未熟児で生まれて入院した場合の医療費
とミルク代を助成します。赤ちゃんの保険証と福祉医
療費受給者証を取得後、子ども健康課に申請が必要で
す。詳しくは市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1005914】

未熟児養育医療
問 子ども健康課� �☎883-1172

　毎月１回、市保健所で行っています（予約制）。育児や
食生活、歯のお手入れなどの相談に、保健師・栄養士・歯
科衛生士が応じます。相談日は「広報あきた」や市ホー
ムページでお知らせします。【広報ID番号：1005933】

育児相談
問 子ども健康課� �☎883-1174・1175

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　助産師や保健師が生後４か月前までの赤ちゃんがい
る家庭を訪問して、お母さんと赤ちゃんの健康や育児
の相談に応じたり、子育てに関する情報を知らせたり
します。詳しくは妊娠届や出生届をしたときにお渡し
するチラシをご覧ください。産後早めの訪問を希望す
るかたは、電話で子ども健康課へご連絡ください。

【広報ID番号：1005932】

こんにちは赤ちゃん訪問
（産婦・新生児・乳児への訪問指導）

問 子ども健康課� �☎883-1175

利用時間 9：00～17：00
休館日 年末年始（12月29日から１月３日）
・�中央市民サービスセンター（山王一丁目1-1）�
☎888-5652
・�東部市民サービスセンター（広面字釣瓶町13-3）�
☎853-1082
・�西部市民サービスセンター（新屋扇町13-34）�
☎826-9007
・�南部市民サービスセンター（御野場一丁目5-1）�
☎838-1216
・�北部市民サービスセンター（土崎港西五丁目3-1）�
☎893-5985
利用時間 9：00～17：00
休館日 土・日、祝日、年末年始（12月29日から１月３日）
・�河辺市民サービスセンター（河辺和田字北条ヶ崎38-2）��
☎882-5146
・�雄和市民サービスセンター（雄和妙法字上大部48-1）��
☎886-5530

子育て交流ひろば
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　中学３年生（15歳到達後、最初の年度末）までのお子
さんを養育しているかたは児童手当を受けることがで
きます。認定されると、申請した月の翌月分から支給さ
れます。所得制限があります（※）。

受付窓口（平日のみ）
　子ども福祉課、市民課、西部市民サービスセンター、
南部市民サービスセンター（別館除く）、北部市民サー
ビスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民
サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内連
絡所、大正寺連絡所
　公務員（独立行政法人を除く）のかたは職場へ申請し
てください。

児童手当
問 子ども福祉課� �☎888-5689

　身体に障がいがあって手術などを必要とする18歳未
満のかたに、生活の能力を得るために必要な医療費を
給付します。詳しくは 60ページをご覧ください。

自立支援医療（育成医療）
問 障がい福祉課� �☎888-5663

　お子さんの入院、通院費を助成します。詳しくは
80ページをご覧ください。

お子さんの医療費
問 子ども福祉課� �☎888-5691

＊�乳幼児の予防接種の詳しくは母子健康手帳別冊をご
覧ください。

定期の予防接種
問 健康管理課� �☎883-1179

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　１歳、２歳、３歳、４歳、５歳のお子さんは、むし歯予
防のため、フッ化物塗布を受けましょう。
　誕生月の前月に塗布受診券を郵送します。受診する
ときは、塗布受診券と母子健康手帳を忘れずにお持ち
ください。協力歯科医療機関へ予約をしてからの受診
をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。� 【広報ID番号：1005928】

フッ化物塗布
問 子ども健康課� �☎883-1174

　秋田市に住民票があり、保育所（園）や幼稚園などに
入所（園）していない、就学前のお子さんを在宅子育て
しているご家庭に、複数の子育て支援サービスが受け
られるクーポン券を交付します（年度内１回交付、交付
年度の３月31日まで利用可）。

子育てサポートクーポン券
　保育所（園）や幼稚園などに入所（園）していない就学
前のお子さん一人につき１セット（22枚綴り）のクー
ポン券と大森山動物園年間パスポート引換券１枚を交
付します。クーポン券は親子で出かける遠足プラン、保
育施設などの一時預かりプラン、絵本引き換えプラン
（市指定40冊）、写真プラン（写真館などで記念写真を撮
影）、公共施設利用プラン（大森山動物園、ザ・ブーン、新
屋ガラス工房が対象）、病児保育を利用できる病児預か
りプラン、子育てタクシーを利用できるプラン、親子で
ランチクッキングプランの８つのプランから、お好き
なプランに利用できます。

申請に必要なもの
健康保険証などの、お子さんの名前、住所、生年月日が
確認できるもの
申請窓口
子育て相談支援課、子ども育成課、西部市民サービスセ
ンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部市
民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和
市民サービスセンター、公立保育所（６か所）

多子世帯サポートクーポン券
　平成30年４月２日以降に生まれ、保育所（園）や幼稚
園などに入所（園）していない就学前の第３子以降のお
子さんとそのお子さんを含めた３人以上のお子さんの
いる世帯に対して15,000円分のクーポン券を交付しま
す。クーポン券は子育てサポートクーポン券同様８つ
のプランから、お好きなプランに利用できます。

申請に必要なもの
健康保険証などの、お子さん（同一世帯のお子さん全
員）の名前、住所、生年月日が確認できるもの
申請窓口
子育て相談支援課、子ども育成課

在宅子育てサポート事業
問 子育て相談支援課� �☎887-5340

手当の月額
・０歳～３歳未満／15,000円
・３歳～小学校修了前／10,000円（第３子以降15,000円）
・中学生／10,000円
※�所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は一
律5,000円。
※所得上限限度額以上の場合は支給されません。

次のページに続く
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　保護者が病気や冠婚葬祭などのため数日間子どもの世
話ができないときに、秋田赤十字乳児院、感恩講児童保育
院、聖園天使園、秋田わかばハイムでお預かりします。

対象児童 �０歳から小学３年生まで（２歳未満児は秋田赤
十字乳児院のみ）。利用料は所得に応じます。

ショートステイ事業
問 子育て相談支援課� �☎827-6017

　小学生のお子さんがいるかたで仕事上の理由で帰宅が
恒常的に遅くなる場合、お子さんの生活指導をします。
・秋田婦人ホーム、秋田聖徳会若草ハイムで実施。
・�所得に応じた利用料となっています（市民税非課税
のひとり親家庭は無料）。

トワイライトステイ事業
問 子ども福祉課� �☎888-5690

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　「子ども・子育て支援新制度」により、幼稚園や保育所
などの利用にあたって、教育・保育の必要性や保育の必
要量に応じた『支給認定』を受ける必要があります。

「支給認定」の区分
区分 対象となる子ども 利用できる施設・事業

１号認定 満３歳以上の就学前の子ども
で教育のみを希望するもの

認定こども園、幼稚園
（※）

２号認定
満３歳以上で保護者の労
働や疾病などにより、保
育を必要とする子ども

認定こども園、保育所

３号認定
満３歳未満で保護者の労
働や疾病などにより、保
育を必要とする子ども

認定こども園、保育所
小規模保育事業
事業所内保育事業

※�新制度に移行しない幼稚園に入園する場合は、支給認定を受け
る必要はありません。【幼稚園（新制度未移行）】参照

施設の一覧は市ホームページをご覧ください。
【広報ID番号：1015920】

保育所・幼稚園に入るとき
問 子ども育成課� �☎888-5692

　就労などのため家庭で保育できない保護者に代わっ
て預かり、養護・教育を行う市が認可した施設で、市が
利用調整します。

認可保育所（利用対象２号・３号）

　幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち地域の子育
て支援も行う施設です。保育部分（保育所機能）を利用
する場合は市が利用調整を行い、教育部分（幼稚園機
能）を利用する場合は各施設へ直接申し込みます。

認定こども園（利用対象１～３号）

　満３歳未満児を対象とした定員19人以下の小規模な
環境で保育を行う施設で、市が利用調整を行います。

小規模保育事業（利用対象３号）

　事業所の保育施設で従業員の子どもと地域の子ども
（満３歳未満児）を一緒に保育する施設で、地域枠の利用
については市が利用調整を行います。

事業所内保育事業（利用対象３号）
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　３歳から５歳までのڭ育を希望するࣇಐにڭ育を行
う施設で、利用の際に市の支給認定を必要としない施
設です。
　利用については各施設へ直接お問い合わせください。

༮ஓԂʢ৽੍ະҠߦʣ

　３歳から５歳までのڭ育を希望するࣇಐにڭ育を行
う施設で、利用の申しࠐみ先は各施設ですが、市の支給
認定が必要な施設です。

༮ஓԂʢ৽੍ʣʢར༻ର̍߸ʣ

Ұ࣌༬͔Γ
　保ޢ者がパートब࿑や病気、ޢなどで一時的に家
庭で保育できなくなった場合、お子さんを保育所など
でお༬かりします。

පࣇɾපࣇޙอҭ
　病気中または病気の回෮期でू団保育がࠔ難なお子
さんが、保ޢ者のब࿑などの理由により家庭で保育で
きない場合、病院や保育所などでお༬かりします。
・�病ࣇ保育　市立秋田総合病院病ࣇ保育園「あすな
Ζ」、中通総合病院病ࣇ保育室、ビーンζ保育園
・�病後ࣇ保育　あきた保育園、あおぞら༮保連携型認定
こども園、༮保連携型認定こども園ナーサリー;じ

施設の一覧は市ホームページをご覧ください。
【広報ID番号：1005872】

͜Μͳͱ͖ɺ͓ తʹ༬͔Γ·す࣌ΜΛҰ͞ࢠ
� 問 �Ͳҭ՝ࢠ �☎888�����

　保育所（園）、認定こども園、༮ஓ園などに通園するお
子さんの保育料などを一部または、全額を助成します。
　ৄしくはお問い合わせください。

อҭྉ͓Αͼ෭৯අΛॿ͠·す
� 問 �Ͳҭ՝ࢠ �☎888�����

　事業所の保育施設で、ै 業員の子どもや地域の子ど
もを一ॹに保育する施設です。地域の利用について
は、各施設へ直接お問い合わせください。

ۀࣄอҭܕओಋۀا

　新制度にࢀ入しない保育施設で、利用の際に支給認
定を必要としない施設です。
　利用については各施設へ直接お問い合わせください。

ೝՄ外อҭࢪઃ

தֶߍʹೖΔͱ͖
� 問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�
　入学する中学校を指定した「入学期日および学校指
定書」を12月に郵送します。指定した学校に入学できな
い特別な事情がある場合は、指定学校をมߋする申し
立てをすることができますので、ৄ しくはご相談くだ
さい。

খɾதֶߍʹೖΔͱ͖

बֶ߁݈࣌அ
　̐月２日からཌ年̐月１日までに̒歳になるࣇಐが
対象です。入学前にब学時݈߁診அを受けていただくた
め、「ब学時݈߁診அ通知書」を̕月に郵送します。病気
などでब学が難しいࣇಐの保ޢ者はૣめにご相談くだ
さい。

ೖֶすֶ͖ߍͷࢦఆ
　ब学時݈߁診அを受けた後、入学すべき学校を指定
した「入学期日および学校指定書」を郵送します。指定
した学校に入学できない特別な事情がある場合は、指
定学校をมߋする申し立てをすることができますの
で、ৄ しくはご相談ください。

খֶߍʹೖΔͱ͖
� 問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

市でֶ۠ߍ外ʹॅॴ͕มΘΔͱ͖
　「転居届」の手ଓきをすると、「転学通知書」が交付さ
れます。これを在学中の学校に提出し、転校手ଓきをす
ると「在学証明書」と「ڭՊ書給༩証明書」がされます
ので、これらの書類を新しい学校に提出し、転校手ଓき
をしてください。

ଞͷ市ொଜʹॅॴ͕มΘΔͱ͖
　「転出届」の手ଓきをすると交付される「転学通知書」
を在学中の学校に提出し、転校手ଓきをすると「在学証
明書」と「ڭՊ書給༩証明書」がされます。これらをଞ
の市町村に転入したときに指定される新しい学校に提
出し、転校手ଓきをしてください。

సߍͷखଓ͖
� 問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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　市内40か所にある児童館・児童センター・児童室は
子どもたちがいつでも無料で利用できる地域の遊び場
です。児童厚生員が、遊びの指導をとおして、子どもた
ちの健全育成を図っています。利用時間は、月～金曜が
13：30～18：30、土曜や夏休みなどは8：30～18：30。施
設一覧は市ホームページからご覧ください。

【広報ID番号：1005882】

子育て相談支援課（子育て交流室）／☎887-5340
子育てナビゲーター／☎887-5340
�子ども家庭相談／�
�☎827-6017（平日9：00～17：00）�
☎887-5339（土曜・祝日9：00～17：00）
�女性の悩み相談／
�☎827-6348（平日9：00～17：00）�
☎887-5698（土曜・祝日9：00～17：00）
�ヤングケアラー支援相談電話／
☎827-6037（平日9：00～17：00）
�家庭教育相談『ぐりーん・えこー』／
☎827-6413（平日9：00～17：00）�
☎887-5337（土曜・祝日9：00～17：00）
アルヴェ５階の子育て交流室と秋田市保健所の２拠

点で子育て支援を実施します。
　子育て交流室では、大型遊具や授乳室などを備え、子
どもが自由に遊べ、保護者同士が交流できる場を提供す
るとともに、在宅子育て世帯への支援や育児サークルへ
の支援、子育て支援者研修会などを行っているほか、子
育てナビゲーターが子育てに関する情報提供や相談も
行っています。会員制の相互援助活動を促進する「ファ
ミリー・サポート・センター」の事務局もあります。
また、秋田市保健所内では、子育てに関する悩み、夫

婦関係、DV（ドメスティックバイオレンス）などの問題
解決をサポートする相談窓口を開設するほか、要保護・
要支援児童等の通告先として、児童虐待の早期発見・早
期対応および未然防止を図るとともに、養育に困難を
抱える家庭を支援します。

子育て相談支援課（秋田市子ども家庭センター）

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　子どもを預かってくれるかた（協力会員）と、子ども
を預かってほしいかた（利用会員）からなる、会員制の
相互援助活動です。リフレッシュや保育所のお迎えに
間に合わない時などに、お子さんをお預かりします。詳
しくはお問い合わせください。

ファミリー・サポート・センター
問 ☎887-5336

児童館・児童センター・児童室
問 子ども福祉課� �☎888-5694

　市内には55の放課後児童クラブ（学童保育）があり
ます。保護者が昼間家庭にいない児童を、お預かりしま
す。土曜もお預かりしています。申し込みや問い合わせ
は各放課後児童クラブへどうぞ。クラブ一覧は市ホー
ムページからご覧ください。

【広報ID番号：1021327】

放課後児童クラブ
問 子ども福祉課� �☎888-5694

小・中学校就学援助制度
　経済的な理由により、お子さんの小・中学校への就学
にお困りの世帯に対して、学用品費や給食費など学校
教育にかかる費用の一部を援助します。通学先の小・中
学校または学事課へお問い合わせください。

遠距離通学費補助金制度
　公共交通機関を利用して市立小・中学校に通うお子
さんの保護者を対象に、通学に必要な経費の一部を補
助します。
　補助の対象となるのは、自宅から学校までの片道距
離が、原則として小学校４km以上、中学校６km以上の
ときです。なお、小学校は片道距離が４km未満でも対
象となることがあります。通学先の小・中学校または学
事課へお問い合わせください。

保護者の負担を軽くする補助金・援助制度
問 教育委員会学事課� �☎888-5806

　このほかに、子育て交流室には、青少年の健全育成を
図るため、少年指導委員の巡回指導等を実施する少年
指導センターを置いています。
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ひとり親家庭のために
問 子ども福祉課� �☎888-5690

80ページをご覧ください。

福祉医療制度

　市内に住所があるひとり親家庭の親で、児童扶養手
当を受けているか、または同等の所得水準にあるかた
が対象です。

１�高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の親が、専門学校や大学などの養成機
関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、毎
月一定額の給付金を支給します。

対象資格 �看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理
学療法士、作業療法士など

支給期間 上限48月
支給額 �市民税課税世帯　70,500円、最終学年は110,500円�

市民税非課税世帯　100,000円、最終学年は140,000円

２�自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の親が、就職やキャリアアップのため
に教育訓練講座を受講した場合に受講料の一部を助成
します。

対象講座 厚生労働大臣指定教育訓練講座
支給額 �受講修了後、受講経費の６割を給付�

※�上限あり。雇用保険法による一般教育訓練
給付の支給がある場合は差額支給。

３�高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
　ひとり親家庭の親および児童が対象講座を受講した
場合の受講費用の一部を助成します。

対象講座 �高卒認定試験の合格を目標とする講座（通信
制講座を含む）

支給額 �①受講開始時給付金　受講経費の４割�
②受講終了時給付金　受講経費の５割から①
の給付額を差し引いた額
③合格時給付金　受講経費の１割
※上限あり

　各事業ごとにこのほかに要件があります。詳しくは
お問い合わせください。
　いずれも当該給付金を過去に受給していないかたが
対象です。
　３のみ児童も対象です。

資格取得を支援します

　ひとり親家庭・寡婦のかたの経済的自立とお子さん
の福祉のために、修学資金や就学支度資金などをお貸
しします。
・修学資金や就学支度資金など12種類の資金
・利率は、資金の種類によって年1.0％または無利子
・連帯保証人（原則、市内在住）が必要な場合があります
・�貸付申請額や償還期間などは、母子・父子自立支援員
と相談の上、決定していただきます

母子父子寡婦福祉資金をお貸しします

　18歳到達後の最初の年度末まで（中度以上の障がい
のある場合は20歳未満）のお子さんを養育しているひ
とり親家庭や、お子さんの父親または母親が重い障が
いのある家庭などに児童扶養手当を支給します。
※所得制限あり

児童扶養手当

対象児童 支給額
子１人 月額44,140円～10,410円

子２人 月額54,560円～15,620円

子３人以上 １人につき6,250円～3,130円を加算
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ো͕͍ͷ͋ΔࢠͲͷͨΊʹ

ಐ発達支援などを利用ࣇಐ発達支援およびҩྍ型ࣇ　
した際の利用料を無ঈにします。
※所得制限あり

ରͱͳΔࣇಐ
・�同じ世帯に小学校̒年生以下の がいる、平成30ܑ࢞・
年̐月１日以前に生まれた、第２子以降の障がいࣇ
・平成30年̐月２日以降に生まれた障がいࣇ

ো͕͍ࣇ௨ॴࢪઃར༻ྉແঈԽۀࣄ
� 問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����

　障害ࣇ通所支援のうちࣇಐ発達支援およびҩྍ型ࣇ
ಐ発達支援などを利用した際の利用料を助成します。
※所得制限あり

ॿֹ
利用料の１�２を助成します。

ো͕͍ࣇす͔͜ྍҭࢧԉۀࣄ
� 問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����

　障害ࣇ通所支援を利用できるࣇಐは以下のとおりで
す。ৄ しくはお問い合わせください。
・身体に障がいのあるࣇಐ
・�知的障がいのあるࣇಐまたはਫ਼神に障がいのあるࣇ
ಐおよびྍ࣏方法が確立していない࣬病、そのほか
の特घな࣬病にጶ

り

患
かん

しているࣇಐ
※�ただし、ҩ学的診அ名または障害者手ாを有するこ
とは必ਢ件ではなく、ྍ 育を受けなければ福祉を
ଛなうおそれのあるࣇಐを含みます。

োࣇ௨ॴࢧԉ
� 問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����

ಛผࣇಐැཆख
��ϖʔδをご覧ください。

োࣇࢱख
��ϖʔδをご覧ください。

ো͕͍ࣇͷͨΊͷެతڅۚ
� 問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����

ळాݝ૯߹ڭҭηϯλʔ
　�ׁ 上市ఱ王追分西29-76� ☎8�����1�
ळాࢠݝͲɾঁ ɾੑোऀ૬ஊηϯλʔ

　�秋田市手ܗ住٢町3-6� ☎8�����00
ळాཱݝҩྍྍҭηϯλʔ

　�秋田市南ケ丘一丁目1-2� ☎8�����01
ळా市ڭҭڀݚॴʢबֶ૬ஊిʣ

　�秋田市茨島一丁目4-71� ☎8������0

ো͕͍ͷ͋ΔࢠͲͷ૬ஊؔػʹ
はɺ࣍ͷΑ͏ͳͱ͜Ζ͕͋Γ·す

　身体に障がいがあって手ज़などを必要とする18歳未
満のかたに、生活の能力を得るために必要なҩྍඅを
給付します。※所得制限があります。
　原則としてҩྍඅの１割を負担していただきます
が、世帯の所得に応じて自ݾ負担の上限額を設定して
います。

ରͱͳΔো͕͍
障がい֮ࢹ・　体ෆ自由ࢶ・
・聴 ・֮平ߧ機能障がい
・Ի声・ޠݴ・そしΌく機能障がい
・�内部障がい（৺ଁ、じんଁ、呼ثٵ、ぼうこう、直、小
および؊ଁ機能障がいを除く内ଁ障がいは先ఱ性
のものに限ります）�
ˠ�内部障がいは手ज़をう場合のみが対象です。た
だし、じんଁ機能障がいに対する人ಁੳྍ法、じ
ん移২ज़後の߅免Ӹྍ法、小機能障がいに対す
る中৺੩຺栄ཆ法、؊ଁ移২ज़後の߅免Ӹྍ法に
うҩྍは対象になります。

ԉҩࢧཱࣗ ʢྍҭҩྍʣ

� 問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����

　市立小・中学校の特別支援学級などに在学している
子どもの保ޢ者を対象に、学用අ、給৯අ、通学අな
ど、学校ڭ育にかかるඅ用の一部を世帯の所得に応じ
て援助します。ৄ しくは、通学先の小・中学校または学
事課へお問い合わせください。

ಛผࢧԉڭҭबֶྭඅ
� 問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

　障がいのある子どもたちが、一人一人に応じた指ಋ
や支援を受けることができるよう、ద切な学びの場な
どに関する相談を受け付けています。ৄ しくはお問い
合わせください。

ো͕͍ͷ͋ΔࢠͲͷڭҭ
� 問 ळా市ڭҭڀݚॴ� �☎8������0
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・軽自動車
ਃࠂͷॴ 秋田県軽自動車ڠ会
͍߹Θͤ 軽自動車検査ڠ会　☎0�0��81��18��

・125cc250cc以下のバイク・250ccのバイク
ਃࠂͷॴ 秋田運༌支局　☎0�0����0��01�

ೲΊΔਓ
　１月１日現在、秋田市に住んでいる人。前年中の所得
などに応じて納めていただきます。

ೲΊํ
①直接みなさんが金༥機関などで納めるී通収
②�勤務先で給料からのҾきམとしにより納める特別収
③公的年金からのҾきམとしにより納める特別収

੫ֹͷํࢉܭ๏
等割額…�3,500円。ほかに県民税2,300円（水と緑のۉ・

森ͮくり税800円を含む）が加わります。
・所得割額…�所得の額に応じて負担していただくもの

で、次のように計算されます。�
課税ඪ४額º税−税額߇除額�
※税…市民税̒ˋ、県民税̐ˋ

市税の納税カレンダー
੫ۚͷछྨ શظ ظ̍ ظ̎ ظ̏ ظ̐

市ɾݝຽ੫
ී௨ऩ − ̒月 ̔月 10月 １月
ಛผऩʢڅ༩ʣ ̒月からཌ年５月までの毎月（年12回）
ಛผऩʢۚʣ ̐月からཌ年２月までの年金支給月（年̒回）

੫࢈ࢿఆݻ − ５月 ̓月 12月 ２月
ܰࣗಈं੫ʢछผׂʣ ５月 − − − −
߁ຽ݈ࠃ
อݥ੫

ී௨ऩ ̓月からཌ年３月までの毎月（年̕回）
ಛผऩʢۚʣ ̐月からཌ年２月までの年金支給月（年̒回）

੫ۚはݶظ·でʹೲΊ·͠ΐ͏
� 問 ೲ੫՝ɹɹ� �☎888���81
� �อۚ՝ࠃ �☎888�����

※�ै 来の軽自動車税は、ྩ 和ݩ年10月１日から軽自動
車税（種別割）に名শがมわりました。

ೲΊΔਓ
毎年̐月１日現在、バイクや軽自動車をお持ちの人。ߪ

入、ഇ車、ৡしたときは、おૣめに申ࠂしてください。

ਃࠂͷॴͱඞཁͳͷ
・125cc以下のバイク・小型特घ自動車
ਃࠂͷॴ �市民税課、河辺市民サービスセンター、

雄和市民サービスセンター
ਃࠂʹඞཁͳͷ
○登録…ߪ入：ൢ ച証明書

ৡ受：ৡ証明書（またはഇ車証明書）
転入：ഇ車証明書

※�対象車両の車名、車台番号、ഉ気ྔ、型式認定番
号を確認します。

○ഇ車…ナンバープレート、ඪࣝ交付証明書
○名ٛมߋ…登録とഇ車に必要なもの

ܰࣗಈं੫ʢछผׂʣ
� 問 市ຽ੫՝� �☎888�����

ೲΊΔਓ
　市内に事務所や事業所がある法人など。نや収ӹ
に応じて納めていただきます。

੫ֹͷํࢉܭ๏
等割額…�資本金などの額とै業者数に応じて̒ສۉ・

円から360ສ円までの̕段֊です。
・法人税割額…法人税額（国税）º税（8.4ˋ）

๏ਓͷ市ຽ੫
� 問 市ຽ੫՝� �☎888�����

ೲΊΔਓ
　土地、家屋、ঈ٫資産（事業者が所有する事業用資産）を
１月１日現在、秋田市に所有している人

ɾՈՁ֨ॎཡாͷॎཡ
　̐月１日から第１期納期限までの平日、資産税課でॎ
覧できます。

੫ֹͷํࢉܭ๏
　税額は土地、家屋やঈ٫資産の課税ඪ४額の合計に税
をかけて算出します。税は、1.6ˋです。

໔੫
　所有するそれぞれの資産の課税ඪ४額の合計が次の額
に満たないときは、固定資産税は課税されません。
①土地30ສ円�②家屋20ສ円�③ঈ٫資産150ສ円

ॅ༻ʹ͍ͭͯͷಛྫ
課税ඪ४額は、①小ن住宅用地（200ᶷまで）は価格の̒分の

１、②一ൠ住宅用地（200ᶷをえる部分）は価格の３分の１です。

৽ஙॅͷֹݮાஔ
　新ஙされた一ൠ住宅は新ங後３年度分（３֊ݐ以上の
中高火住宅等は５年度分）、期༏ྑ住宅は新ங後５
年度分（３֊ݐ以上の中高火住宅等は̓年度分）、住
居として用いられている部分のচ面積が120ᶷまでのも
のはその全部が、120ᶷをえるものは120ᶷ分に相当
する部分の税額が２分の１にݮ額されます（ただし、居住
用চ面積が50ᶷ以上280ᶷ以下のݐ物に限ります）。

੫࢈ࢿఆݻ
� 問 �੫՝࢈ࢿ �☎888�����ʢʣɹɹ
� ☎888�����ʢՈʣɹɹ
� ☎888���80ʢঈ࢈ࢿ٫ʣ

ਓͷ市ຽ੫ݸ
� 問 市ຽ੫՝� �☎888�����

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

��

ࢢ
੫
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छྨ खଓ͖ʹඞཁͳͷ खྉ
ॴಘɾ՝੫ূ໌

・�本人が来る場合��
本人確認ができ
るもの� �
（運転免許証など）

・�同居親族が来る場合��
来るかたの本人確認
ができるもの� �
（運転免許証など）

・�本人から委任を受けたかたが来る
場合
　①委任状
　②来るかたの本人確認ができるもの
　　（運転免許証など） １件

300円

納
税
証
明

市ݝຽ੫
੫ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ܰࣗಈं੫ʢछผׂʣʢंݕ༻Ҏ外ͷͷʣ
市੫ʹະೲ͕ͳ͍ূ ʢ໌ݸਓʣ
๏ਓ市ຽ੫
ॴ੫ۀࣄ
市੫ʹະೲ͕ͳ͍ূ ʢ໌๏ਓʣ

①法人名が彫刻された印鑑
②�来るかたの本人確認ができるもの� �
（運転免許証など）

・法人の印鑑を持ち出しできない場合
　①委任状
　②来るかたの本人確認ができるもの
　　（運転免許証など）๏ਓॴࡏূ໌

ܰࣗಈं੫ʢछผׂʣೲ੫ূ ʢ໌ंݕ༻ʣ登録から２か月以内のかたは、車検証（車両が二輪小型自動車の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」）をお持ちください 無料

͍߹Θͤʗ市ຽ੫՝ɹ☎888�����
　証明書発行窓口▶�市民税課、市民課（注）、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部

市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービス
センター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所

※１か月以内に納めた市税の納税証明を請求する場合は、領収書をお持ちください。
注…市民課では所得・課税証明書、市県民税・軽自動車税（種別割）の納税証明書のみ交付します。

͍߹Θͤʗ࢈ࢿ੫՝ɹ☎888���80
　証明書発行窓口▶�資産税課、市民課（注）、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部

市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービス
センター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所

छྨ खଓ͖ʹඞཁͳͷ खྉ
੫ͷೲ੫ূ໌࢈ࢿఆݻ

・�本人が来る場合� �
本人確認ができるもの��
（運転免許証など）

・�同居親族が来る場合� �
来るかたの本人確認が
できるもの� �
（運転免許証など）

・�本人から委任を受けた
かたが来る場合
　①委任状
　②�来るかたの本人確認
ができるもの� �
（運転免許証など）

１件300円
（評価証明と公課証明は、土
地・家屋それぞれ１枚目５件
まで300円、２枚目以降１枚
につき100円。）
（閲覧は無料です）

՝੫ূ໌
評
価
証
明


Ո
ঈ࢈ࢿ٫

ެ՝ূ໌
ͦͷ΄͔ॾূ໌
Ӿཡ
ॅ༻Ոূ໌ 上記②と同じ １件1,200円

※�法人の場合は、窓口に来るかたの本人確認ができるもの（運転免許証など）と、法人名入りの印鑑または委任状が必要です。
※�所有者以外でも、その資産に何か特定の利害、権利があれば、委任状がなくても申請できます。ただし関係の確認ができる書類が必要です。
※駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所では、住宅用家屋証明は発行できません。
注…市民課では固定資産税の納税証明書のみ交付します。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

༣ศٻ
　市税関係の証明書は郵便でも請求できます。下記の
書類などを封書で各担当課（市民税課・資産税課）へお
送りください。
❶�請求書／便せんなどに、住所、氏名、日中の連絡先、必
要な証明書などを明記したもの
❷�本人確認ができる公的機関発行の書類の写し（運転
免許証などのコピー）
❸�定額小為替／手数料として必要な金額分（ゆうちょ
銀行、郵便局で取り扱っています）
❹返信用封筒／宛先を記入し、切手を貼ったもの

❺委任状／代理請求の場合に限り必要
※�請求書、委任状の様式は市ホームページからダウン
ロードできます。
・市民税課� 【広報ID番号：1012057】
・資産税課� 【広報ID番号：1012093】

ΦϯϥΠϯٻ
　マイナンバーカードをお持ちのかたは、オンライン
で所得・課税証明書、固定資産評価・公課証明書、資産無
証明書の請求ができます。
　操作手順は市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号:1030845】

市੫ʹؔすΔূ໌ͱӾཡ

૭ޱʹདྷΒΕͳ͍͔ͨは༣ศɾΦϯϥΠϯでٻで͖·す

��

ࢢ
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͜Μͳͱ͖ ಧग़ͷͱ͖ʹඞཁͳͷ
ऀۮͷැཆでͳ͘ͳͬͨ
ͱ ʢ͖ऩೖ ɾ૿ࠗʣʢຊਓ͕
ްੜۚɺࡁڞ߹ʹՃೖ͠
ͨͱ͖Λআ͘ʣ

本人確認書類、マイナンバー確
認書類、資格ࣦ証明書

ް͕ऀۮੜ ɾۚࡁڞ߹
Λୀͨ͠ͱ͖

本人確認書類、マイナンバー確
認書類、資格ࣦ証明書

現在、第３号被保険者のかた

͜Μͳͱ͖ ಧग़ͷͱ͖ʹඞཁͳͷ

ްੜۚΛୀͨ͠ͱ͖ 本人確認書類、マイナンバー確
認書類、資格ࣦ証明書

ۚखாΛฆࣦͨ͠ͱ͖ 本人確認書類、マイナンバー確
認書類

ҙՃೖすΔͱ͖

本人確認書類、マイナンバー確
認書類、通ா
※�任意加入の場合のみ、保険料
は口࠲ৼ替となるため、銀行
届け印が必要です。

ड૭ޱʢฏͷΈʣ
　国保年金課、西部市民サービスセンター、南部市民
サービスセンター（別館除く）、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセ
ンター、駅東サービスセンター、岩見三内連絡所、大正
寺連絡所
※�届出には、本人確認書類とマイナンバー確認書類が必
要です。マイナンバーがわからない場合は、年金手ா
など基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

　国民年金には20歳以上60歳未満の国民全員が加入します。老後をܴえたときやສ一の事ނのときなどに、年金を
支給して生活の安定を図る制度です。

ۚͷ͘͠Έͯݐ֊̎

自Ӧ業者
など

第１号
被保険者

国民年金
（基礎年金）

第２号
被保険者

第３号
被保険者

国民年金基金 厚生年金

会社員、公務員の
ۮ者など

会社員、公務員
など

被保険者は３छ類�
第１号被保険者 第３号被保険者第２号被保険者

自Ӧ業・農業などのかたとその配偶者、
学生、フリーターなど（第２号・第３号被
保険者に֘当しない人）

会社員、公務員など、厚生
年金の加入者（自動的に国
民年金の加入者にもなり
ます）

第２号被保険者の被ැཆ配
偶者（被保険者の職場へ届出
が必要です）

�ຽۚʹはΈΜͳ͕Ճೖࠃ 問 �୲֨ࢿอۚࠃ�อۚ՝ࠃ �☎888�����

・定額保険料…月額16,520円
・付加保険料…月額400円

ྩ̑ͷอݥྉʢୈ̍߸ඃอऀݥͷΈʣ

・�60歳以上65歳未満のかた� �
（受給権のないかたは70歳まで）
・60歳未満の老齢（退職）年金の受給権者
・海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
※�20歳から60歳までの40年間のすべての期間を納付
したかたや基礎年金をすでに受給しているかたは対
象外です。

すΕՃೖで͖Δ͔ͨر ຽۚͷಧग़ࠃ

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

��

ࠃ
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　免除の申請をして承認された期間は、老齢基礎年金
を受けるための受給資格期間に算入されます。

ड૭ޱʢฏͷΈʣ
　国保年金課、西部市民サービスセンター、南部市民
サービスセンター（別館除く）、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセ
ンター、駅東サービスセンター、岩見三内連絡所、大正
寺連絡所

໔আͷछྨ
・法定免除／対象…①�生活保ޢ法による生活ැ助を受

けているかた
　　　　　　　　　②�障害基礎年金または障害厚生年

金・共済年金（１・２級）の受給権者
・�産前産後期間の免除／産前産後の一定期間の国民年
金保険料が全額免除されます。৷85日（̐か月）以
上の出産が対象となり、死産、流産、ૣ 産されたかた
を含みます。
・�申請免除（全額・額・３� ・̐１�̐）／所得のݮ少や
ࣦ業などで国民年金保険料の納付が難しいとき、申
請によって納付が免除される制度です。本人と配偶
者、世帯ओの所得が৹査されます。

ೲ༛༧੍
　学生以外の50歳未満のかたが対象です。本人と配偶
者の所得が৹査されます。

ਃͷܧଓ
　全額免除、納付猶予の申請時に、ཌ年度以降も申請を
希望して承認されたかたは、ཌ年度以降の申請はෆ要
です。申請があったものとみなし、所得などを৹査しま
す。ただしࣦ業などの理由で職ථなどをఴ付して申
請したかたや、所得の確認ができなかったかたは対象
外です。

ֶੜೲಛྫ੍
　学生のかたで、本人の前年中の所得が一定額以下の
場合に申請して承認されると、学生期間の保険料納付
が猶予されます。

อݥྉͷ໔আͳͲ

　自Ӧ業などのかたのために基礎年金に上乗せした年
金を受け取るための公的年金制度です。

Ճೖで͖Δ͔ͨ
　自Ӧ業者など国民年金の第１号被保険者で国民年金
保険料を納付している20歳以上60歳未満のかた。

ۚͷڅ
　加入年齢や加入口数によって年金額がܾまります。
受け取る年金は、ご自分のক来設計に合わせて組み立
てることができます。

ֻۚ
　選する給付の型や口数、加入時の年齢などによっ
てܾまります。また、ֻ 金は全額、社会保険߇除の対象
となり、所得税や住民税が軽ݮされます。

ۚجຽۚࠃ
� 問 શࠃࠃຽۚۚج� �☎01�0�����1��
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　国民年金から受給できる基礎年金は次のとおりで
す。ただし、複数の基礎年金を受給できる資格があって
も、受給できるのは一つだけです。

څຽ͔ۚΒड͚ΒΕΔࠃ

　年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低
く、経済的な援助を必要としているかたに対し、年金に
上乗せして支給するものです。

͍߹Θͤ
　秋田年金事務所　お客様相談室
　☎8�������ʢදʣʢࣗಈԻʣ

ۚੜࢧऀ׆ԉڅۚ

ରऀ
　国民年金に任意加入していなかった次の①または②
の期間に、障がいを負った病気やけがの初診日があり、
現在、障害基礎年金の１級または２級相当のかた。ただ
し、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを
受給できるかたを除きます。
①�昭和61年３月以前の任意加入対象であった厚生年金
加入者などの配偶者の期間
②�平成３年３月以前の任意加入対象であった学生など
の期間

ಛผোڅۚ

　第１号被保険者として、保険料を３年以上納めたか
たが何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じ
くしていた遺族に支給されます。付加保険料を３年以
上納めていたときは8,500円加算されます。

ۚ࣌Ұࢮ

　第１号被保険者としての保険料納付期間（免除期間
を含む）が25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡く
なったとき、婚姻関係が10年以上ある妻に、60歳から
65歳になるまでの間支給されます。

Չ්ۚ

　国民年金の加入者が亡くなったとき、そのかたによ
り生計を維持されていた子のある配偶者、または子に
支給されます。支給期間は子が18歳（障がい者は20歳）
に達する年度末までです。

ड֨ࢿڅ
　死亡日の前々月までの加入期間のうち３分の２以上
（保険料免除・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む）
保険料を納めていること、または死亡日の前々月まで
の直近の１年間に保険料の未納がないこと。

Ҩૅجۚ

ରऀ
　傷病の初診日が国民年金加入中や20歳前、または老
齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満の間
にあり、病気やけがで障がいの状態になったかた。

ड֨ࢿڅ
　初診日の前々月までの加入期間のうち３分の２以上
（保険料免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む）保険
料を納めていること、または初診日の前々月までの１
年間に保険料の未納がないこと。ただし、所得制限があ
ります。

োૅجۚ

　老齢基礎年金は、保険料を納めた期間（保険料免除・
納付猶予・学生納付特例期間を含む）が10年以上ある人
が65歳になったときに受けられる年金です。

ྸૅجۚ

　申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間
がある場合は、定額の保険料を納めた場合よりも老齢
基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。そこで、
申請免除などを承認された過去の期間についてさかの
ぼって納める（追納）ことにより、その期間に通常どお
り保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を
受け取ることができます。追納は10年前までできます。
３年度目以降は、当時の保険料に加算額が付きます。
　保険料の納付については、秋田年金事務所へお問い
合わせください。☎8�������ʢදʣʢࣗಈԻʣ

ਃ໔আɾೲ༛༧ɾֶ ੜೲಛྫ͕ঝ
ೝ͞ΕͨؒظはೲΛ͓すすΊ͠·す

��

ࠃ
ຽ

ۚ

市外局番は です0 1 8

２３０９秋田市7(SG28)行政最終.indd   65 2023/09/14   15:01:23



　職場の݈߁保険や後期高齢者ҩྍ制度などに加入しているかた、生活保ޢを受けているかた以外は、必ず国民݈߁
保険に加入しなければいけません。

　ଞの市۠町村から転入して国民݈߁保険に加入する
ときや、ଞの݈߁保険へ加入して国民݈߁保険を退
するときなどは、届出が必要です。住所や氏名がมわっ
たときも同じです。

ͷखଓ͖ʹ͓͍ͯϚΠφϯݥอ߁ຽ݈ࠃ�
όʔʢݸਓ番߸ʣ͕ ඞཁͱͳΓ·す

　国民݈߁保険の手ଓきにおいて、各届出書などにマ
イナンバーの記載が必要になります。マイナンバーの
記載を行う手ଓきでは、本人確認とマイナンバーの確
認の࣮施がٛ務付けられています。

ຊਓ֬ೝʹඞཁͳॻྨ
・本人が手ଓきする場合
　�マイナンバーカードで番号確認と本人確認ができます。
　マイナンバーカードをお持ちでないかたは、
　　�番号確認書類（通知カード、マイナンバーが記載さ
れた住民ථなど）

　　本人確認書類（運転免許証、パスϙートなど）
・代理人が手ଓきする場合
　�委任状（法定代理人の場合は、その資格を証明する書類）
　�世帯ओのマイナンバー（個人番号）が確認できる番号
確認書類いずれか１
　　�代理人の本人確認書類（運転免許証、パスϙートなど）
※�通知カードは݊面に記載されている住所、氏名など
の事項に、ྩ 和２年５月25日以前にมߋが生じ、มߋ
後の住所、氏名などがཪ面に記載されているものに
限ります。

ड૭ޱ（平日のみ）
・国保年金課
・市民課（戸੶・住民ථのҟ動をう場合のみ）
・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所
・大正寺連絡所

อʹಧग़͕ඞཁͳͱ͖ࠃ ಧग़ʹඞཁͳͷ

国
保
に
加
入
す
る

ଞの市۠町村から転入し
たかたがいるとき 世帯全員の被保険者証

ଞの݈߁保険をやめたか
たがいるとき
注

世帯全員の被保険者証、これま
で加入していた݈߁保険の資格
ࣦ証明書
お持ちのかたは各種ҩྍඅ受給
者証

生活保ޢを受けなくなっ
たかたがいるとき

保ܾޢ定（ഇࢭ）通知書、お持ち
のかたは世帯全員の被保険者証

子どもが生まれたとき 世帯ओの被保険者証、世帯ओの
口࠲番号がわかるもの

国
保
を
脱
退
す
る

ଞの市۠町村へ転出する
かたがいるとき 世帯全員の被保険者証

ଞの݈߁保険に入ったか
たがいるとき

世帯全員の被保険者証、職場の
被保険者証（国保を退するか
た全員分）、お持ちのかたは各種
ҩྍඅ受給者証

生活保ޢを受けることに
なったかたがいるとき

保ܾޢ定（開࢝）通知書、世帯全
員の被保険者証

死亡したかたがいるとき 世帯全員の被保険者証、ࡇを行
うかたの口࠲番号がわかるもの

そ
の
ほ
か

住所・世帯ओ・氏名などが
มわったとき 世帯全員の被保険者証

被保険者証をなくした
り、ഁ ଛしたとき ഁଛした被保険者証

修学のため、ଞの市۠町
村に住むかたがいるとき

世帯全員の被保険者証、在学証明
書（申請年度に発行されたもの）

産・ղޏなどにより
職したかたがいるとき

職したかたのޏ用保険受給資
格者証

注…�後期高齢者ҩྍ制度に加入したかたのැཆ家族が国保に加
入するときは届出が必要です。これまで加入していた݈߁保
険の資格ࣦ証明書、世帯全員の被保険者証をお持ちくださ
い。

※�「被保険者証」とあるのは「国民݈߁保険被保険者証」のことです。
※�同じ世帯に国民݈߁保険高齢受給者証をお持ちのかたがいる
場合は、一ॹにお持ちください。
※�届出がれると、さかのぼって課税されたり、国保で負担したҩ
ྍඅを返していただいたりします。ૣ めに届出をしてください。

�Ұ෦ಧग़は૭ޱͷ΄ ʮ͔ळా市ిࢠਃɾಧग़
αʔϏεʯΛར༻͠ɺύιίϯεϚʔτϑΥ
ϯ͔ΒΦϯϥΠϯで͜͏ߦͱ͕で͖·す

� 【広報ID番号:1002695】

�खଓ͖ʹΑͬͯɺϚΠφϯόʔ͓Αͼຊਓ
֬ೝʹՃ͑ҎԼͷͷ͕ඞཁです

届出は14日以内に

ՃೖɺୀͳͲͷಧग़

� 問 �୲֨ࢿอۚࠃ�อۚ՝ࠃ �☎888�����
� �୲ɹɹɹɹڅ �☎888����0
� ො՝୲ɹɹɹɹ� �☎888�����
� ऩೲਪਐࣨɹɹɹ� �☎888�����
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ड૭ޱ（平日のみ）
・国保年金課
・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所
・大正寺連絡所

څอ͔Βड͚ΒΕΔࠃ
� 問 �୲څ�อۚ՝ࠃ �☎888����0

　入院したとき、৯事にかかるඅ用の一部を国保が負
担します。自ݾ負担は下දのとおりです。

入院時食事代の自己負担額（１食につき）
・70歳未満のかた
市ຽ੫՝੫ੈଳ 460円

市ຽ੫
ඇ՝੫ੈଳ

લ1�͔݄ͷ
ೖӃ

�0·で 210円

�1͔Β 160円

市ຽ੫՝੫ੈଳ 460円

市ຽ੫
ඇ՝੫ੈଳ

۠Ⅱ લ1�͔݄ͷ
ೖӃ

�0·で 210円

�1͔Β 160円

۠Ⅰ 100円

・70歳以上のかた

※�市民税ඇ課税世帯のかたは「限度額ద用・ඪ४負担額ݮ額認定
証」をҩྍ機関へ提示する必要があります。

ೖӃ࣌ͷ৯ྍࣄཆඅ

　世帯の１か月のҩྍඅの一部負担金が、自ݾ負担限
度額をえた場合に申請すると、えた分が高額ྍཆ
අとして支給されます。
　限度額ద用認定証（70歳未満のかた）は、事前に交付
申請し、入院時にҩྍ機関へ提示すると、窓口で支う
額が自ݾ負担限度額までとなります。交付申請には被
保険者証と本人確認書類（ ��ϖʔδ本人確認に必
要な書類ࢀর）をお持ちください。
　認定証の交付申請など一部の手ଓきは「秋田市電子
申請・届出サービス」を利用し、パソコンやスマート
フΥンからオンラインで行うことができます。
� 【広報ID番号:1002695】
・�高額ྍཆඅの手ଓき／被保険者証、領収書、世帯ओ名
ٛの༬金通ாほか本人確認書類（ ��ϖʔδ本人
確認に必要な書類ࢀর）をお持ちになりࠨ、 記の窓口
で手ଓきをしてください。
　なお、一度に高額のҩྍඅを支うのがࠔ難なかた
には、高額ྍཆඅ分を無利子で༥資する制度もありま
す（༥資制度は国保年金課でのみ受け付け）。
※�初めて高額ྍཆඅの༥資手ଓきをされるかたは、事
前に給付担当までお問い合わせください。

ཆඅྍֹߴ

　加害者からのケガなどでおҩ者さんにかかり、国保の
給付を受ける時は国保への届出（傷病届）が必要です。
　国保では届出を受けたあと、加害者へ給付分のଛ害
ഛঈ請求を行います。

ަ௨ނࣄͳͲͷಧग़

ূऀݥඃอݥอ߁ຽ݈ࠃ
ɹɹɹɹɹ��ʴ
ূऀڅडྸߴݥอ߁ຽ݈ࠃ
・�満70歳の生日のཌ月（１日生まれのかたは、その
月）から対象になります。
・�֘ 当するかたには「国民݈߁保険高齢受給者証」（高
齢受給者証）をお送りします。
・�病院にかかるときは、窓口に、被保険者証と一ॹに高
齢受給者証も提示してください。

70歳〜74歳のかた

ূऀݥඃอݥอ߁ຽ݈ࠃ
ʢຖ10݄ͷߋ৽で৭͕มΘΓ·すʣ

70歳未満のかた

ͷରऀʹަ͞ΕΔͷݥอ߁ຽ݈ࠃ

ະबֶࣇ Ұൠͷ͔ͨ
ೖӃɾ外དྷ ２割 ３割

未ब学ࣇ、ͻとり親家庭、障がいࣇ・者は 80ϖʔδ
・70歳〜74歳のかた

՝੫ඪ४ֹ͕1��ສԁҎ্で͔ͭɺ
ऩ͕୯で�8�ສԁҎ ʢ্˞ʣɺ̎
ਓҎ্で��0ສԁҎ্ͷ͔ͨ

Ҏ外هࠨ
ͷ͔ͨ

ೖӃɾ外དྷ ３割 ２割

後期高齢者ҩྍ制度は 81ϖʔδ
※�国民݈߁保険から後期高齢者ҩྍ制度に移行したかたと70歳
以上のかたとの年収の合計が520ສ円未満の場合は、２割。

　病気やけがでおҩ者さんにかかったときの自ݾ負担
は下දのとおりとなります（福祉ҩྍ受給者証をお持
ちのかたは 80ϖʔδをご覧ください）。

医療費の自己負担割合
・70歳未満のかた

ҩྍඅ

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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੫ͷ՝੫ݥอ߁ຽ݈ࠃ
� 問 �อۚ՝�ො՝୲ࠃ �☎888�����

ɹղޏ、産、病気、出産などのやむを得ない理由により
職し、ޏ用保険を受給するかた（職日ཌ日において
65歳以上のかたを除く）が対象の軽ݮ制度があります。

ݮ͏ܰʹۀࣦ

　災害・病気・ࣦ 業などで生活がஶしくࠔ難な場合は申
請により税額をݮ免できる場合があります。

໔੍ݮ

　「ҩྍ分」「支援分」「հޢ分（40歳から64歳まで）」そ
れぞれの「所得割額」「ۉ等割額」「平等割額」の合計額が
税額となります。
・所得割額…加入者の所得に応じて計算
等割額…加入者の人数によって計算ۉ・
・平等割額…１世帯いくらと計算
　۩体的な税・税額や課税限度額およびݮ額制度な
どは、市ホームページなどでお知らせします。

੫ֹͷࢉܭ

　新年度分について̓月上०に送付します。

ೲ੫௨ॻ

　国民݈߁保険税は世帯ओに納税ٛ務があります。そ
のため、世帯ओご本人が加入していない場合であって
も、同じ世帯の国民݈߁保険に加入しているかたの納
税通知書は世帯ओに送付しています。

ೲΊΔਓ

　55歳以上75歳未満の国民݈߁保険税に未納がない
かたは、はり・きΎう・マッサージを市指定のྍ࣏院な
どで受ྍするときにえる20枚つͮりの受ྍ （݊１日
１回、１枚につき800円を助成）を申請できます。年度内
に40枚が限度です。ただし、はり・きΎうなどのྍཆඅ
支給期間は利用できません。
※�料金はྍ࣏院によってҟなりますので、利用前にご確認ください。

ਃʹඞཁͳͷ �被保険者証ほか本人確認書類� �
（ ��ϖʔδ本人確認に必要な書類ࢀর）

後期高齢者ҩྍ制度のかたは ��ϖʔδ

はΓɾ͖ Ύ ɾ͏Ϛοαʔδͷडྍඅͷॿ

　亡くなったときは、申請により、ࡇを行ったかたへ
５ສ円を支給します。ࡇを行ったかたの༬金通ாな
どをお持ちになり、国保の退手ଓき時に併せて申請
してください。

ࡇඅ

　出産したときは、世帯ओの申請により50ສ円を支給
します（産Պҩྍิঈ制度の登録分ส機関以外での出
産は48ສ̔千円）。世帯ओ名ٛの༬金通ாなどをお持ち
になり、申請してください。出産一時金直接支いの申
請をすると、出産時に高額なඅ用を४උせずに済みま
す。希望するかたは、分ส機関で手ଓきしてください。

ग़࢈ҭࣇҰۚ࣌

　市で࣮施している大がん、ңがん、子ٶᰍがん、前立થがん、ೕがんの検診を受けるඅ用は無料です。なお、ҩྍ機
関で࣮施している人間ドックを受けるとき、その受診料の一部を助成する制度もあります。

ਓؒυοΫͷඅ༻Λॿݕ

　はり・きΎう・マッサージ、コルセットなどをҩࢣが認めたときは、申請により、そのྍ࣏අやྍ࣏用ิ۩のඅ用
の一部を下දのとおり支給します。

ະबֶࣇ Ұൠͷ͔ͨ
Ҏ্ͷ͔ͨࡀ�0

ׂ̏ෛ୲ͷ͔ͨ ׂ̎ෛ୲ͷ͔ͨ
߹ׂڅࢧ ̔割 ̓割 ̓割 ̔割

※柔道෮によるંࠎやͶんざのྍ࣏は、自ݾ負担分の支いで受けることができます。

ਃʹඞཁͳͷ �被保険者証、領収書、診அ書、世帯ओ名ٛの༬金通ாほか本人確認書類（ ��ϖʔδ本人確認に
必要な書類ࢀর）

ྍཆඅͷڅࢧ
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○納付の相談はこちらへ
　災害などにより納付がࠔ難になった場合は、納税
の一時猶予を受けたり、分割で納めたりすることが
できますので、おૣめにご相談ください。
͍߹Θͤ／�国保年金課収納ਪਐ室収納担当� �

☎888�����

ৼସͷखଓ͖࠲ޱ
　༬ஷ金口࠲のある市内の金༥機関または国保年金課
の窓口へ、納税通知書、༬ஷ金通ாとその通ாの印鑑を
お持ちになり、お申しࠐみください。
※�国民݈߁保険税は、口࠲ৼ替での全期納付（年税額を
一ׅで納付）はできません。
※�口࠲ৼ替で納付している世帯の一部の国保加入者が、
後期高齢者ҩྍ制度に移行するなどҟ動があった場合
でも、同じ世帯の国民݈߁保険税は、特に申し出がない
限り、Ҿきଓき同じ口࠲からҾきམとしになります。

੫ͷೲݥอ߁ຽ݈ࠃ

　年に一度、秋田市国民݈߁保険に加入している40歳
以上のかたは、特定݈߁診査を自ݾ負担なしで受診で
きます。また、݈ 診の結Ռに応じて、保݈指ಋで৯生活
や運動などのアドバイスが受けられます。
　後期高齢ҩྍ制度に加入のかたも、特定݈߁診査と
同じ内༰の݈߁診査を受診することができます。
　࣮施日程や受診方法などは、受診݊に同封の「ご案
内」や「広報あきた」でお知らせします。
　受診方法や料金は、ҩྍ保険によってҟなります。国
民݈߁保険以外のかたは、加入しているҩྍ保険者（ڠ
会けんΆなど）にご確認ください。

ಛఆ݈߁ ɾࠪಛఆอ݈ࢦಋ
� 問 ಛఆ݈՝� �☎888�����

・�口࠲ৼ替にすると、納期のたびに銀行などに出い
て納める手間がলけます。
・�納期限をれてಜଅやԆ金の請求を受けることが
なくなります。

ೲは࠲ޱৼସ͕ศརです
�問 �อۚ՝�ऩೲਪਐࣨཧ୲ࠃ �☎888�����

　「納付書い（スマートフΥンܾ済可）」「口࠲ৼ替」
「年金からのҾきམとし（特別収）」のいずれかにより
納付することができます。「納付書い」「口࠲ৼ替」の
かたは̓月から３月までの̕回、「年金からのҾきམと
し」のかたは年金支日ごとの̒回の納付となります。

ೲํ๏
�問 �อۚ՝�ऩೲਪਐࣨཧ୲ࠃ �☎888�����

　世帯ओの公的年金（遺族年金などのඇ課税年金を含
む）から国保税がҾきམとしされます（特別収）。年金
の受給額が年額18ສ円未満の場合や、հޢ保険料と合
わせた１回当たりの特別収の金額が年金受給額の２
分の１をえる場合などは除きます。
※�特別収の対象となるかたであっても、本人からの
申し出により口࠲ৼ替による納付を選することが
できます。その場合、̓ 月からཌ年３月までの各納期
の末日に指定口࠲からҾきམとしになります。

� 問 �อۚ՝�ො՝୲ࠃ �☎888�����

อʹՃೖ͍ͯ͠Δੈଳһશһࠃ
ʢੈଳओΛؚΉʣ͕ ߹ͷࡀ��ʙࡀ��

ೲ੫૭ޱ
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　ңがん検診（ң部9ઢ、内ڸࢹ）、ڳ部検診（結 ・֩ഏが
ん）、前立થがん検診、大がん検診、ೕがん検診、子ٶ
ᰍがん検診、ૈࠎしょう検診、おとなのࣃՊ݈診、後
期高齢者ࣃՊ݈診を࣮施しています。ৄ しくは、݈ 診ガ
イドや市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号：1005381】

　自身の݈߁・݈ 診・ҩྍの記録など
を記入できる「݈߁手ா」をࠩし上͛
ます。

ର
　40歳以上で希望するかた

ަํ๏
　保݈予防課、հޢ保険課、国保年金
課、特定݈診課、後期高齢ҩྍ課、東部市民サービスセ
ンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービス
センター（別館除く）、北部市民サービスセンター、河辺
市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅
東サービスセンターで随時ࠩし上͛ます。各種ू団݈
診の受診時、保݈ࢣによる地域での݈ڭ߁育・相談時に
もࠩし上͛ます。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

ੜ׆श׳ප༧ͱ݈ͮ͘߁Γ

Λड͚·͠ΐ͏ݕ खாͷަ߁݈
� 問 อ݈༧՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8� 問 อ݈༧՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

ۀ ՝໊ ి番߸
ҩɹༀɹ໔ڐʢҩྍैࣄ ɾऀӫཆ࢜ɾௐཧࢣͳͲʣ 保݈総務課 ☎883-1170
֤छݕɹ݈ͮ͘߁ΓɹӫཆɹࣃՊอ݈ 保݈予防課 ☎883-1176・1177・1178
ࡦରࡴછɹපɹਫ਼ਆอ݈ɹࣗײ 管理課߁݈ ☎883-1180
༧छ ʏ ☎883-1179
৯ɹཧඒ༰ Ӵ生検査課 ☎883-1181
ɹೣݘ ʏ ☎883-1182

日・間の緊急連絡先☎863-2222（秋田市役所警උ員室）ٳ※

ळా市อ݈ॴʢॴは �8ϖʔδࢀরʣ
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○献血にご協力を

秋田県赤十字血液センター（献血パークるうぷ）
（定ٳ日　金・土曜、年末年࢝）
川尻町字大川反233-186
☎8������1
डؒ࣌
・全݂12：00〜�9：00／݂ݙ� �

13：00〜16：00
・成分11：00〜�9：00／݂ݙ� �

13：00〜15：00
アトリオン献血ルーム
（定ٳ日　アトリオンٳ館日、年末年࢝）
中通二丁目3-8（アトリオン１֊）
☎8����811
डؒ࣌
全݂13：00〜�10：00／݂ݙ� �

14：00〜17：00
成分12：00〜�10：00／݂ݙ� �

14：00〜16：00

　ਫ਼神࣬患に関することや৺の݈ͮ߁くり全ൠについ
て相談に応じます。

૬ஊ �毎ि月〜金曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
8：30〜17：00� �
（来所相談は予約が必要です）

อ݈ࢣͳͲʹΑΔʮ͜͜Ζͷ૬ஊʯ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180

。などが相談に応じますࢣについて保݈߁݈　

૬ஊ �毎ि月〜金曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
9：00〜16：30

૬ஊ߁݈
� 問 อ݈༧՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

　৷を希望するঁ性およびその配偶者ならびに߅体
価が低い්の配偶者を対象に、෩しん߅体検査およ
び予防接種にかかるඅ用を助成します。
　助成方法などは、݈ 管理課へお問い合わせいただ߁
くか市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号：1018099】

ਓͷ෩͠Μ߅ମݕ ɾࠪ༧छ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��11��

　ҩྍに関する相談やۤ情に応じます。原則、電話相談
で、面談を希望する場合は予約が必要です。

૬ஊ 平日　9：00〜12：00、13：00〜16：00

ҩྍ҆શࢧԉηϯλʔʢอ݈૯՝ʣ
� 問 ☎88��1���

　৺の問をかかえているご本人のお話を聴き、ご本
人が問ղܾできるようにサϙートします。

૬ஊ �毎ि水曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
13：15〜17：00（予約制）

ྟচ৺ཧ࢜ʹΑΔʮ͜͜ΖͷέΞ૬ஊʯ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180

　ҩྍ的な؍から、৺の問をかかえている本人や
関係者などの相談に応じます（原則、通院していないか
たが対象です）。

૬ஊ �毎月第１・第３木曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
13：30〜16：00（予約制）

ਫ਼ਆՊҩʹΑΔʮਫ਼ਆอ݈ࢱ૬ஊʯ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180

※ৄしくはお問い合わせください。

Οοάʢ͔ͭΒʣ 上限25,000円

ೕิਖ਼۩ 上限20,000円

　がんྍ࣏のӨڹによりウィッグおよびೕิ正۩を
入අ用を助成する事業を࣮ߪ、入したかたを対象にߪ
施しています。

ॿֹۚ

͕Μࢧऀױԉ
� 問 อ݈༧՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

　৯事について管理栄ཆ࢜が相談に応じます（病院な
どで栄ཆ相談を受ける機会がないかたが対象です）。

૬ஊ �毎ि月〜金曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
9：00〜16：30

৯ੜ߁݈׆૬ஊ
� 問 อ݈༧՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

࢜ՊӴ生ࣃについて߁の݈ࣃ、などࣃप病やむしࣃ　
が相談に応じます。

૬ஊ �毎ि月〜金曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
9：00〜16：30

૬ஊ߁Պ݈ࣃ
� 問 อ݈༧՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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　)I7検査と相談をಗ名で受けることができます。検
査は無料。電話で予約してください。
　検査結Ռは１時間程度でҩࢣがお知らせします。
　希望するかたは同時に性ײ染߅体検査（性ثクラ
ϛジア・കಟ）を受けることができます。

ʢ༧੍ʣ࣌ࢪ࣮ �第２水曜　ޕ前� �
第３木曜　ޕ後� �
第̐月曜　間� �
※�日程がมわる場合がありますので
電話や市ホームページでご確認く
ださい。�【広報ID番号：1005570】

ձɹ �秋田市保݈所� �
※�保݈ࢣによる電話相談は随時行っています。

ݕ7*( ɾࠪ૬ஊ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180

　対象となるかたが高齢者用ഏԌ球ەの予防接種を受
けるとき、接種අ用の一部を公අで負担します。
　対象となるかたには、個別にはがきでお知らせして
います。

ରɹ 、までこのϫクνンを接種したことがなくࠓ�
次の①か②に֘当するかた� �
①�ྩ 和̒年３月31日までの間は、65・70・
75・80・85・90・95・100歳となる日のଐす
る年度の初日から当֘年度の末日までの
間にあるかた

���　　　　②�接種日に60歳以上65歳未満で、৺ ・ଁじん
・ଁ呼ٵ機能や免Ӹ機能に身体障害者手ா
１級の障がいのあるかた

༧छظϫΫνϯఆەٿഏԌ༺ऀྸߴ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��11��

　65歳以上のかたがインフルΤンβの予防接種を受け
るとき、接種අ用の一部を公අで負担します。
　自ݾ負担額、࣮ 施時期などは「広報あきた」でお知ら
せします。

ରɹ �①接種日に満65歳以上のかた� �
②�接種日に60歳以上65歳未満で、৺ ・ଁじん
・ଁ呼ٵ機能や免Ӹ機能に身体障害者手ா
１級の障がいのあるかた

Ҏ্ͷ͔ͨͷΠϯϑϧΤϯβࡀ��
ఆظ༧छ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��11��

　؊Ԍウイルス検査（#型、C型）を無料で受けることが
できます。ࠓまでに؊Ԍウイルス検査を受けたことが
ないかたが対象です。電話で予約してください。

อ݈ॴでͷࠪݕ
࣌ࢪ࣮ �第２水曜　14：00〜15：00� �

※�日程がมわる場合がありますので電話で
ご確認ください。

ձɹ 秋田市保݈所

ҩྍؔػでͷࠪݕ
　市内93か所のҩྍ機関で検査を受けることができま
す。受診݊を発行しますので、݈ みࠐ管理課へお申し߁
ください。

؊ԌΠϧεࠪݕ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180

　৯検査、৯鳥検査を行います。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

� Տลਆࣈಊࡔ���� �問 ☎88������
ळా市৯Ӵੜࠪݕॴ
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　֩家族化がਐんだࠓ、࣮ 際に家族だけでհޢを行う
ことが難しくなっています。հޢを社会全体で支え、利
用者が必要とするサービスを安৺して受けられる仕組
みが「հޢ保険制度」です。

༧ͱ҆৺ͷͨΊͷ੍です
問 հޢอݥ՝� �☎888�����

ୈ̍߸ඃอऀݥ
65歳以上のかた
Λड͚ΒΕΔ͔ͨڅ

　�հޢが必要と認定されたかた（どんな病気やケガが
原Ҽでհޢが必要になったのかは問われません）

ୈ̎߸ඃอऀݥ
40歳～64歳のかた（ҩྍ保険に加入しているかた）
Λड͚ΒΕΔ͔ͨڅ

　�հޢ保険の対象となる特定࣬病が原Ҽで、հޢが必
要であると認定されたかた

ඃอऀݥ

ͷ͔ͨࡀ��ʙࡀ�0
Ճೖ͍ͯ͠Δ͔ͨʹݥอ߁ຽ݈ࠃ
հޢ保険分を国民݈߁保険税に合わせて納めていただ
きます。ৄ しくは、68ページの「国民݈߁保険税の課税」
をご覧ください。
Ճೖ͍ͯ͠ΔձࣾһެһͳͲʹݥอ߁Ҏ外ͷ݈ݥอ߁ຽ݈ࠃ
それぞれの݈߁保険料とհޢ保険分の保険料を合わせ
て、毎月の給༩からࠩしҾかれます。

հޢอݥྉͱೲΊํ
問 հޢอݥ՝�อݥྉ୲� �☎888�����

հޢอݥαʔϏεΛར༻すΔʹは

ਃड૭ޱ
　հޢ保険課、西部市民サービスセンター、南部市民
サービスセンター（別館除く）、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセ
ンター、駅東サービスセンター
հޢサービスを受けるためには、上記の窓口に要հ

認定を申請する必要があります。認定されると要հޢ
。分に応じたサービスの利用ができます۠ޢ
　申請は法ྩで定められた地域แׅ支援センター、居
宅հޢ支援事業者、հޢ保険施設に代行してもらうこ
ともできます。申請があると、ௐ査員（市職員など）がご
自宅などを๚問し、৺身の状態をௐ査します。その結Ռ
とओ࣏ҩの意見書をもとに、保 ・݈ҩ ・ྍ福祉の専家
で構成するհޢ認定৹査会で৹査・判定します。サービ
スの種類や利用方法については、ケアマネジϟーにお
問い合わせください。
ਃすΔͱ͖はʜ

・�65歳以上のかたはհޢ保険被保険者証とマイナン
バーカード、または、マイナンバーの通知カード（コ
ピーでも可）、݈ 保険証（コピーでも可）をお持ちく߁
ださい。
・�40歳〜64歳の第２号被保険者のかたは、݈ 保険証߁
とマイナンバーカード、または、マイナンバーの通知
カード（コピーでも可）をお持ちください。
・�ओ࣏ҩを記入するཝがありますので、ҩࢣの氏名と
所ଐҩྍ機関の名শをご確認の上、お越しください。

ཁհޢೝఆͷਃΛ
問 հޢอݥ՝�ೝఆ୲� �☎888�����

Ҏ্ͷ͔ͨࡀ��
　保険料は所得などに応じて12段֊
の۠分に分けられます。年金額が年
額18ສ円以上のかたは年金からҾき
མとし、それ以外のかたは納付書や
口࠲ৼ替などで納めていただきます
（年度్中に65歳になったかた、転入
されたかたなど、一時的に納付書で
納めていただく場合があります）。
　保険料の納入通知書は、̒ 月末ࠒ
にお送りします。

��
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୲ͷҬแׅ
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ീڮҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ڠࣾ

八橋南一丁目8-2
☎883-1465

八橋（八橋字イサノ
を除く）、高ཅ、山王、
大町、旭北、千秋（千
秋ٱ保田町を除く）

ݩҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ڠࣾ

旭南一丁目8-12
☎853-5968

旭南、川ݩ、川尻、
茨島、Է町

ઘҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ϦϯσϯόϜ

泉ੁ野二丁目17-11
☎896-5960 泉、保戸野

த௨Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
βɾαϩϯ

中通六丁目4-27
☎827-3323 中通、南通、楢山

౦௨Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ͻͩ·Γ

東通町4-1
秋田ڌセンター
アルϰェ５֊
☎884-1405

手ܗ、手ܗ山、東通、
千秋ٱ保田町

ѴҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
༑༡

旭川南町8-28
☎838-1011

旭川、新౻田、川、
ఴ川、山内、仁別、
༄田、太平、下北手

໘Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ͷԂࡩ

広面字ඉノԭ72-1
アーバンティくらべ
1-A
☎853-7240

広面、ԣ森、桜、
桜ガ丘、桜台、
大平台、ऄ野

ՏลҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ڠࣾ

河辺北野田高屋字上
前田ද66-1
☎882-5565

河辺

উฏҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
γϯγΞ

新屋ே日町12-1
☎883-3055

উ平、
新屋（雄物川北ଆ）

৽Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
Τϯσόʔ

新屋大川町18-7
☎888-8761

新屋（雄物川南ଆ）、
浜田、下浜、豊岩

ౡҬแׅڇ
ԉηϯλʔࢧ
ೆणԂ

牛島東三丁目9-1
☎838-0304

牛島、大住（大住南
二・三丁目を除く）、
山手台、上北手、南ケ
丘

ॴҬแׅޚ
ԉηϯλʔࢧ
͚͖

御所野下అ五丁目
1-5
☎838-6382

仁井田、御野場、
四π小屋、御所野、
大住南二・三丁目

༤Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ਫԓ

雄和石田字බ代沢
25-1
☎881-3511

雄和

Ҭแׅࣉ
ԉηϯλʔࢧ
णޫԂ

寺内後城6-41
☎853-6300

寺内、土崎港南、
ক܉野南、
八橋字イサノ

Ͳͳͨで
　հޢや福祉、保݈、ҩྍに関することなど、高齢者の
ことならどんな相談にも応じます。「どこに相談するの
かわからない」というみもどうぞ。

高齢者のご家族、近所のかたでも相談できます
例えば…○認知の親のኼ

はいかい

がͻどくてࠔっている。
　　　　○�近所のͻとりらしの高齢者が、ดじこも

りがちでങいものにも行けないようだ。

　高齢者のサービス利用のお問い合わせは、ण福祉
課または市内各地域แׅ支援センターへどうぞ。
　各種サービスをまとめた子もࠩし上͛ています。
・「高齢者のためのくらしのしおり」
・「秋田市らしに役立つサービス」（民間サービスなど）

ࢱऀྸߴ
� 問 णࢱ՝� �☎888����8

65歳以上で…
ͳ͔ͨ߁݈

　生活機能（自立して生活するために必要な能力）の維
持・上に関するアドバイスなどをします。
ཁࢧԉೝఆऀͷ͔ͨ
ੜػ׆ͷԼ͕ΈΒΕΔ͔ ʢͨ૯߹ۀࣄରऀʣ

　生活機能の上などを目的としたհޢ予防事業やհޢ
予防・生活支援サービスを利用できるよう支援します。

ରͱαʔϏε

　高齢者のみなさんをհޢ・福祉・保 ・݈ҩྍなど、さま
ざまな面から総合的に支えます。
རΛकΓ·すݖͷऀྸߴ

　お金の管理やܖ約のෆ安などの相談に応じます。ま
た、ٮ待のૣ期発見と防ࢭにめます。
ࢱαʔϏεͷਃΛ͓ख͍͠·す

　福祉サービスの利用手ଓきをお手伝いします。
Ҭ͙ΔΈでऀྸߴΛࢧԉ͠·す

　「地域と自分のために何かやりたい」という団体を支
援し、高齢者を含めた地域の支え合いによる生活支援
サービスͮくりをਐめます。

Ҭแׅࢧԉηϯλʔ

��


ࢱ

〈 広 告 〉

２３０９秋田市7(SG28)行政最終.indd   74 2023/08/30   13:06:54



୲ͷҬแׅ
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外ѴҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ίωΫτ

外旭川字ֿノ目
814-5
☎869-7755

ক܉野東、ক܉野、
外旭川

࡚Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
Ӭ֮ொ

土崎港中央一丁目
17-32
☎846-6471

土崎港東・中央・
西・相染町・ݹ川町

൧ౡҬแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ۚणԂ

土崎港北七丁目
5-66
☎853-5820

土崎港北、港北、飯島
（+3ԞӋ本ઢ東ଆ）

Լ৽Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
χίχί

飯島川端三丁目
1-48
☎800-7075

飯島（+3ԞӋ本ઢ西
ଆ）、飯島字寄ਐ田、
下新城、上新城、金足

■�介護保険の要支援認定者および総合事業対
象者が利用できます。

　生活機能の上などを目的に、๚問型サービスや通
所型サービスを提供します。

ରऀ
・要支援認定者のかた
・生活機能の低下がみられるかた（事業対象者）
・�市がิ助する団体などによるサービス事業を利用し
ていたかたで、要հޢとなったあともҾきଓき同様
のサービスの利用を希望するかた

հޢ༧ɾੜࢧ׆ԉαʔϏεۀࣄ

　基本νェックリスト（生活機能に関する࣭問ථ）の結
Ռに基ͮき判定します。
࣭問項目…�֊段を手すりやนをつたわらずにঢってい

ますかʁिに１回以上外出していますかʁ
� など

ରऀͷܾఆํ๏ۀࣄ

ઃ໊ࢪ ॴࡏ ి番߸
ޫๆԓ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ ఴ川字矢坂16-1 ☎868-1444

ೆणԂ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ

上北手Ԑ田字後谷地
108-3 ☎829-0991

ઍळԓ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ 外旭川字神田592 ☎869-7800

দणձ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ 浜田字陳ヶ原35-31 ☎828-7630

Ԃָࡾ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ 飯島字ງ川84-20 ☎857-3101

࡚
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ

土崎港中央四丁目
4-26 ☎845-4123

Ԃָ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ 上新城中字片野4 ☎870-2226

৽Ԃ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ 浜田字ݩ中村280-9 ☎828-0021

ೆ௨
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ 中通六丁目14-18 ☎837-2502

ͷԂࡩ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ 下北手ས平字登館8 ☎839-5977

;ΕѪͷཬ
ԉηϯλʔࢧޢհࡏ

豊岩小山字中山
216-27 ☎888-8202

　在宅հޢ支援センターが地域の身近な相談窓口とし
て、高齢者からの相談に応じています。

ԉηϯλʔࢧޢհࡏ

予防活動に取り組む高齢者のグループޢଓ的にհܧ　
に、体力ଌ定マニϡアルや݈ͮ߁くりを目的とした「秋田
市いいあんべ͐体操」パンフレットなどを配布します。

հޢ༧׆ಈࢧԉۀࣄ

　要支援認定者および総合事業対象者で、৺身の状況
により通所型հޢ予防事業へのࢀ加がࠔ難なかたなど
が対象です。հޢ予防のため、保݈ࢣなどが๚問して必
要な相談、指ಋなどを࣮施します。

ར༻ճ 利用者それぞれの状態によりܾ定します
ར༻ྉ 無料

๚ܕհޢ༧ۀࣄ

　要支援認定者および総合事業対象者のからだの機能
をվળするための期ू中型のհޢ予防ڭ室です。

ར༻ճ �１ि間に１回または２ि間に１回（利用者の
状態によります）

ར༻ྉ �հޢ予防プログラムによりҟなります。� �
１回230円〜290円

ઃࢪࢪ࣮ �σイサービスセンターなど

௨ॴܕհޢ༧ۀࣄ

■�おおむね65歳以上のひとり暮らしのかたな
どが利用できます。

　高齢、障がい、病気などのためௐ理がࠔ難なかたへ৯
事を配達し、安൱確認を行います。

ར༻ճ １日１回で、１ि間に３回まで
ར༻ྉ �配৯サービスの事業者やϝニϡーによりҟ

なります

৯αʔϏεʢ৯ͷཱࣗࢧԉۀࣄʣ

　ͻとりらしの高齢者などに緊急事態が発生した場
合、ボタンをԡすだけで関係機関やڠ力員に救助を求
めることができるஔをお貸しします。なお、申しࠐみ
の際は原則１人以上のڠ力員が必要となります。

ར༻ऀෛ୲ֹ �本人のհޢ保険料の段֊によりҟなります

௨ใγεςϜΛ͓ି͠͠·すٸۓ
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ࣾձࢀՃɾੜ͖͕͍ͮ͘ΓΛԠԉ

　満65歳以上のかたは、高齢
者コインバス専用のICカード
「シニアアキカ」を用するこ
とで、市内の࿏ઢバス（リムジ
ンバス、高バスを除く）とマ
イタウン・バスを100円で乗車できます。
　シニアアキカは、市の窓口で「Ҿ証」を受け取ってか
ら、秋田中央交通の窓口で交付の手ଓきをしてください。
引換証の手続き（市の窓口）
　ण福祉課、西部・南部（別館除く）・北部・河辺・雄和
の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩
見三内・大正寺の各連絡所

ඞཁͳͷ 身分証明書
シニアアキカの手続き（中央交通の窓口）
　秋田駅東口・崎屋の各バス案内所、秋田・臨海の各
Ӧ業所

ඞཁͳͷ Ҿ証、身分証明書

ίΠϯόεʢγχΞΞΩΧʣऀྸߴ
� 問 णࢱ՝� �☎888�����

　満65歳以上で要հޢ認定を受けていないかたが、հ
施設などで行うボランティア活動に対してϙイントޢ
を付༩し、年間࠷大５千円を交付します。

հࢧޢԉϘϥϯςΟΞ੍
� 問 市ࣾձٞڠࢱձ� �☎8�������

　子どもから高齢者まで୭もが;れあえる施設で、多
目的ホール、プレイルーム、会ٞ室が無料で利用できま
す。プレイルーム以外は予約が必要です。また、各種交
流事業を開催しているほか、݈ 相談も受け付けてい߁
ます。

� ���ஸ1ޒॴԼఅޚ �問 ☎8���0��1
ॴ;Ε͍͋ηϯλʔʣޚॴަྲྀηϯλʔʢޚ

　高齢者の気軽なूいの場として無料で利用できま
す。また、հޢ予防の݈ڭ߁室「いきいきサロン」も開催
しています。
・�八橋老人いこいの家� �
八橋本町一丁目4-3　☎8����0��
・�飯島老人いこいの家� �
飯島字ງ川84-191　☎8�������
・�大森山老人と子どもの家� �
浜田字出小屋333-1　☎8�8�1��1
・�雄和ふれあいプラザ� �
雄和妙法字上大部77-1　☎88���0�1

ਓ͍͍͜ͷՈɾ༤;Ε͍͋ϓϥβ

　高齢者のհޢ予防や݈ͮ߁くりの場として無料で利
用できます。ただし、ϢフΥーレ施設の利用には、別్
料金が必要です。

Տลͮ͘߁݈ऀྸߴΓηϯλʔ
ʢϢϑΥʔϨʣ
� Տลࡾؙࣈ1�1� �問 ☎88���111

　高齢者の生きがいͮくり活動や各種会合などに無料
で利用できます。また、各種講࠲を開催しているほか、
福祉に関する相談も受け付けています。

ਓࢱηϯλʔʢ;Ε͍͋ηϯλʔʣ
� ീڮೆҰஸ8��
� 問 市ࣾձٞڠࢱձ� �☎8�������

　高齢者の生きがいと݈߁保持、社会ไ仕、地域交流な
どの活動を自ओ的に行っている୯Ґ老人クラϒ（おお
むͶ30人以上）と市老人クラϒ連合会にิ助します。

ਓΫϥϒͳͲͷิॿ
� 問 णࢱ՝� �☎888�����

会に開催අ用をٞڠ老会をओ催する地۠社会福祉ܟ　
ิ助します。

ձͷิॿܟ
� 問 णࢱ՝� �☎888�����

　後期高齢者ҩྍの被保険者のかたに、はり・きΎう・
マッサージを市指定のྍ࣏院などで用できる15枚つ
ͮりの受ྍ （݊１日１回、１枚につき800円を助成）を交
付します。

はΓɾ͖ Ύ ɾ͏Ϛοαʔδͷडྍඅͷॿ
� 問 णࢱ՝� �☎888�����

　三世代交流ホールや高齢者カルνϟールーム、ௐ理
࣮習室、݈ 。学習室などをඋえた市民交流施設です߁

Տล૯߹ྲྀަࢱηϯλʔ
�Տลాߴ্ࣈલాද���1� �問 ☎881�1�01

ਃʹඞཁͳͷ 後期高齢者ҩྍ被保険者証
ਃ૭ޱʢฏͷΈʣ �ण福祉課、西部・南部（別館除

く）・北部・河辺・雄和の各市民
サービスセンター、駅東サービス
センター、岩見三内・大正寺の各
連絡所

※国民݈߁保険のかたは �8ϖʔδをご覧ください。
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　ಃܳ室、室、和室、軽い運動ができるトレーニング
室などをඋえています。無料で利用できます。

ক܉ֶऀྸߴशηϯλʔʮদྛؗʯ
� ক܉ೆҰஸ10�81� �問 ☎8����0��

市ຽࢱΛ͑ࢧΔྗڠମ੍
問 ࢱ૯՝�Ҭࢱਪਐࣨ� �☎888����1

　民生委員・ࣇಐ委員、ओ任ࣇಐ委員は、社会ไ仕のਫ਼
神で地域福祉の૿ਐにめています。各委員はそれぞ
れの担当地域で、高齢者や障がいのあるかた、生活に
が必要な子育て家庭などの相談ޢっているかた、援ࠔ
に応じています。相談内༰や個人のൿີは必ず守られ
ますので、ࠔっていることがあったらお気軽にご相談
ください。
　市内には民生委員・ࣇಐ委員（۠域担当）が639人、ओ
任ࣇಐ委員が78人います（ྩ和５年̐月１日の定数）。
各地۠の担当委員については、福祉総務課地域福祉ਪ
ਐ室へお問い合わせください。

ຽੜҕһɾࣇಐҕһɺओࣇಐҕһ

秋田市社会福祉協議会のおもな事業
・�地域福祉のਪਐ（見守りネットϫーク、安৺キッ
ト、地۠社ڠとの連携など）
・�ボランティア活動のਪਐ（ボランティアセンター、
հޢ支援ボランティア制度の運Ӧなど）
・;れあいさんݣ事業、福祉機ثの貸し出しなど
・生活福祉資金
・市民小口資金の貸し付けなど
・�居宅հޢ支援事業、ホームϔルパー事業、通所հޢ
事業、地域แׅ支援センターの運Ӧ
・権利༴ޢセンター、手話通༁者設ஔ事業など

　社会福祉法人秋田市社会福祉ٞڠ会は「୭もが安৺
してらせるまちͮくり」を合いݴ༿に、地域福祉の
上にݙߩしています。

ࣾձٞڠࢱձ
問 ☎8�������

ळా市ݖར༴ޢηϯλʔ
問 ☎8���010�

　高齢者や知的障がい、ਫ਼神障がいのあるご本人とそ
のご家族、支援関係者などから、成年後見制度利用など
の権利༴ޢを目的とした相談を受け、住み׳れた地域
で安৺してらせるよう支援をします。※相談料無料

αʔϏε໊ ༰ ݅

੍ݟޙ
ར༻ଅਐ
ۀࣄ
ʢத֩ؔػʣ

市民けセϛナーや出前講
の開催、成年後見制度など࠲
の利用相談、後見人などから
の相談対応、成年後見制度利
用ଅਐのためのネットϫー
クͮくりをします。

ৗੜࣗ׆
ۀࣄԉࢧཱ

判அ能力にෆ安のある高齢者
や知的障がい、ਫ਼神障がいのあ
るかたに、福祉サービスの利用
援助、日常的な金મ管理、書類
などの༬かりなどを行います。

利用料１時間1,000円
以降30分ごとに500
円（生活保ޢ世帯は
無料）

๏ਓۀࣄݟޙ
家庭ࡋ判所から選任され、社
会福祉ٞڠ会が法人として
成年後見人などになります。

ご本人のࡒ産状況な
どに応じ、家庭ࡋ判
所のྔࡋにより報ु
額がܾまります。

問合せ先
秋田市権利༴ޢセンター
秋田市八橋南一丁目8-2　秋田市老人福祉センター１֊
☎862-0102　��862-8900
ホームページ　IttpT:��XXX.akita-city-TIakyo.jp�kFOri-yoVgo�

�͠ͷͱ͖ʹཱͭ�҆৺Ωοτ�
͋ͳͨはઃஔ͍ͯ͠·す͔ʁ

˒҆৺Ωοτͱはʁ
　あらかじめご自身のҩྍ情報や緊急連絡先などを、
記入した安৺カードを専用の༰ثまたはフΝイルに入
れྫྷ蔵ݿに保管しておくことで、自宅で۩合がѱくな
り救急車を呼ぶなど「もしも」のときに、救急ୂがその
情報を確認し、ਝな対応をする際に活かすものです。
また、外出先でもਝに情報を伝えることができる「安

৺キット携帯൛」も配布しています。名サイζになるの
で、ࡒ布やかばんなどに入れて持ちาくことができます。

ステッカー安৺カード
ͷϖʔδʹଓ࣍͘

��
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　病気やけがなどでಇけなくなったり、ಇき手をࣦっ
たりして世帯の収入がݮり、家族の力だけでは生活で
きなくなった場合に、生活අやҩྍඅなどの足りない
部分をิい、一日もૣく自分の力で生活できるように
手助けするための制度です。生活保ޢ申請は国民の権
利です。生活保ޢを必要とする可能性はどなたにもあ
るものですので、ためらわずにご相談ください。ৄ しく
はお問い合わせください。

ੜ׆อ੍ޢ
� 問 อޢୈҰ՝� �☎888�����
� อޢୈೋ՝� �☎888����0

ͷି͚͠Λड͚͚͍ͯ·すۚࢿ
� 問 ळా市ࣾձٞڠࢱձ� �☎8�8�����

　ಇきたくてもಇけない、住む所がないなど、生活全ൠ
にわたるࠔりごとの相談窓口です。ご家族などまわり
のかたからの相談も受け付けします。

ੜ͍ͯͬࠔʹ׆Δ͔ͨ
� 問 ࢱ૯՝� �☎888�����

　低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対し、ࣦ
業などによる生活資金、修学に必要なڭ育資金、転宅අ
用など貸し付けの受け付けをしています。所得制限や
連帯保証人が必要な場合もありますので、ৄ しくはお
問い合わせください。

ੜ׆ۚࢿࢱ

　市内在住̒か月以上の生計をӦむ成年者で、一時的
な出අなどによって生活がࠔ難になった低所得者に対
して̒ສ円まで貸し付けしています。ただし、連帯保証
人が必要です。ৄ しくはお問い合わせください。

市ຽখۚࢿޱ

　ब࿑にけ४උが必要なかたを対象として、生活習
成など、一ൠब࿑にܗやコϛϡニケーシϣン能力の׳
必要な基礎能力の習得にけた支援を行います。

ब࿑४උࢧԉۀࣄ

　生活にࠔりごとやෆ安を๊えている場合は、まずは相談
窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような
支援が必要かをあなたと一ॹにߟえ、۩体的な支援プラン
を作成し、寄りఴいながら自立にけた支援を行います。

ཱࣗ૬ஊࢧԉۀࣄ

　職などにより住宅をࣦったかた、またはࣦうおそれ
の高いかたには、ब職にけた活動をすることなどを
件に、一定期間、家相当額を支給します。生活の土台と
なる住居をえた上で、ब職にけた支援を行います。

ۀࣄڅࢧۚڅอ֬ډॅ

　生活にࠔっている世帯の家計に関する問に対して、必要
な情報の提供や助ݴを行うなど、ܧଓ的な支援を行います。

Ոܭվળࢧԉۀࣄ

　ボランティアセンターでは、ボランティア活動につ
いての相談、հ、情報提供などを行っています。個人・
団体、活動経ݧ・年齢を問わず、෯広く登録を受け付け
ていますので、お気軽にご相談ください。
ϘϥϯςΟΞηϯλʔ　☎8�������

ϘϥϯςΟΞʹڵຯ͕͋Δ͔ͨ

ো͕͍ͷ͋Δ͔ͨͷͨΊʹ

管理課では、ਫ਼神障がいに関する相談に応じて߁݈　
います。ਫ਼神障害者保݈福祉手ாの申請は݈߁管理課
へどうぞ。

ਫ਼ਆোऀอ݈ࢱखாͷ͝૬ஊ
は݈߁ཧ՝
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180ɾ88��11�8

　障がい福祉課では、体がෆ自由なかたや知的障がい
のあるかたの相談に応じています。身体に障がいのあ
るかたは身体障害者手ா、知的障がいのあるかたはྍ
育手ாの申請ができます。また、ิ ۩の交付・修理・आ
受けなどの手ଓきも障がい福祉課でできます。

ମোऀखாɾྍ ҭखாͷ͝૬
ஊはো͕͍ࢱ՝
� 問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����ɾ888�����

　安৺キットは希望されるみなさんに無料で配布しま
す（保管༰ثか保管フΝイル、どちらか１つを選）。お
住まいの地域の地۠社会福祉ٞڠ会または地۠担当民
生委員、町内会へご相談ください。
͍߹Θͤઌ

　�秋田市社会福祉ٞڠ会　八橋南一丁目8-2
　�☎8�������
ɹ��IttpT:��XXX.akita-city-TIakyo.jp�pVblicT�iOEFY�67�

保管༰ث 保管フΝイル 安৺キット携帯൛

��
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　20歳以上の在宅のॏ度障がい者（身体障害者手ா１
〜２級程度の障がいがॏ複しているなど）で常時特別
のհޢを必要とするかたに特別障害者手当を支給しま
す。所得制限があります。
・月額　27,980円（ྩ和５年̐月分から）
・年̐回支給（２月・５月・8月・11月）

ಛผোऀख
問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����ɾ��888�����

　ৄしくは障がい福祉課へお問い合わせください。

ো͕͍ͷ͋Δ͔ͨͷαʔϏε
問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����ɾ��888�����

20歳未満で৺身にॏ度の障がいのある日常生活にお
いて常時հޢを必要とするお子さんに障害ࣇ福祉手当
を支給します。在宅のかたが対象です（所得制限あり）。
・月額　15,220円（ྩ和５年̐月分から）
・年̐回支給（２月・５月・̔ 月・11月）

োࣇࢱख
問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����ɾ��888�����

20歳未満で৺身に中程度以上の障がいのある在宅の
お子さんをැཆしている（またはཆ育者）に特別ࣇ
ಐැཆ手当を支給します。所得制限があります。
・月額　�１級（ॏ度）53,700円（ྩ和５年̐月分から）�

２級（中度）35,760円（ྩ和５年̐月分から）
・年３回支給（̐月・̔ 月・11月）

ಛผࣇಐැཆख
問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����ɾ��888�����

͖͋ͨ૯߹ࢧԉΤϦΞʮ͔͕͖ͷٰʯ
　子どものҩ ・ྍ福祉・ڭ育を支援する施設がूまった
総合Τリアです。
・�秋田県立ҩྍྍ育センター
南ケ丘一丁目1-2　☎8�����01
・�秋田県発達障害者支援センター「;きのとう秋田」�
南ケ丘一丁目1-2　☎8���80�0
・�特別支援学校（秋田県立֮ࢹ支援学校、秋田県立聴֮
支援学校、秋田県立秋田きらり支援学校）

ळాࢠݝͲɾঁ ɾੑোऀ૬ஊηϯλʔ
手ܗ住٢町3-6　☎8�1���01

ळాোऀ৬ۀηϯλʔ
川尻ए༿町4-48　☎8�����08

ΣϧϏϡʔ͍ͣΈোऀबۀɾੜࢧ׆ԉηϯλʔ
泉ੁ野二丁目17-27　☎8����088

市ͷো͕͍ؔػؔࢱ

障がい者で、希望するかたに、「広報あきた」をԻ֮ࢹ　
༁し、CDに録Իした「声の広報」を毎月２回、字によ
る字広報を３か月に１回お送りしています。
・声の広報…広報広聴課　☎888����1ɹ��888�����
・字広報…障がい福祉課　☎888�����ɹ��888�����

ͷใɾࣈใ

地域で生活する障がい者または障がいࣇや、そのご
家族が๊えている日常生活におけるࠔりごとの相談を
お受けします。

ҕୗ૬ஊࢧԉऀۀࣄ

障がいのあるかたやそのご家族が、住み׳れた地域
で安৺して生活できるよう、さまざまなࠔりごと、৺配
ごとなどの相談に応じて支援を行います。

ԉηϯλʔࢧ૬ஊװج
問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888���8�ɾ��888�����

80ϖʔδをご覧ください

ࢱҩྍ੍
問 ো͕͍ࢱ՝� �☎888�����ɾ��888�����

　また、各種サービスの情報提供や関係機関とのௐ、
サービス利用時の代行業務も行っています。必要に応
じ๚問もいたします。
・身体障がい関係…障がい者生活支援センターほくと
下新城中野字街道端西11-1
☎8����80�ɹ��8�������
・知的障がい、ྍ 育支援関係…生ྈ
༄田字生168　☎8�������ɹ��8�����1�
・ਫ਼神障がい関係…指定相談支援事業所クローバー
飯島道東二丁目13-20　☎8������8ɹ��8������8

��
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年齢・要件 備考
①乳幼児
�０歳児から小学校入学後最初の７月
31日まで

全員が該当
（所得確認あり）

②小・中学生および高校生等
�18歳に達する日以後の最初の３月31
日まで

所得制限あり

③�ひとり親家庭等の児童（18歳に達す
る日以後の最初の３月31日まで）
�母子家庭・父子家庭の児童
父母のいない児童
�父または母が重度の障がいにある家
庭の児童（詳しくはお問い合わせくだ
さい）

所得制限あり
対象者が社会保険の
本人（※）の場合は該
当しません

年齢・要件 備考

①重度心身障がい児（者）
�身体障害者手帳１～３級を持ってい
るかた
療育手帳Aを持っているかた

原則所得制限なし
ただし、対象者が社
会保険の本人（※）の
場合のみ所得制限あ
り

②高齢身体障がい者
�65歳以上の身体障害者手帳４～６級
を持っているかた

所得制限あり
対象者が社会保険の
本人（※）の場合は該
当しません

障がい児（者）の福祉医療制度の対象になるかた
担当課：障がい福祉課

※�ここで言う「社会保険の本人」とは、国民健康保険（国保組合を
含む）および後期高齢者医療以外の健康保険に加入している被
保険者をさします。

　福祉医療制度に該当するかたには、申請により「福祉
医療費受給者証」を交付します。診療を受けるときに、
医療機関の窓口へ健康保険証と一緒にこの受給者証を
提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。
　乳幼児、小・中学生および高校生などについては、０歳
児と市（区町村）民税の所得割非課税のかたのお子さんを
除き、自己負担分の半額の支払いが生じますが、医療機関
（入院、外来それぞれ）ごと、薬局は処方せんを出した医療
機関ごとにそれぞれ月額1,000円が上限となります。

子どもの福祉医療制度の対象になるかた
担当課：子ども福祉課

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

福祉医療を受けられないかた
❶秋田市に住所のないかた
❷健康保険に加入していないかた
❸�社会保険の本人（ひとり親家庭などの児童、高齢身体
障がい者のみ）
❹生活保護を受けているかた
❺�公費負担医療の適用を受け、医療費の自己負担分の
ないかた

　小児慢性特定疾病に該当する18歳未満（継続の場合
は20歳の誕生日の前日まで）のかたに医療受給者証を
交付し、医療費を助成します。詳しくは市ホームページ
をご覧ください。

【広報ID番号：1005935】

必要書類
　申請書、医療意見書、保険証、所得・課税証明書、個人
番号確認書類など
※�世帯の状況により必要書類が変わります。対象とな
る疾病や必要書類など手続きについては、子ども健
康課へお問い合わせください。

医療費の助成

67ページをご覧ください

国民健康保険の高額療養費支給

問 子ども健康課� �☎883-1172

子どもの福祉医療制度
問 子ども福祉課� �☎888-5691

障がい児（者）の福祉医療制度
問 障がい福祉課� �☎888-5663

子どもの福祉医療制度
障がい児（者）の福祉医療制度

小児慢性特定疾病で通院・入院しているかたに

80

医
療
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◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　ҩྍ機関の窓口では、かかったҩྍඅの１割、２割また
は３割を支います（ද１）。自ݾ負担割合は「後期高齢者
ҩྍ被保険者証」に記載されています。窓口に「後期高齢
者ҩྍ被保険者証」とおༀ手ாを必ず提示してください。
　自ݾ負担額が、定められた限度額をえる場合は、
えた分の額を支う必要はありません。ただし、複数の
ҩྍ機関を受診し、限度額をえた場合は、いったん窓
口で支い、後日、「高額ྍཆඅ」として支給されます。
　また、同じ世帯の全員が住民税ඇ課税のかたは、「限度額
ద用・ඪ४負担額ݮ額認定証」をҩྍ機関の窓口に提示す
ることにより、入院したときの৯事代がݮ額になります。

区分と自己負担割合（表１）

①75歳以上のかた
②�65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を
受けたかた
˕�֘ 当するかたに「後期高齢者ҩྍ被保険者証」を交付
します。

ಛఆෆྍ࣏අͷॿ
　特定ෆ࣏ （ྍ体外受ਫ਼、ݦඍतਫ਼、先ਐҩྍなど）を
受けた場合のྍ࣏අを助成します。ྍ࣏期間初日の妻
の年齢が43歳未満のかたが対象です。ৄ しくは市ホー
ムページをご覧ください。

【広報ID番号：1005908】
Ұൠෆྍ࣏අͷॿ

　一ൠෆ࣏ （ྍ人तਫ਼など）を受けた場合のྍ࣏අ
を助成します。
助成上限額・期間
　１年度あたり５ສ円まで、通算２年間（24か月）

　ৄしくは子ども݈߁課へお問い合わせください。
　申請は子ども݈߁課で受け付けます。申請に必要な
書類は子ども݈߁課でࠩし上͛るほか、市ホームペー
ジからダウンロードすることもできます。

【広報ID番号：1005911】

ҩྍ੍ऀྸߴظޙ
� 問 �ҩྍ՝ྸߴظޙ �☎888����8

ରऀ

ҩྍؔػʹ͔͔Δͱ͖

ෆྍ࣏Λड͚͍ͯΔ͔ͨʹ
� 問 �՝߁Ͳ݈ࢠ �☎88��11��

自立支援医療（精神通院）
　ਫ਼神࣬患でྍ࣏を受けているかたの通院ҩྍඅにつ
いて、自ݾ負担が原則１割となる制度です。なお、世帯
の所得に応じて、自ݾ負担の上限額が設定される場合
があります。
※�申請書、診அ書は市保݈所にඋえ付けてあります。世
帯の状況により必要書類がมわりますので、݈ 管߁
理課へお問い合わせください。

ਫ਼ਆ࣬ױで௨Ӄྍ࣏Λड͚͍ͯΔ͔ͨʹ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180

　指定難病に֘当し、認定基४を満たしているかたに、
特定ҩྍඅ（指定難病）受給者証が交付され、指定難病
にかかるҩྍඅが助成されます。
※�対象となる࣬病や必要書類など手ଓきについては、
。管理課へお問い合わせください߁݈

ʹఆපで௨ӃɾೖӃ͍ͯ͠Δ͔ͨࢦ
� 問 �ཧ՝߁݈ �☎88��1180

۠ ߹ෛ୲ׂݾࣗ

ฒΈݱ
ॴಘऀ

Ⅲݱ
ʢ՝੫ॴಘ��0ສԁҎ্ʣ

３割ݱⅡ
ʢ՝੫ॴಘ�80ສԁҎ্ʣ

Ⅰݱ
ʢ՝੫ॴಘ1��ສԁҎ্ʣ
ҰൠⅡ ２割
ҰൠⅠ

１割۠Ⅱ
۠Ⅰ

※�現役ᶗ・ᶘに֘当するかたは「限度額ద用認定証」の申請が必要です。
※�۠ 分ᶗ・ᶘのద用を受けるには「限度額ద用・ඪ४負担額ݮ額認
定証」の申請が必要です。

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

��

ҩ
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ཆඅྍֹߴ
　同じ月のҩྍඅが自ݾ負担限度額をえたときは、え
た金額をお届けの༬金口࠲に、後日、高額ྍཆඅとしてৼ
りࠐみます。後期高齢ҩྍ課に直接申請する必要はありま
せん。ҩྍඅは、病院・診ྍ所・ࣃՊの۠別なく、ௐࡎༀ局で
の自ݾ負担分も合算します。ただし、入院時の৯事代やパ
ジϟマ代など、保険のద用にならないものは含みません。

ίϧηοτͳͲิ۩Λશֹෛ୲ͨ͠ͱ͖
　ҩࢣの指示でྍ࣏用のコルセットなどิ۩をߪ入したとき
は、申請により、ߪ入අの̕割、̔ 割または̓割のいしを受け
ることができます。申請には診அ書と領収書をఴ付してください。

อূݥΛΘͣʹҩྍؔػʹ͔͔ͬͨͱ͖
　急病などで被保険者証をわずに受診し、ҩྍඅを
全額負担したときは、申請して認められれば、̕ 割、̔
割または̓割のいしを受けることができます。申
請には診ྍ報ु明ࡉ書と領収書をఴ付してください。

ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
　ّを行ったかたに、申請によりࡇඅ５ສ円を支給します。

ཆඅྍࢉ߹ޢհֹߴ
　１年間（前年̔月１日から̓月31日まで）の「ҩྍඅの自ݾ負担
額」と「հޢサービス利用料」の世帯の合計金額が、高額հޢ合算ྍ
ཆඅ限度額をえたときは、申請によりえた部分を「高額հޢ合
算ྍཆඅ」として支給します。対象者には、申請書を郵送します。

ਃʹΑΓड͚ΒΕΔڅ

秋田中央交通バス
新屋西ઢ

市立病院西口
秋田銀行
山王支ళ

県庁

パーク
ホテル

市役所

立体
ற車場

市立病院前

ޚ
ٳ
௨
Γ

秋田中央交通バス
川尻割山ઢ

第２
ற車場

第３
ற車場

市立病院

　市立秋田総合病院は、ॆ ࣮したスタッフとҩྍ機ث
をඋえ、ສ全の体制をえて市民病院としての機能を
Ռたしています。

ॴࡏ　川ݩ松丘町4-30

ड11：30〜8：00　ؒ࣌

ٳ
　土・日、ॕ 日、年末年࢝
　市立病院ホームページ
　IttpT:��akita-city-IoTpital.jp

外来診療完全予約制
　待ち時間のॖとࠞࡶをղ消するため、新患・࠶来す
べての診ྍを予約制とします（救急患者は除きます）。
電話で予約ができます。
電話予約センター　☎8�����8�ʢ௨ʣ
平日8：30〜15：30（土・日、ॕ 日など、ٳ診日を除く）
・�診察時に次回の予約をしたかたは、電話予約はෆ要
です。
・�予約のมߋ・取り消しもできます。なお、検査をう場合
は予約センターではなく、15：30〜16：30に各Պ外来へ
お問い合わせください。　☎8����1�1

夕暮れ乳がん検診・夕暮れ子宮頸がん検診（事前予約制）
　お仕事などで日中の受付時間に来院できないかたの
ために࣮施しています。時間は、17：00〜18：30（子ٶᰍ
がん検診は18：00まで）。࣮ 施日は、毎月第１水曜と第
３水曜。１ि間前までに予約してください。
☎8����08�ʢ݈߁ཧηϯλʔɿ1�ɿ�0ʙ1�ɿ�0ʣ

駐車場のご案内
・�立体、第２、第３ற車場とも有料です。24時間利用で
きます。
・�外来患者は、診察ऴ了後に会計書、ॲ方せんを受け
取ってから30分まで無料です。以後、１時間につき
100円です。

市ཱळా૯߹පӃ� 問 ☎8����1�1

อݥྉ
　保険料は、所得に応じて負担していただく「所得割額」と、加入者
全員から等しく負担していただく「ۉ等割額」の合計額です（100円
未満は切りࣺて）。所得が低いかたは、所得に応じてۉ等割額が̓
割・５割・２割軽ݮされる制度が設けられています。また、被用者保
険（国保、国組を除く）の被ැཆ者だったかたは、所得割額の負担は
なく、ۉ等割額は、制度加入後２年間に限り５割軽ݮされます。
・所得割額（年額）…（総所得金額ʵ43ສ円）º8.27�
等割額（年額）…加入者１人当たり44,310円ۉ・
※�上記は、ྩ 和５年度の保険料などです。保険料な
どは、ྩ 和̒年度に見直されます。

ೲΊํ
　年金額が年額18ສ円以上のかたは、原則、年金からのҾ
きམとしとなり、それ以外のかたは納付書や口࠲ৼ替で納
めていただきます。また、年度్中で加入（年齢౸達・転入
など）したかたは、一時的に納付書や口࠲ৼ替で納めてい
ただきます。なお、申し出により、納付方法を「年金からの
Ҿきམとし」から「口࠲ৼ替」にมߋすることができます。
※�հޢ保険料と後期高齢者ҩྍ保険料の合計額が、年
金支給額の２分の１をえる場合は「年金からのҾ
きམとし」の対象になりません。

ྉͱೲΊํݥҩྍอऀྸߴظޙ

��

ҩ
ྍ
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༻ ʢ్ܘޱผʣ ຊྉۚج
ैྔྉ ʢۚ̍ὗʹ͖ͭʣ

̍ʙ10ὗ 11ʙ�0ὗ �1ʙ�0ὗ �1ʙ100ὗ 101ʙ�00ὗ �01ὗҎ্

Ұൠ༻

� 13NN � � � �700円
55円 135円 190円 220円 245円 271円

� 20NN � � 1,200円
� 25NN � � 2,700円

190円 220円 245円 271円

� 40NN � � 7,800円
� 50NN � 13,300円
� 75NN � 30,000円
100NN � 50,000円
150NN 110,000円
200NN 160,000円

ཋ༻ 同上口ܘによる 61円

※上記により計算した額に消අ税等相当額を加えた額が水道料金です。

　水道料金は、２か月ごとにϝーター検を行い、その用水ྔに基ͮいて計算しています。

料金ද（１か月分）

ਫಓɾԼਫಓ

ਫಓྉۚ
問 ্Լਫಓ局�͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1

　Ҿっ越しの際は、水道の用開࢝や中ࢭの届出が必要です。１ि間ほど前までに上下水道局へご連絡ください。届
出の際は、「水道用 ・ྔ料金等のお知らせ」に記載のお客さま番号をお知らせください。なお、市内でҾっ越しする場
合、口࠲ৼ替のかたはҾっ越し前の口࠲をҾき͗ܧできますので、お申しࠐみください。

Ҿͬӽ͠ͷࡍͷಧग़
問 ্Լਫಓ局�͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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ຖ݄ࢧ͍બΔ࠲ޱৼସΛ͝ར༻͍ͩ͘͞
　口࠲ৼ替は、̎ ͔݄͝ͱͷࢧ͍Λຖ݄ࢧ͍に
することもできるなど、大ม便利です。口࠲ৼ替の手ଓ
きは、「水道用 ・ྔ料金等のお知らせ」、通ா、通ா印を
お持ちの上、市内各金༥機関または上下水道局お客様
センターの窓口でお申しࠐみください。

なお、納入通知書でのお支い場所は、納入通知書ཪ面
に記載の取扱金༥機関・コンビニΤンスストア、スマート
フΥンアプリ、上下水道局お客様センター、河辺市民サー
ビスセンター、雄和市民サービスセンターです。

○定期的に宅地内の漏水チェックを！

　宅地内で࿙水が発生すると、࿙水した水ྔ分の
水道料金・下水道用料は原則としてお客さまの
負担になりますので、定期的に࿙水の検をしま
しょう。
漏水の確認方法
①屋内・屋外のじΌ口をすべてดめる
②�水道ϝーターのパイロット部分が回転してい
るかどうか確認する

‑
　じΌ口をดめてもパイロット部分が回転して
いる場合は࿙水の可能性
があります。ෆ安をײじ
たら上下水道局お客様セ
ンターへお問い合わせく
ださい。
☎8���8��1 ここが回転しているか確認

※ϝーターは一例です。

ਫಓྉ ɾ্ۚ Լਫಓྉۚͷ͓ࢧ͍
問 ্Լਫಓ局�͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1

छผ ۠Ҭ ༺ຊج
ྉ

ྉʢ̍ὗʹ͖ͭʣ༺ྔै
11ʙ�0ὗ �1ʙ�0ὗ �1ʙ100ὗ 101ʙ�00ὗ �01ʙ1000ὗ 1001ὗҎ্

ҰൠԚਫ ॲ理۠域 1,020円 181円 226円 249円 305円 352円 427円

ެऺཋԚਫ ॲ理۠域 1,020円 48円

　下水道用料は、水道の用水ྔに基ͮいて計算され（10ὗまでは基本用料に含む）、水道料金と合わせてお支
いいただきます。

用料ද（１か月分）

※�上記により計算した額に消අ税等相当額を加えた額が下水道用料です。なお、水道水以外の水を用する場合については、別్定め
る用料දがద用となります。

Լਫಓ༻ྉʢूۀམഉਫࢪઃ༻ྉɾݸผഉਫॲཧࢪઃ༻ྉಉ͡ʣ
問 ্Լਫಓ局�͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1
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�Թਫث౬͔͠ثɺϘΠϥʔͷਫൈ͖Ε
ΐ͠·͍ߦʹͣ ʢ͏ৄ͘͠は֤ઃඋͷऔѻઆ໌
ॻΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ʣ

̐

ਫൈ͖ખʢౚΓࢭΊʣΛ͔ͬ͠ΓดΊ·͠ΐ͏
　水を出した状態で水ൈきખのハンドルを全にด
めてください。ハンドルの中్端な操作は࿙水の
原Ҽになり、水道料金も高くなってしまいます。ハン
ドルの開けดめは࠷後まできちんと行いましょう。
ਫൈ͖ખʹछྨ͕͋Γ·すɻνΣοΫͯ͠Έ·
͠ΐ͏ʂ
※�このほか、レバー式やচ上
で操作する水ൈきખもあ
ります。

̏

　上下水道局では、公共下水道などへૣ期に接ଓして
いただけるよう、一ൠ住宅・貸家などに対し、༥資あっ
せん・助成金制度を設けています。
　公共下水道などがえるようになったら、制度を利
用してやかに水ચ化事を行い、Ӵ生的でշదな生
活を送りましょう。

ড়Խ૧ɾ͠ 

　気Թがマイナス̐度以下のときや、一日中ණ下の真
ౙ日がଓいたときは水道管がౚ結したりഁ྾しやすく
なったりします。また、෩当たりがڧい場所はマイナス
１度〜２度でもౚ結することがあります。ౚ結すると水
が出なくなるのはもちΖん、全にౚってしまったら؆
୯にղౚできないため、ࢥわ͵出අになりかͶません。
　本格的なౙが来る前に、じΌ口や水ൈきખを検す
るなど、פいౙにඋえましょう。

ਫಓͷౚ݁ʹҙ͠·͠ΐ͏
�問 ্Լਫಓ局�͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1

τΠϨͷਫચԽۚࢿࣄͷ
༥ͤͬ͋ࢿΜͳͲ
� 問 ্Լਫಓ局څ�ഉਫ՝� �☎8���8���

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　水道・下水道の事や修理は、ळా市ࢦఆऀۀࣄで
ͳ͚Εで͖·ͤΜɻ事をґཔするときは指定事
業者であることをご確認ください。事後のトラϒル
を避けるため事前に業者から十分なઆ明を受け、複数
の業者から見積もりを取ることをおקめします。࠷新
の指定事業者については、給ഉ水課へお問い合わせ
いただくか市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号：1008310】

ਫಓɾԼਫಓͷࣄमཧは
ळా市ͷࢦఆऀۀࣄ
� 問 ্Լਫಓ局څ�ഉਫ՝� �☎8���8���

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

ϝʔλʔϘοΫεʹอԹࡐΛೖΕ·͠ΐ͏
　家庭にある発๐スνロールな
どをࡉかくࡅいてೞれないよう
ビニールାに入れ、ϝーターを෴
うように٧めます。

̎

ାに入れて

࿐ग़͍ͯ͠ΔਫಓʹอԹࡐΛ͖ר·͠ΐ͏
　布きれや発๐スνロー
ルなどで෴い、ೞれないよ
うにその上からビニール
テープをרきましょう。

̍
ൃ๐ενϩーϧ

ϏχーϧςーϓなͲ

ਫಓͷౙͨ̐ͭ͘͡ͷϙΠϯτ それでも、水が出ない！
　『秋田市指定給水装置工事事業者』へ依頼してください。
　ղౚ作業は有料です。事අは水道事ళへお問い合
わせください。なお、アパートなどにお住まいのかたは
管理会社や大家さんに連絡の上ґཔしてください。

෦શମΛஆ͔ͯ͘͠ϔΞυϥΠϠʔͷ෩Λ
ͯ·す

※�ドライϠーのスイッνを入れたままにして、その
場をれないでください。火災のڪれがあります。

̎

�ਫಓʹλΦϧͳͲΛ͖ר
͚ͯΊͷ͓౬ʢ�0ʙ80
ʣΛΏͬ͘Γ͔͚·す

※�直接湯をかけないでくださ
い。水道管がഁ྾するおそれが
あります。

̍

ౚͬͯ͠·ͬͨΒʂ
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͘ΈऔΓศॴΛਫચτΠϨʹվすΔͱ͖
・�༥資限度額　一ൠ住宅・貸家など　１戸　70ສ円
※�ただし、貸家などで、くみ取り便所の数により５૧まで、１
૧あたり60ສ円で、࠷高300ສ円まで

・�ঈؐ方法　70回以内
ড়Խ૧͔ΒԼਫಓʹΓସ͑Δͱ͖

・�༥資限度額　一ൠ住宅・貸家など　１戸　30ສ円
※�ただし、貸家などで、ড়化૧の数により５૧まで、１૧あた
り25ສ円で、࠷高125ສ円まで

・ঈؐ方法　30回以内
ഉਫͷΈΛଓすΔͱ͖ࡶ

・�༥資限度額　一ൠ住宅・貸家など　１戸　30ສ円
・ঈؐ方法　30回以内

ॿֹۚ
ͷ͔Β̏Ҏͷ͔ͨ࢝։༺ڙ 40,000円

ա͔ͨͨ͠ܦͷ͔Β̏Λ࢝։༺ڙ 20,000円

一ൠ家庭のしくみ取りは、秋田地域（旧秋田市）では
原則として毎月１回、定期的に行っています。料金は、秋
田地域が家族の人数に応じた定額制、河辺・雄和地域が
ैྔ制となります。ただし秋田地域の場合、؆қ水ચト
イレや๐式トイレ、あるいは家族の人数にൺべてくみ取
りྔがஶしく多い場合などはैྔ制になります。
※�定額制料金を支っている家庭で、家族の人数がม
わった場合や期ෆ在のときは、やかに担当業者
へ届出してください。

ॿ੍ۚ
トイレの水ચ化やড়化૧から下水道へ切り替える

事を自අで行うかたに助成金を交付します。
　ただし、༥資あっせん制度を利用したかた、新ஙݐ
物、個人・法人の事業用、Ӧ業用のݐ物は除きます。

くみ取り業者とおもな担当۠域
໊ऀۀ ి ͓ͳ୲۠Ҭ

ۀ࢈େޒ ☎862-4309 中央۠域

ळా෦ਗ਼ۀڵ ☎845-4405 北部۠域、雄和۠域

ळాڥγεςϜ ☎826-1525 南部۠域

ळాӴੜࣾ ☎833-3125 西部۠域

ઍळۀ࢈ ☎833-4207 東部۠域

Տลਗ਼ࣾ ☎883-2227 河辺۠域

　ৄしくはڥ市ਪਐ課へ。

◆金額はྩ和３年̐月１日からのものです。

औѻ۠ ୯Ґ
ֹۚ

ळాҬ ՏลҬ
༤Ҭ

ఆ੍ֹ １人につき月額 608円

ैྔ੍
180ᶩまで 2,387円
180ᶩをえる18ᶩごと �238円

※�定額制における１歳未満は無料ですが、１歳になったら担当業
者に届出してください。

・くみ取り料金༥ͤͬ͋ࢿΜ੍
※利子は上下水道局が負担します。

͘͠ΈऔΓ
問 �市ਪਐ՝ڥ �☎888���0�

市Ψε
問 ౦෦Ψε� �☎8�������

　秋田市内の市ガスは13Aです。ガスث۩は「市ガ
ス13A用」をご用意ください。
（ごߪ入、取り付けなどのご相談は東部ガスへ）

Ψεث۩

　新ங・૿ վஙなどにうガス事については、東部ガ
スにお申しࠐみ、お問い合わせください。

Ψεࣄͷ͓ਃ͠ࠐΈ
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　Ҿっ越しなどにともなう-Pガス（プロパンガス）の
用については、各ൢചళへお問い合わせください。
　-Pガスの用でࠔった時は、秋田県-Pガスڠ会お客
様相談所へ。☎01�0��������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ
डؒ࣌
月〜金曜（ॕ日、年末年࢝を除く）9：00〜17：00
※ൢചళのհは行っていません。

-1Ψε

ఀిͳͲͷ͓͍߹Θͤ
� 問 ౦ిྗωοτϫʔΫ

डؒ࣌ �月〜金曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
9：00〜17：00

　下記のコードからホームページをご覧いただけます。

֤छ͓͍߹Θ ʢͤిؾྉ ɾۚ͝ ༰ͷ֬ೝͳͲʣܖ
� 問 ☎0��0���0���0ʢφϏμΠϠϧʣ　用開、࢝用中ࢭの２〜３日前までにご連絡ください。

　ホームページでもお申しࠐみいただけます。
Ittp:��XXX.tobVgaT.co.jp�

Ҿͬӽ͠ͷ͝࿈བྷ

　便利な口࠲ৼ替、クレジットカードいをご利用く
ださい（お申しࠐみ・お問い合わせは東部ガスϔ）。

Ψεྉۚͷ͓ࢧ͍

日、間を問わずご連絡ください。また、「ガスが出ٳ　
ない」「火がつかない」「お湯が出ない」などでおࠔりの
ときも、「24時間365日」対応いたします。

Ψε࿙ΕΨεث۩ͷෆ۩߹ͷͱ͖は

डؒ࣌ ��月〜金曜（ॕ日除く）� �
9：00〜17：00

　電ப・電ઢなどの電気設උや電ப敷地料にかかわる
お問い合わせは、こちらにお電話ください。
　ఀ電やఀ電の可能性がある緊急な場合は、ఀ 電・緊急
時のお問い合わせ先へお電話ください。
　下記のコードからホームページをご覧いただけます。

ઃඋʹؔすΔ͓͍߹Θͤؾి
� 問 ☎01�0�1������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ

डؒ࣌ �平日・ٳ日を問わず、24時間受付いたします。
　ホームページ（IttpT:��OX.toIokV-Fpco.co.jp�）に
も「ఀ電情報」をܝ載しておりますので、ご覧ください。
切れてਨれ下がっている電ઢを見つけた場合、ײ電の
れがありますので、近ͮいたり、৮れたりせず、お電ڪ
話をおئいいたします。
　ఀ電のほか、カラスがをつくっている場合や電ઢの
近くで作業する場合もこちらにお電話ください。

ఀ ɾి࣌ٸۓͷ͓͍߹Θͤ
� 問 ☎01�0�1������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ

डؒ࣌ �月〜金曜（ॕ日、年末年࢝を除く）� �
9：00〜17：00

　Ҿっ越しの手ଓきは、「よりそう̴Ͷっと」、-IN&
（ID：@toIokVFpco）、ホームページ（Ittp:��XXX.
toIokV-Fpco.co.jp�）からも受け付けています。
　Ҿっ越しの日にちがܾまり次第、おૣめにお申しࠐ
みください。
　ごܖ約のഇࢭにともないݐ物をղ体（Ҿࠐઢ・ϝー
ターの取り外し）する場合は、お電話にて承ります。

ΈʢҾӽࠐͷ͓ਃ͠ܖ͝ ɾ͠ΞϯϖΞ
มߋɾ͝ ໊ܖ ɾ͓ٛ ͳͲʣߋ͍ํ๏ͷมࢧ
� 問 ☎01�0�0������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ

　電気のお申しࠐみは、以下のお問い合わせ先、「より
そう̴Ͷっと」、-IN&、ホームページからどうぞ。

ͷखଓؾి ʢ͖౦ిྗͷ߹ʣ
� 問 ౦ిྗ

東北電力ג式会社

東北電力ネットϫーク
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շదͳॅ·͍ͮ͘Γ

　小学校の通学࿏に面したة険なϒロックญなどにつ
いて除٫事のඅ用の一部を助成します。ৄ しくはお
問い合わせになるか、市ホームページをご覧ください。
� 【広報ID番号：1019572】

ͷิॿࣄͳϒϩοΫญͳͲͷআ٫ݥة
� 問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

　国や県でௐ査した、市内の土地１ᶷあたりの価格の
一覧දを、市計画課などでお見せしています。ৄ しく
は市計画課へお問い合わせください。なお、インター
ネットからでもご覧いただけます。
秋田県地価要覧.OFt
Ittp:��akita-cIika.OFt

ՁҰཡදΛӾཡで͖·す
� 問 市ܭը՝� �☎888�����

　昭和56年５月以前にݐஙされた木戸ݐ住宅の
診அについて診அ࢜をݣします。また、վ
修設計およびվ修事を行う場合はඅ用の一部を
助成します。ৄ しくはお問い合わせになるか、市ホーム
ページをご覧ください。
� 【広報ID番号：1007903】

ॅͷஅ࢜ͷ͓ݣ
Αͼվमઃܭɾࣄͷิॿ
� 問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

　ড়化૧を設ஔするときは、「ড়化૧設ஔ届」を提出し
なければなりません。設ஔ後は定期的な保守検と清
でいつも正常な状態を保ってください。また、年に１
回の法定検査受検もٛ務ͮけられています。
　下水道や農業ूམഉ水がないとこΖでは、ড়化૧を
設ஔしましょう。
　୯独ॲ理ড়化૧は設ஔできませんので、ご注意くだ
さい。

ԼਫಓͳͲ͕ͳ͍۠でড়Խ૧Λ
ઃஔすΔͱ͖はʁ
� 問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����
� �อશ՝ڥ �☎888���11

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

࠶ங物のղ体などにあたっては、分別ղ体およびݐ　
資ݯ化などがٛ務ͮけられています。
事ண手の̓日前までに「届出、事の種類に応じて　
書」を提出してください。

ઃϦαΠΫϧ๏ݐ
� 問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

　家を新しくݐてたり૿վஙしたりするときは、いΖ
いΖな取りܾめや制限があります。ݐங࢜と話し合い
ながら、計画をਐめてください。各種情報は、市ホーム
ページからもご覧になれます。
� 【広報ID番号：1002581】

ࠪݕྃࣄ
を提出して「了検査申請書」了後̐日以内に事　
ください。法ྩにద合しているか検査します。ద合して
いる場合は「検査済証」を交付します。なお、この「検査
済証」は、ক来の૿ங・ݐて替え・ചങなどの際に有用な
証明になりますので、「確認済証」「中間検査合格証」と
一ॹに大切に保管してください。
了検査などは、民間の指定確事ங確認৹査やݐ�※
認検査機関でも行っていますのでご利用ください。

ՈΛͨͯݐΓ૿վஙͨ͠ΓすΔͱ͖は
� 問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

　現在、市内20か所の団地に2,344戸の市Ӧ住宅があ
ります。

市Ӧॅͷਃ֨ࢿࠐ
（１）秋田市内に居住またはܧଓ的に勤務しているかた。
（２）�現に同居し、または同居しようとする親族がいること。
（３）現に住宅にځࠔしていることが明らかであること。
（̐）申ࠐ者および同居親族が力団員でないこと。

市Ӧॅ
ೖୀڈɺॅ ɾறंʹؔすΔ૬ஊɺ֤ छಧग़ɺ
ྉͷೲɺೲ૬ஊは༺
�問ʢҰࡒʣळాݐݝஙॅηϯλʔ� �☎8����8�0
໔ɺंݮ は໌ূݿ
� 問 ॅඋ՝� �☎888����0
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ͷϖʔδʹଓ࣍͘

　河辺・雄和地域には、中ݎ所得者の୯身者やフΝϛ
リーを入居対象とする秋田市特定公共貸住宅があり
ます。

͍߹Θͤ
　秋田市特定公共貸住宅
　・住宅උ課　☎888����0
　・（一ࡒ）秋田県ݐங住宅センター　☎8����8�0

ͦͷ΄͔ͷެతॅ

ੜ׆ʹ͔ܽͤͳ͍ಓ࿏

道をฮඋするには、市道に認定してඋするࢲ　
方法とࢲ道等උิ助金によりඋする方法の２つが
あります。

ಓΛฮすΔʹはࢲ
� 問 市ಓೝఆݐ�ઃ૯՝� �☎888�����
� �ઃ՝ݐಓิॿ�ಓ࿏ࢲ �☎888�����

市Ӧॅͷਃํࠐ๏
　空家の入居者ืूは12月を除き毎月、ื ूしていま
す。（一ࡒ）秋田県ݐங住宅センターへお問い合わせく
ださい。

ਃ͠ࠐΈʹඞཁͳॻྨͳͲ
①市Ӧ住宅申ࠐ書� �
②入居する世帯全員の住民ථ� �
③世帯全員の所得を証明するもの� �
　このほか、必要に応じて提出していただく書類もあ
ります。なお、୯身のかたでも申しࠐみできる団地があ
ります。ৄ しくは（一ࡒ）秋田県ݐங住宅センターへお
問い合わせください。申ࠐ書と入居案内書は、住宅උ
課、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセン
ター（別館除く）、北部市民サービスセンター、河辺市民
サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東
サービスセンター、（一ࡒ）秋田県ݐங住宅センター（ア
トリオン５֊）にもあります。

ೖऀډਓ ؒॴಘͷݶߴ࠷ֹ
̎ਓ 2,276千円以下

̏ਓ 2,656千円以下

̐ਓ 3,036千円以下

̑ਓ 3,416千円以下

̒ਓ 3,796千円以下

̓ਓ 4,176千円以下

（５）�年間総所得が、֓ Ͷ下දの限度額内であること。た
だし、下දは所得を得るかたが１人の場合の目安
です。共ಇき、自Ӧ業、年金受給者、Չ්夫などは、
限度額がҟなりますのでお問い合わせください。

　道࿏にҟ常（穴など）を見つけたときは、下記へご連
絡ください。
・国　　道　秋田国道維持出ு所�☎8�������
・県　　道　秋田地域ৼڵ局ݐ設部�☎8�0�����
・市道など　�各市民サービスセンターへ� �

中央�☎888���18　東部�☎8���10��� �
西部�☎8����00�　南部�☎8�8�1�1�� �
北部�☎8�������　河辺�☎88���1�1� �
雄和�☎88������� �
または道࿏維持課�☎888����1

各市民サービスセンターの所管区域
໊শ ॴ۠Ҭ

தԝ
千秋、中通、南通、保戸野、高ཅ、大町、旭北、楢山、旭南、川
川尻、茨島、山王、泉（ほかのセンターの所管۠域にଐ、ݩ
するものを除く）、八橋

౦෦
手ܗ、手ܗ山、泉地۠の一部、旭川、東通、ԣ森、桜、桜ガ丘、
桜台、大平台、新౻田、川、ఴ川、広面、༄田、山内、仁別、
太平、下北手

෦ 新屋、浜田、豊岩、下浜

ೆ෦ 牛島、Է町、大住、仁井田、御野場、御所野、山手台、南ケ丘、
上北手、四π小屋

෦ 土崎港、ক܉野、寺内、外旭川、飯島、港北、下新城、上新城、
金足

Տล 河辺

༤ 雄和

ಓΛ市ಓʹೝఆࢲ
　道࿏敷地の寄付を前提に一定の件があります。認
定の対象は、公道に接ଓする෯員̒N以上の道࿏（※）
です。
※�通りൈけ道࿏で、家屋がݐちฒび交通ྔが多い道࿏
や公共施設に通じる道࿏は、෯員̐N以上でも対象
となります。また、行きࢭまり道࿏の場合、Ԇが
35N以上で車の方転が可能な広場があれば、෯
員̐N以上でも対象となります。なお、道࿏との交ࠩ
場所には۱切り（通行しやすいように設けられる用
地）の設ஔが必要ですが、ϒロックญなど支障物件の
移設や෮ݩにかかるඅ用は、市が算定した額のൣғ
内でิঈします。

ಓඋิॿ੍ۚではࢲ
道のままඋする場合は、උඅ用の一部を市がࢲ　
助成します。対象となるࢲ道の件などは道࿏ݐ設課
へお問い合わせください。

ಓ࿏ͷҟৗʢ݀ͳͲʣΛ͚ͨͭݟΒ
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໊শ ॴ ి

有
料

ळాӺ
Լࣗసंறं ങ物広場地下 ☎831-4574

ळాӺ౦ࣗసंறं センターڌ
アルϰェ隣 ☎834-7414

ळా市றंެࣾ
ࣗస ɾंόΠΫறं 公Ӧற車場地下 ☎832-1182

無
料
ΞτϦΦϯ
Լࣗసंறं

アトリオン
広場地下

☎888-5766
（交通政ࡦ課）

バス࿏ઢや交通ྔの多いװઢ道࿏などの「ओ要道࿏」
「生活道࿏」「า道」における初期除ઇのపఈを図り、ౙ期
の安全で円な道࿏交通の確保にめます。

除排雪に必要な機械などの貸し出し
　町内会や地域が自ら行う共同
除ഉઇ作業に対し、運転手付き
の積みࠐみ機ցまたはダンプト
ラックのいずれかを無料でお貸
しします。また、除ഉઇの対象に
なっている࿏ઢのうち、「ڱあい
な道࿏」「า道」の除ഉઇ作業を
200N以上町内会などで行う場合は、シーζンを通し
て、ハンドガイド式小型除ઇ機（台数限定）などを無料
でお貸しします。

個人所有の小型除雪機の燃料を支給
　町内会やボランティア団体などが、地域の生活道࿏
などを除ഉઇする際に用する個人所有の小型除ઇ機
などに給༉する೩料を支給します。

地域住民用小規模堆雪場の活用
　住宅地内の空き地を地域のଯઇ場として町内会など
に無ঈで貸し付けしていただいた場合、その土地の固
定資産税の一部をݮ免します。

　秋田駅प辺の自転車等の์ஔن・ࢭې制۠域に自転
車や原動機付自転車（50cc以下）を์ஔすると、自転車
等保管所に移動します。返ؐには、自転車１台1,570円、
原動機付自転車１台2,300円の手数料がかかります。า
行者などの通行にとなりますので、自転車等はき
ちんと自転車等ற車場にஔきましょう。
・�自転車等保管所　秋田駅東自転車等ற車場内�

☎8�������

秋田駅周辺の自転車等駐車場

ळాӺपลͷࣗసंͷ์ஔࢭېɾ
Ҭ͓Αͼࣗసंறं੍۠ن

ಓ࿏ͷআഉઇ
問 ಓ࿏আഉઇରࡦຊ෦� �☎888����1

問 ަ௨ࡦ՝� �☎888�����
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◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。

͍߹Θͤɹ交通政ࡦ課　☎888�����
　ৄしくは市ホームページをご覧ください。
� 秋田市マイタウン・バス【広報ID番号：1007474】、秋田市中৺市街地॥バス「͙るる」【広報ID番号：1007651】

ͷόεؔػ௨ަڞެ

*$ఆ݊ظ

指定された۠間内を有ޮ期間中であれば何回でも乗り降りできます。
記名式AkiCAに定期݊情報が記録されます。
݊面には۠間や有ޮ期間は印字されません。
通勤、通学、小ࣇ定期（月のԟ෮、１か月、３か月、̒ か月のԟ෮・片道）があります。
通勤定期݊は持ࢀ人方式でどなたでも用できます。

ฦೲূڐӡస໔ऀྸߴ
ઐ༻ఆظं݊
ʢΒ͘Β͘ύεʣ

・運転免許証自ओ返納者で65歳以上のかたがߪ入可能。※ߪ入時に返納証明書が必要です。
・中央交通全ઢで用できます（高バス、リムジンバス、定期؍光バスを除く）。
・１か月10,000円、３か月21,000円、̒ か月36,000円

*$1Γ์ं݊

秋田中央交通の一ൠ࿏ઢバス（空港リムジンバス、国際ڭཆ大学ઢ、中৺市街地॥バス͙るるを除く）
全ઢを１日に限り何回でもご乗車いただけます。
お持ちのAkiCA（4Vica・PA4.0含む）に乗り์乗車݊の情報を記録しますので、バスఀ車中に乗務員
にお申し出ください。
大人1,000円、小500ࣇ円

ळా市ऀྸߴ
ίΠϯόεۀࣄ

満65歳以上のかたが対象です。秋田中央交通が交付するシニアアキカをうと100円で乗車できます。
秋田市内の࿏ઢバス（高・リムジンバスを除く）で利用できます。ৄ しくは ��ϖʔδをご覧ください。

AkiCA・定期券販売所

ൢചॴ ͍߹Θͤ Ӧؒ࣌ۀ "LJ$"ൃച ఆ݊ظ
無記名式 記名式

ळాӺ౦ޱόεҊॴ ☎833-0176 6：50〜19：00 ● ● ●

ळాӺޱόεҊॴ ☎874-9570
7：30〜18：00（平日）
8：30〜17：00（土・日、ॕ 日。11：30〜12：
30はனٳみ）

●

ळాதԝަ௨ɹळాӦۀॴ ☎823-7731 8：30〜17：00（平日のみ） ● ● ●
ळాதԝަ௨ɹྟւӦۀॴ ☎867-7572 8：30〜17：00（平日のみ） ● ● ●

ळాதԝަ௨ɹ৽Ҋॴ ☎888-9050 8：30〜17：00（平日のみ）（正13：10〜ޕはனٳみ） ● ● ●

ळాதԝަ௨ɹ࡚όεҊॴ ☎823-4796 7：00〜18：00 ● ● ●

͍߹Θͤɹ秋田中央交通（ג）�Ӧ業部　☎8�����1�　管理部　☎8�����11

Εͷͷ͍߹Θͤɹ秋田中央交通（ג）�秋田Ӧ業所　☎8������1　臨海Ӧ業所　☎8�������
　ྩ和̐年３月26日から、地域連携ICカードAkiCA（アキカ）のサービスが࢝まっています。AkiCAをはじめ、
4Vica・PA4.0などの全国相ޓ利用可能な交通ܥICカードで秋田市内のバスが利用できます。
　AkiCAのνϟージ額で秋田中央交通の一ൠ࿏ઢバス（秋田市マイタウン・バスを含む）をご利用いただくと、ご
乗車になった۠間の運に応じて、「交通ϙイント」がஷまります。
　サービス開࢝にい、回数݊のൢചはऴ了していますが、ߪ入済みの回数݊はこれまでどおりご利用できます。

便利でお得な乗車券など

ळాதԝަ௨όε

　市߫外部などにおいて、市が事業ओ体となって運行し
ているコϛϡニティバスです。運行࿏ઢおよび地域は、
北部ઢ（上新城、下新城、金足、外旭川地۠）、南部ઢ（河
辺、雄和地۠）、東部ઢ（上北手、太平木ી石地۠）、西部ઢ
（浜田、豊岩、下浜地۠）、下北手ઢ（下北手地۠）です。

ळా市ϚΠλϯɾόε
　中৺市街地のओ要スϙットを約35分で८回していま
す。੨い車体とバスఀが目印です。

ӡؒ࣌ߦ 9：00〜17：15
ྉɹۚ �乗車１回または１प100円（小学生以下無料）�

１日乗り์乗車݊300円�
ӡܦߦ࿏ �ങ物広場ʵ秋田駅西口ʵϛルハス前ʵ広小

࿏ʵͶぶり流し館前ʵ土手町通りʵ南大
通りʵ市民市場前

ळా市த৺市֗॥όεʮ͙ΔΔʯ
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ප༧ࣹݘڰͷొͱݘ
・�生後91日以上のࣂいݘは登録とݘڰ病予防注ࣹが必
要です。登録は一度行うと生֔有ޮです。
�。病予防注ࣹは毎年１回必ず受けてくださいݘڰ�・
登録手数料　3,000円�
�病予防注ࣹ料金　3,500円（ू合注ࣹの場合）ݘڰ
ʪ注ࣹ済ථ交付手数料550円含むʫ　
。と注ࣹ済ථをつけてくださいࡳのट輪には、鑑ݘいࣂ・
鑑ࡳは子ࡳにもなります。ट輪に連絡先も書いて
おくと子になったときに役立ちます。
ࡳいओの住所がมわったとき、鑑ࣂ、が死んだときݘ・
をฆࣦしたときなどは、届出が必要です。ෆ明なは
お問い合わせください。

犬の登録と
変更届の
受付場所
（平日のみ）

・Ӵ生検査課
・西部市民サービスセンター
・�南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター

。病予防注ࣹ済ථの交付も行っていますݘڰ※

߹ෆ໌ʹͳͬͨํߦ͕ೣ͍ࣂɾݘ͍ࣂ
いओෆࣂ、いೣが行方ෆ明になったときやࣂ・ݘいࣂ　
明のݘ・ೣ を保ޢしたときは、す͙にӴ生検査課と管
の警察署に連絡してください。

ɺೣݘ ͷৡΓड͚
　保݈所に収༰されたݘ、ೣ のৡり受けを希望する場
合は、ご相談ください。

ಈͷ͍͕ࢮΛ͚ͨͭݟͱ͖
　死がいがある場所によって対応がҧいます。敷地や
道にある場合は、その土地の管理者がॲ理してくだࢲ
さい。ࢲ道以外の道࿏で発見したときは、下記にご連絡
ください。
市ಓʗڥ市ਪਐ՝ɹɹɹɹ☎888���0�
�������ग़ுॴɹɹ☎8࣋ಓҡࠃಓʗळాࠃ
�����ઃ෦ɹ☎8�0ݐ局ڵಓʗळాҬৼݝ

ΓௗͳͲͷௗͷ͍͕ࢮΛ͚ͨͭݟͱ͖
鳥インフルΤンβのٙいがありますので、同じ場所で

たくさんの野鳥が死亡していた場合はご連絡ください。
૯՝ڥ ☎888���0�

Μͩͱ͖ࢮΔϖοτ͕͍ͯͬࣂ
　ຒやഇغ物ॲ理といった方法があります。秋田市
には公Ӧのペット専用の火場がありませんので、火
を希望するかたは、ペットྶ園などの業者にご相談
ください。

͍ͯͭʹΜͩಈࢮ

·͔ͪ͋Γɾ;Ε͍͋ਪਐۀࣄ
・�町内自࣏活動助成金…自࣏活動の活性化を図ってい
る町内会などに助成します。
・�防犯౮電気料助成金…防犯౮の電気料金を負担して
いる町内会などに対し、予算のൣғ内で電気料金の
一部を助成します。

ूձॴݐઃͳͲͷิॿͱݐઃۚࢿͷି͚͠
　町内会などで、50ᶷ以上のू会所を新しくݐ設する
場合、１ᶷにつき１ສ円（限度額99ສ円）をิ助します。
なお、99ᶷをえ、一定要件を満たす場合は、事業අの
１�３（限度額500ສ円）をิ助します。ू 会所の修સや
උのߪ入（新ங時のみ）などにもิ助します。また、ू
会所のݐ設資金として࠷高700ສ円までお貸しします。
ৄしくは、各市民サービスセンターまたは生活総務課
へお問い合わせください。

ொձ׆ಈͷࢧԉ
問 ੜ׆૯՝� �☎888�����

ɾೣݘ
問 Ӵੜࠪݕ՝� �☎88��118�

��


Β
͠
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用したいときは、事前に予約をし、死亡届を場をࡈ　
窓口に提出する際に、「ຒ火許可申請」「ࡈ場用許
可申請」の手ଓきをしてください。死亡届は、 �1
ϖʔδをご覧ください。

ిで༧すΔ߹ͷड͚͚
�市ຽ՝ɹ☎888������ �
ฏͷ8ɿ�0ʙ1�ɿ1�
�市ॴܯඋһࣨɹ☎888������ �
市ຽ՝ͷडؒ࣌Ҏ外ͱɾɺॕ 

秋田市斎場　外旭川字山崎537　☎8�8�1��1
火の開࢝時間　10：00・11：00・13：00・14：00・15：00

ͷ༧༺ࡈ

　ҿ用の井戸水についてのご相談は、Ӵ生検査課へど
うぞ。☎88��1181

Ҫށਫͷ͜ͱ
　市民、団体、事業所などが緑化活動を行う場合に、අ
用の一部を助成します。ৄ しくは、（公ࡒ）秋田市総合ৼ
。公社☎8���0��1または公園課☎888�����へڵ

ͷ·ͪͮ͘Γ׆ಈࢧԉۚج

　すでにおุに納めてある遺体や遺ࠎを別のおุに移
すとき（վ）は、市町村の許可が必要です。
　վ許可申請書は市民課、西部市民サービスセン
ター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部市民
サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市
民サービスセンターにあります（現在ຒしている寺
院などとվ先の寺院などからの証明が必要です）。

ҨࠎΛҠすͱ͖はվڐՄ͕ඞཁです
� 問 市ຽ՝� �☎888�����

泉字五҇山137番地5平和公園

飯島字ງ川84番地180北部墓地

�河辺和田字岡村164番地2河辺墓地

豊岩石田坂字上野214番地1南西墓地

市Ӧุͷॴࡏ
� 問 ੜ׆૯՝� �☎888�����

　緑を৯いߥらすアϝリカシロώトリは、༮（一化
期）が̒月上०から̓月下०に、二化期は̔月上०から
̕月下०に発生します。市では、町内͙るみで一੪ۦ除
を行う場合、動力ໄ機をお貸しするほか、ༀࡎも無料
でさしあ͛ます。また、空ؓ地の除を行う際にמ機
をお貸しします。
※�防除室への問い合わせは、５月上०から10月中०の
平日、8：30〜17：00

Ξϝγϩআ
� 問 ΞϝϦΧγϩώτϦআࣨ� �☎8����0�1
� ʢീڮຊொஸ1��1ʣ

　公園の༡۩やフェンスなどのഁଛを見つけたとき
は、࠷寄りの各市民サービスセンター（南部別館を除
く）または公園課へご連絡ください。公園の清で出た
ごみ・מり後のの回収は公園課へご連絡ください。

ެԂѪྗڠޢձ
　町内会などで組織された団体が、地域にある公園で
自ओ的にמりや清などを行う「公園Ѫڠޢ力会制
度」があります。市では、活動内༰に応じて報ঈ金をお
支いしています。会の結成にあたっては、結成届けの
提出が必要です。ৄ しくは、࠷寄りの各市民サービスセ
ンター（南部別館を除く）へお問い合わせください。

ެԂͷཧ
� 問 ެԂ՝� �☎888�����

��
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ใެ։੍
　市が保有している公文書を市民のみなさんの請求に
より開示（閲覧・写しの交付）をし、公正で開かれた市政
をめざそうとするものです。

開示請求できるかた
　市内に住んでいるかた、市内に通勤・通学しているか
た、市内に事務所を持つ個人や法人、市が行う事務事業
に利害関係があるかた。

対象となる公文書
　市の職員（市が設立した地方独立行政法人の役・職員
を含む）が仕事で作成したり、取得したりした文書や図
画、写真などで、市（地方独立行政法人を含む）が管理し
ているもの。

開示できない公文書
　開示を原則としていますが、個人に関する情報など
については開示しないことがあります。

資料閲覧コーナー（市役所分館１階）
　市政に関する行政資料などを市民のみなさんが自由
に閲覧できるほか、貸し出しもしています。

ใެ։ɾݸਓใอޢɾಛఆྺެ࢙จॻ
� 問 จॻ๏੍՝�ใެ։୲� �☎888�����

ใ͖͋ͨ
　毎月２回、第１・第３金曜に発行する広報紙（A4判）。
市政の動きや行事、催しものなどを市民のみなさんに
お知らせします。「広報あきた」は、市内の全世帯に配布
します。広報紙がご家庭に届かないときは、広報広聴課
へご連絡ください。

市ςϨϏɾϥδΦ番
　市政に関するお知らせや市の催しなどホットな情報
をテレビとラジオでお伝えしています。

市ͷҙݟཁɾ市ͷखࢴ
　市民のみなさんの意見や要望などを、随時受け付け
ています。インターネットで「秋田市ホームページ」に
アクセスし、「市民の声」からお寄せいただくか、下記の
アドレス、住所へ送ってください。直接、広報広聴課に
お持ちいただいても結構です。回答をご希望の場合は、
その旨を明記し、連絡先を記載してください。
　なお、町内会など地域団体からの要望書は各市民
サービスセンター（南部別館を除く）で受け付けしま
す。
【広報ID番号：1003557】
ro-plpb@city.akita.lg.jp
〒010-8560�秋田市役所広報広聴課

市ຽ100ਓձ
　市が設定するテーマについて、市民の立場で意見を
述べていただく制度です。無作為に選んだ100人程度の
市民のみなさんで構成されています。

ௌใɾ
� 問 �ௌ՝ใ �☎888����1

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

ຽศརாࢢ

Β͠ͷΨΠυ
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◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

੍ޢਓใอݸ
　個人情報の保ޢに関する法に基ͮき市が保有する
個人情報を管理し、開示、గ正などを請求する権利を保
障するなど、個人の権利利ӹの保ޢをめざすものです。

開示請求できるかた
　୭でも自分の個人情報の開示を請求できます。

対象となる個人情報
　市の職員が仕事で作成したり、取得したりした個人
情報であって、公文書に記録されたもの。

開示できない個人情報
　開示を原則としていますが、請求者以外の個人に関
する情報などについては開示しないことがあります。

苦情の受け付け
　個人情報の取り扱いに関するۤ情は、文書法制課情報
公開担当（市役所̐֊）または担当課で受け付けます。

ެจॻɾݸਓใͷ։ࣔΛٻすΔ߹
　請求書に必要な事項を書いて文書法制課情報公開担
当に提出してください。なお、個人情報の開示請求の場合
は、本人確認のため、運転免許証などの提示が必要です。

�問 จॻ๏੍՝�จॻɾྺ �ྉ୲ࢿ࢙ �☎888����8

ಛఆྺެ࢙จॻͷར༻
　明࣏時代から秋田市が作成し保ଘしてきたٞ会関係
文書などのྺ࢙的にॏ要な文書を、閲覧や写しの交付
などにより利用することができます。

利用するには
　文書法制課文書・ྺ 、資料担当（市役所分館１֊）に࢙
利用の請求をしていただきます。ઓ前の文書など、४උ
に相当の日数を要するものがありますので、ご了承く
ださい。

ྉӾཡࢿ࢙ྺ ʢࣨ市ॴؗ̍֊ʣ
　秋田市࢙（全17ר）をはじめ、土崎空ऻやฺୢઓ૪な
どに関するྺ࢙

そうしょ

書（ྩ和̐年度末現在16רまで。ࠓ
後もץ行予定）、秋田市の近世࢙などに関する市࢙書
（全14ר）、秋田市百प年記೦ࢽ、市࢙ฤさん時に収ूし
たݹ文書の写し、くずし字のղಡや家ܥ図などのྺ࢙
に関する各種書੶、ଞの自࣏体の市࢙などが自由に閲
覧できます。
　また、市࢙やྺ࢙書などのץ行物のൢചも行って
います。

ຊձٞ
　市ٞ会は、市民の声が市政に反өされるよう、市の
例や予算などをܾめています。ٞ 会を構成するのは、市
民のみなさんによって選ばれた市ٞ会ٞ員です。ٞ 会
は、「定例会」と「臨時会」があります。定例会は、年̐回、
おもに２・̒ ・̕ ・11月に開かれ、臨時会は、市が必要
とするときや、ٞ または一定数のٞ員から市に請
求があったときに開かれます。

ҕһձ
　ٞ会で扱う案件をޮよく専的に৹ٞするため、
予算ܾ算、総務、厚生、ڭ育産業、ݐ設の５つの常任委員
会が設ஔされています。また、常任委員会とは別に、ٞ
会を円に運Ӧするためのٞ会運Ӧ委員会が設ஔされ
ています。なお、特定の問や事件についてௐ査ڀݚす
る場合は、特別委員会が設ஔされます。

ຊձٞͱҕһձͷௌ
　本会ٞと各委員会は、どなたでも聴できます。

ຊձٞͷςϨϏதܧͱΠϯλʔωοτ৴
　本会ٞの様子を秋田ケーϒルテレビとインターネッ
トで生中ܧしています。
　また、インターネットでは、録画配信も行っています
ので、市ホームページでご覧ください。

市ٞձ͔Βͷ͓Βͤ
　市ٞ会でどのようなことが৹ٞされ、ܾ 定されてい
るかをお知らせするために、定例会ऴ了ごとに「市ٞ会
だより」を発行し、市内の全世帯に配布しています。
　また、定例会の日程などは、市ホームページなどでお
知らせしています。
� 【広報ID番号：1000007】

市ٞձ
� 問 ٞձࣄ局�ٞࣄ՝� �☎888���8�
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ۀΛӦΉ͔ͨͷ༥੍ࢿ
� 問 ۀଜৼڵ՝� �☎888�����

運転・設備資金にご利用ください
　中小ا業者のみなさんの資金ध要へ対応するため、各種の༥資あっせんを行っています。市のあっせんを受けるに
は、市税を納していること、事業に必要な許認可があることなどが、基本件になります。そのほか、金༥機関と秋
田県信用保証ڠ会の৹査があります。
͍߹Θ ɾͤਃ͠ࠐΈ �қৼڵ課　☎888����8� �

…秋田会ٞ所　☎8����1�1　河辺雄和会　☎88������

தখۀاͷͨΊͷ༥ͤͬ͋ࢿΜ੍

（一社）秋田市シルバー人材センター　八橋南一丁目8-2（秋田市老人福祉センター内）
☎8�����00　8�������　&ϝール�akita-Tc@GaOcy.ocO.OF.jp
　シルバー人材センターでは高齢者の豊かな経ݧや知ࣝ、技能などを活かして、市民のみなさまやا業・公共団
体などから仕事をおҾき受けし、会員が多࠼な技能を活かして地域のお役に立っています。お気軽にご相談く
ださい。
ձһΛืू͍ͯ͠·すʂʢ͓͓ΉͶ�0ࡀҎ্ͷ͔ͨʣ

　シルバー人材センターでಇくには、入会આ明会にࢀ加いただきセンターの理೦やब業ܗ態を理ղされ、「会
員」登録していただく必要があります。なお、年度会අは3,500円となっています。
入会説明会は、毎月第２・第４水曜の13：30から市老人福祉センター内で行っています。

γϧόʔਓࡐηϯλʔΛ͝ར༻͍ͩ͘͞

　秋田駅西口から大町、通町にかけての中৺市街地※を活性化するため、۠ 域内のళฮ活用などに対する༥資をあっ
せんします。信用保証料は市が全額ิ助します。保証人は原則、法人は代ද者のみ、個人はෆ要です。担保が必要にな
る場合もあります。
※�中৺市街地の対象۠域は、市ホームページをご覧ください。� 【広報ID番号：1007000】

த৺市֗ͷग़ళଅਐͷͨΊͷ༥ͤͬ͋ࢿΜ੍
� 問 қৼڵ՝� �☎888����8

◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。
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秋田市老人
福祉センター

ˢ
臨海十字࿏

秋田駅
ˣ
秋田駅
ˣ

県生֔学習
センター

県立図書館 県立体育館

面Ө橋ˠ

ࢁ
Ԧ
େ
௨
Γ

秋田市保݈所
サンライフ秋田

秋田市保݈
センター

αϯϥΠϑळా　八橋南一丁目8-7　☎8���1��1
　体育館、Թ水プール、トレーニングルーム、スϙーπサウナなどの体育施設の
ほか、ݚ修や講習会、ғޟ、কعなどもָしめるڭཆ施設をඋえた施設です。

ར༻ؒ࣌ （後・間の３۠分ޕ・前ޕ）21：00〜9：00
ར༻ྉ �体育館・プール・トレーニング室…個人210円� �

スϙーπサウナ（体育館・プール・トレーニング室も利用可）…個人
550円

ؗٳ 12月31日、１月１日（保守検などで臨時ٳ館の場合があります）
ར༻ऀ 一ൠ市民（18歳以下のかたは利用できません）

ळాςϧα　御所野地蔵田三丁目1-1（上の項目ӈの地図ࢀর）　☎8���1800
ྷྫ、修室のほかݚ修、スϙーπなどの活動の場を提供する施設です。各種ݚ、ཆ・文化ڭ　 ஆඋの体育館、トレーニ
ングルーム、サウナなどॆ࣮した設උがඋわっています。各種カルνϟースクールも随時開催。

ར༻ؒ࣌ 9：00〜21：00
ར༻ྉ 体育館・トレーニングルーム・Τクササイζルーム・サウナ・ཋ室…個人660円
ؗٳ 12月31日、１月１日（保守検などで臨時ٳ館の場合があります）

ઃࢪࢱ࿑ऀۈ

Λ୳͍ͯ͠Δ͔ͨࣄ

Ұൠٻ৬ऀύʔτٻ৬ऀͷ৬ۀհ
・ハローϫーク秋田　☎8����111
・ハローϫークプラβアトリオン（アトリオン３֊）　☎8����8�0
・あきたब職活動支援センター（秋田テルサ３֊）　☎8���1���
　求人情報の提供や職業հを行うほか、職業相談にも応じています。

※�求人情報は、市役所１֊市民の࠲、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービスセンター、きららとしょかん土崎図書
館でもご覧いただけます（職業հは行っていません）。

ਓใٻ

༤ମֶݧशؗ　　 ɹઃࢪ 　修室ݚ ɹॴ 雄和椿川字Ԟ椿ଲ　 ར༻ؒ࣌ 9：00〜21：00

༤௴ަྲྀձؗ　 ɹઃࢪ 　修室ݚ ɹॴ 雄和椿川字前椿ଲ　 ར༻ؒ࣌ 9：00〜21：00
問 ༤市ຽαʔϏεηϯλʔۀ࢈�ɾݐઃɾҬࢧԉ୲ɹ☎88������

͍ͩ͘͞༺ઃΛ͝རࢪमݚ

茨島体育館ϋϩーϫーΫ
ळా

パチンコ店

ハローワーク
秋田前

山王
方面

←新屋方面 →

↑
臨
海
方
面

国
道

　号

大
仙
方
面
↓

13

ˢ手ܗ
ホテルϝトロϙリタン

ˡ山王

ˡ山王

広小࿏

ϋϩーϫーΫ
ϓϥβΞτϦΦϯ
	ΞτϦΦϯ̏階


小࿏

秋田
西

秋田駅
フΥンテ
A,I5A

中央通り
南通ˣ

広面ࢸ
�ԣ山金足ઢ

国道13号

イオンϞール秋田 御所野
小学校

ˡ
ਔ
Ҫ
ా

ˠ
Տ
ล

あきたब職活動支援センター
	秋田テルサ３階
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　さまざまな地域活動の場として利用できます。

։ؗؒ࣌ 9：00〜21：00
ؗٳ 年末年࢝（12月29日から１月３日）

　利用は無料ですが、付ଐ設උは有料です。ただし、Ӧ
利目的の場合は、各室にも用料がかかります。申しࠐ
みは、利用月の前月１日から受け付けます。

ར༻ਃࠐ
தԝ市ຽαʔϏεηϯλʔʢηϯλʔεʣ

　��（山王一丁目1-1�秋田市役所３֊受付窓口）�  
☎888�����
౦෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢ͍ʔͺΔʣ

　��（広面字ළ町13-3）�  
☎8���1�8�
෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢΣελʔʣ

　��（新屋ઔ町13-34）�  
☎8�8���1�
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢͳΜͽ͋ʣ

　��（御野場一丁目5-1）�  
☎8�8�1�11
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔผ ʢؗͳΜͽ͋ผؗʣ

　��（牛島東六丁目4-5）�  
☎8�������
෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢΩλεΧʣ

　��（土崎港西五丁目3-1）�  
☎8���11��
Տล市ຽαʔϏεηϯλʔʢΧϫϕϦΞʣ

　��（河辺和田字北ヶ崎38-2）�  
☎88����0�� �
※�ྩ 和5年10月10日から仮設庁ࣷへ移転Ň� �
ྩ和5年9月1日からྩ和7年3月31日まで貸館業
務ࢭٳŇ
༤市ຽαʔϏεηϯλʔʢϢʔϏεʣ

　��（雄和妙法字上大部48-1）�  
☎881�����

市ຽαʔϏεηϯλʔ

　気軽に立ち寄れるフリースペースと多
様な文化活動が行えるスタジオをඋえた
施設です。
　スタジオなどの利用は、館内の総合案
内または公式ホームページで申しࠐみで
きます（公式ホームページから利用申ࠐを行う場合は
事前登録が必要です）。

จԽؗ
� ઍळ໌ಙொ��1�� �問 ☎8�������

　2,007੮の大ホール、800੮の中ホール
をはじめ、２つの小ホール、࿅習室、ݚ修
室、作室などをඋえた施設です。
　ホールなどの利用申ࠐは、利用許可申
請書を館内の事務室に持ࢀするか、郵送、
フΝックス、ϝールにより提出してください。࿅習室、
みも可能ࠐ修室、作室は予約システムからの申しݚ
です（施設の利用には、事前に利用者登録が必要です）。

։ؗؒ࣌ 9：00〜23：00
ؗٳ �年末年࢝（12月29日から１月３日）�
　　　　� ��※ホールは火曜もٳ館（ٳ日の場合はཌ日）。

͖͋ͨܳज़ܶϛϧϋε
� ઍळ໌ಙொ����� �問 ☎8�8��8��

　土崎地۠のྺ࢙と文化を
伝承し、地域資ݯを生かし
た住民ओ体の人ͮくり、ま
ちͮくりおよびに͗わいͮ
くりをਪਐするためのڌ
施設です。Ϣネスコ無ܗ文
化遺産に登録された「土崎
神明社ࡇのӪ山行事」のӪ山（高さ11.5̼）や、土崎空ऻ
に関するྺ࢙資料、北前ધの型（１�10サイζ）などを
ల示しています。

ೖؗྉ 無料
։ؗؒ࣌ 9：00〜17：00
ؗٳ �火曜（火曜がٳ日の場合はཌ日）、� �

年末年࢝（12月29日から１月３日）

࡚Έͳͱྺ࢙ঝؗ
� ࡚ߓࡾஸ10���� �問 ☎8�8�����

　ガラス作家の作のల示・ൢ ചのほか、制作体ݧϝ
ニϡーもあります。

։ؗؒ࣌ 9：00〜17：00
ؗٳ �火曜、年末年࢝

৽Ψϥε
� ৽දொ���� �問 ☎8�����01

։ؗؒ࣌ 9：00〜21：00
ؗٳ �火曜（ٳ日の場合はཌ日）、年末年12）࢝月29

日から１月３日）
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中央市民サービスセンター所管コϛセン

１ ೂࢁ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹೂࢁೆதொ1番�߸ ☎834-9844

２ ҵౡ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹҵౡҰஸ�番�1߸ ☎823-0374

３ ઘ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0�1�ɹઘҰஸ�0番��߸ ☎824-8035

̐ ീڮ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0���ɹീڮຊொޒஸ�番��߸ ☎866-8341

５ Ѵ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0��1ɹେொ࢛ஸ�番1�߸ ☎866-7266

̒ อށ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0�0�ɹอށதொ�番1�߸ ☎824-4701

̓ ৲۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˞̍˟010�0���ɹ৲ΈΑ͠ொ8番1�߸ ☎866-2770

̔ Ѵೆ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˞̎˟010�0���ɹѴೆҰஸ1�番�߸ ☎865-3337

西部市民サービスセンター所管コϛセン

̕ উฏ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˞̍˟010�1�1�ɹ৽দඒΨٰ౦ொ10番10߸ ☎862-1618

10 ా۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1���ɹా88ࢁࡏࣗࣈ番� ☎828-2281

11 ๛ؠ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1���ɹ๛ؠ๛ࣈרೄ৲���番1 ☎828-2135

12 Լ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1�0�ɹԼӋࣈԼ1番�� ☎879-2005

北部市民サービスセンター所管コϛセン

13 ൧ౡ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0���ɹ൧ౡদࠜ౦ொ�番��߸ ☎845-1731

14 ߸��ਆෑ1�番ࣉ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0�0�ɹࣉ ☎845-0537

15 外Ѵ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�080�ɹ外Ѵ࢛ࣈඦמ��番 ☎868-5075

16 ক܉۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0���ɹক܉ೆ࢛ஸ8番8߸ ☎845-1408

17 ߸�ஸ�番ࡾߓ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0��1ɹ࡚ߓ ☎847-2340

18 Լ৽۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�01��ɹԼ৽ּԬࣈԃ1��番� ☎873-2112

19 ্৽۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�01��ɹ্৽ेޒஸࣈখྛ88番� ☎870-2845

20 ൧ౡೆ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0�11ɹ൧ౡࣈೆֻ�18番� ☎847-0080

21 ۚ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�011�ɹۚখઘ্ࣈલ��番 ☎873-2111

河辺市民サービスセンター所管コϛセン

22 Տลࡾݟؠ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟01������ɹՏลࡾࣈ外ݪ��番1 ☎883-2111

南部市民サービスセンター所管コϛセン

23 େॅ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1��0ɹେॅೆೋஸ�番��߸ ☎839-6900

24

্ख۠ίϛϡχςΟηϯλʔ
ʢ˞ྩ̑10݄ʹҠసʣ
˟010�1�0�ɹ্खԐా࢛ࣈπখ��番1
˞˟010�1�0�ɹ্खԐాࣈබ��番1

☎839-2522

25 ਔҪా۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1��1ɹਔҪాຊொ࢛ஸ�番�0߸ ☎839-6399

東部市民サービスセンター所管コϛセン

26 Ѵ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�08�1ɹख࠽ࣈܗϊ�1番� ☎835-1712

27 ౦۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00�1ɹ໘َࣈ಄�8番 ☎833-9967

28 ໌ಙ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�08��ɹख٢ॅܗொ�番��߸ ☎836-1636

29 ଠฏ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�110�ɹଠฏ࡚ࣈপా��番 ☎838-2111

30 Լख۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹԼख༄ؗࣈલా໘1��番1 ☎833-1461

31 ߸�Ұஸ1番ࡩ۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹࡩ ☎834-2815

　コϛϡニティセンターは市内31か所にあります。地
域のみなさんが、話し合いやサークル活動、スϙーπ活
動にいつでも気軽に利用できる施設です。多目的ホー
ルや会ٞ室、ௐ理室などをඋえ、9：00〜21：00無料で
み・問い合わせは各コϛϡニティセンࠐえます。申し
ターへどうぞ。
ίϛϡχςΟηϯλʔ

市立図書館

　初めて本をआりるときは、名前、住所を証明できるも
のをお持ちください。市立図書館全館の蔵書は、市ホー
ムページの図書館蔵書検索予約より検索・予約ができ
ます。
� 【広報ID番号：1008469】

։ؗؒ࣌ �平日10：00〜19：00� �
土・日、ॕ 日10：00〜17：00� �
（明徳館は9：00開館、̓ 月の平日は20：00ด
館。河辺分館は平日18：00ด館。フΥンテ文
（は20：00ด館ݿ

ؗٳ �月曜（ॕ日・ৼ替ٳ日の場合はそのཌ日）、毎
月末日（土・日、ॕ 日のৼ替ٳ日の場合は直前
の平日）、年末年࢝、特別理期間（11月下
०）。フΥンテ文ݿのٳ館日は12月29日から
１月３日のみ。

� ※１�ಐ館併設ࣇ�ಐセンター併設　※２ࣇ

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

ਤॻؗ

ίϛϡχςΟηϯλʔ

　年間を通じて特৭あるັ
力的な講࠲や催しを開いて
いるほか、ݚ修室や多目的
ホールが利用できます。
　また、農業、自વ、地域文化
などの体ݧ事業も行ってい
ます。

։ؗؒ࣌ 10：00〜22：00
ؗٳ 年末年࢝（12月29日から１月３日）

上新城
郵便局 上新城小学校

新城川

秋田昭和ઢ
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　明࣏時代にられた東北࠷初の上水道施設で、国指
定ॏ要文化ࡒ（近代化遺産）。

藤倉水源地水道施設
山内字上台・字大畑　上下水道局総務課　☎8���8���

։ؗؒ࣌ 9：00〜17：00
ؗٳ 12月１日から３月31日
ೖؗྉ 無料

地蔵田遺跡出土品展示施設
御所野総合公園内　☎8���0���

　国指定࢙で、生時代前期（2,200年前）のूམ。
　入村無料。ٳ村期間は12月１日から３月31日まで。
　土・日、ॕ 日はボランティアガイドが࢙を案内。

地蔵田遺跡「御所野弥生っこ村」
御所野総合公園内　文化ৼڵ課　☎888���0�

　約300年前にݐてられた秋田ൡの上級家住宅で、国
指定ॏ要文化ࡒ。

։ؗؒ࣌ 9：30〜16：30
ؗٳ 年末年࢝（12月29日から１月３日）
ೖؗྉ 大人100円、高校生以下無料

旧黒澤家住宅
一つ森公園内　☎8�1�0�8�

　秋田ൡ̕代ൡओ佐ٛ和によって本格的にඋさ
れ、「東北では無二の名園」とশされた庭園。国の名উに
指定されている。

։Ԃؒ࣌ �9：00〜16：30（̐月から11月まで）� �
�9：30〜16：00（12月から３月まで）

Ԃٳ 年末年࢝（12月29日から１月３日）
ೖԂྉ �大人210円（年間パスϙート520円）、高校生

以下無料
ٳ�日はボランティアガイドが庭園を案内／̐月から
11月まで（9：00〜16：00）

旧秋田藩主佐竹氏別邸（如
じょ

斯
し

亭
てい

）庭園
旭川南町2-73　☎8�����00

。館していますٳ、て替えのためݐ　
　ৄしくは上記連絡先までお問い合わせください。

佐竹史料館　☎8���0��0

։ؗؒ࣌ �9：00〜16：30（市立小・中学校のՆ期ٳ業日
のみ19：00まで）

ؗٳ �12月１日から３月31日
ೖؗྉ �大人100円、高校生以下無料

久保田城御隅櫓　千秋公園1-39　☎8���1��8

ؒ࣌ཡ؍ �9：30〜16：30（会ٞ室、࿅習室の用時間は
9：00〜21：00）

ؗٳ 年末年࢝
ཡྉ؍ �大人100円（れんがڷ土館との共通݊260

円）、高校生以下無料

民俗芸能伝承館（愛称：ねぶり流し館）・旧金子家住宅
大町一丁目3-30　☎8����0�1

։ؗؒ࣌ 9：30〜16：30
ؗٳ 年末年࢝、ల示替え期間
ཡྉ؍ �大人210円（年間パスϙート520円、民ଏܳ能

伝承館との共通݊260円）、高校生以下無料

赤れんが郷土館　大町三丁目3-21　☎8����8�1

։ؗؒ࣌ 9：00〜16：30
ؗٳ 年末年࢝
ཡྉ؍ �大人210円（年間パスϙート310円）、団体

（20人以上）160円、高校生以下無料

公園࢙公園を案内するボランティアガイドが࢙　
管理౩に常ற。
ৗறظ ʢؒؒ࣌ʣ �̐ 月１日から11月30日（9：00〜16：00）

秋田城跡歴史資料館　寺内ম山9-6　☎8���18��

։ؗؒ࣌ �平日9：00〜19：00� �
土・日、ॕ 日9：00〜18：00

ؗٳ �水曜、年末年࢝、特別理期間

県立図書館・公文書館　山王新町14-31
県立図書館��☎8���8�00� 公文書館��☎8���8�01

։ؗؒ࣌ 10：00〜16：00
ؗٳ 月曜、年末年࢝、特別理期間
ೖؗྉ 無料

あきた文学資料館　中通六丁目6-10　☎88�����0

͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙ （ؗ千秋明徳町4-4）
　���移動図書館イソップ号（地域や学校を८回します）� �

☎8������0
ϑΥϯςจݿ

　�（中通二丁目8-1フΥンテA,I5A̒֊）　☎8����1��
�͖ ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙؗՏลؗ

　�（河辺北野田高屋字上前田ද66-1）　☎881�1�0�
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ࡚ਤॻؗ

　�（土崎港中央六丁目16-30）　☎8���0���
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ৽ਤॻؗ

　�（新屋大川町12-26）　☎8�8���1�
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ༤ਤॻؗ� �

　�（雄和妙法字上大部48-1）　☎88���8��

ྉؗࢿɾ࢙ྺ
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　౻倉水ݯ地のトラス橋を࠶現した型、タッν式の
水道クイζなど。

։ؗؒ࣌ 9：00〜16：00
ؗٳ 土・日、ॕ 日、12月１日から３月31日
ೖؗྉ �無料（予約が必要です。電話で見学希望日、人

数、氏名、連絡先をお知らせください）

水の学習館
仁井田字新中島221-2�仁井田ড়水場内
上下水道局ড়水課　☎8�����11

野外音楽堂　八橋運動公園内
問い合わせは文化ৼڵ課　☎888���0�

　各種ࢹ聴֮ڭ材やࢹ聴֮機ثを無料でお貸ししてい
ます。

視聴覚ライブラリー
河辺北野田高屋字上前田ද66-1
河辺総合福祉交流センター内　☎88������

　子どもたちが自由に༡べる༡۩をඋえたホールやプ
ラネタリウムなどがあります。

秋田県児童会館・秋田県立子ども博物館
山王中島町1-2　☎8���11�1

秋田テルサ・サンライフ秋田　 ��ϖʔδࢀর

　生֔学習の各種講࠲を開催。

　Պ学に関するల示やイベントを開催。

։ؗؒ࣌ 9：00〜18：00
ؗٳ �毎ि月曜（ॕ日の場合は次の平日）、年末年࢝

自然科学学習館
アルϰェ̐֊、５֊　☎88�����0

　市民活動団体の育成・支援を行っています。

։ؗؒ࣌ �9：00〜19：00� �
（前日までの利用予約で22：00まで）

市民交流サロン
アルϰェ３֊　☎88����1�

։ؗؒ࣌ 10：00〜18：00
ؗٳ 検උ・ల示替え期間

秋田県立美術館　中通一丁目4-2　☎8���8�8�

千秋美術館
中通二丁目3-8�アトリオン内　☎8����8�0

　大نվ修事のため、ྩ 和̒年̒月までٳ館予定。
　リニϡーアルオープン後のৄࡉについては、上記連
絡先までお問い合わせください。

ྺ・ݹߟ　 ・民ଏ・࢙ ・ܳ生物・地࣭の̒部と「ੁߐ真
資料センター」「秋田の先֮記೦室」からなる総合ത
物館です。

։ؗؒ࣌ �9：30〜16：30（̐月から10月まで）� �
�9：30〜16：00（11月から３月まで）

ؗٳ �毎ि月曜（ॕ日の場合はཌ日）、܆ৠ消ಟ期
間、年末年࢝

秋田県立博物館
金足鳰崎の小泉ׁ自વ公園内　☎8����1�1

　イベントや会ٞなどさまざまな用్に利用できま
す。施設は、24時間インターネットから仮予約できます
（IttpT:��XXX.alWF.jp）。

։ؗؒ࣌ �9：00〜22：00� �
（Իָ交流室は23：00まで）

秋田市民交流プラザ　
アルϰェ１֊きらめき広場、Իָ交流室A〜D、２֊
多目的ホール、̐ ֊༸室A〜C、和室１・２、ௐ理室
施設予約受付直通　☎8����000

　県内۶指の大نな町
まち

家
や

として秋田県
指定有ܗ文化ࡒに指定されています。有
料の貸室提供もあります。

։ؗؒ࣌ �9：00〜16：30� �
（貸室利用は21：00まで）

ؗٳ �火曜（ٳ日の場合はཌ日）、年末年12）࢝月29
日から１月３日）

ཡྉ؍ 無料

旧松倉家住宅
旭南二丁目7-29　☎811��00�

ඒज़ؗ

തؗ

ͦͷ΄͔

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

下新城交流センター
下新城中野字前谷地263　☎8����8��

　講࠲やڭ室、地域のサークル・グループ活動のڌに
もなっています。

։ؗؒ࣌ 9：00〜21：00
ؗٳ �年末年࢝（12月29日から１月３日）
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ઃࢪ ༻్ ॴࡏ ͍߹Θͤ
ιϢʔελδΞϜ 陸上・サッカー・ラグビー 八橋運動公園内 ☎823-1472
ळాεϙʔπ1-64ɾ
"41ελδΞϜ サッカー・ラグビー 八橋運動公園内 ☎883-1870

εϖʔεϓϩδΣΫτɾ
υϦʔϜϑΟʔϧυ サッカー・ラグビー 八橋運動公園内 ☎883-1870

ീڮଟతάϥϯυ 軟式野球・ソフト
ボール・陸上投てき 八橋運動公園内 ☎823-1472

தԝެԂཱݝ
εϙʔπκʔϯ

陸上・野球・サッ
カー・ラグビー・
テニスほか

雄和椿川字駒坂台 ☎886-4141

৽ӡಈཱݝ サッカー・ラグビー 豊岩石田坂字館野 ☎888-8050

εϙύʔΫ͔Θ サッカー・グラ
ウンドゴルフ

河辺岩見字
萱森上野 ☎881-2411

͖͕͚͞ീٿڮ 野球 八橋運動公園内 ☎867-1000
ٿཱݝ
ʮ͜·ͪελδΞϜʯ 野球 新屋町字砂奴寄 ☎883-1011

ٿ 野球 新屋町字砂奴寄 ☎895-5056
࡚市ຽάϥϯυ 野球 土崎港西四丁目 ☎846-1133

উฏ市ຽάϥϯυ 野球・サッカー・
ソフトボール 新屋豊町 ☎866-1055

༤Տٿ 野球 仁井田字新中島 ☎829-0223
ٿॴۙྡެԂޚ 野球 御所野湯本三丁目 ☎829-0223
Տลށౡٿ 野球 河辺戸島字上野 ☎882-3654
Տลࡾݟؠٿ 野球 河辺三内字上野 ☎882-3654
Տลాٿ 野球 河辺和田字和田 ☎882-3654
༤Ֆͷٿ 野球 雄和石田字蟹沢 ☎886-2844
༤৽ٿ 野球 雄和新波字寺沢 ☎887-2318
ീڮӡಈެԂ
ςχείʔτ テニス 八橋運動公園内 ☎823-1472

༤Տ
ςχείʔτ テニス 仁井田字新中島 ☎829-0223

ଠฏࢁϦκʔτެԂ
ςχείʔτ テニス 太平山リゾート公園内 ☎827-2270

Ұͭςχείʔτ テニス 上北手百崎字石川 ☎831-8300
ॴۙྡެԂޚ
ςχείʔτ テニス 御所野湯本

三丁目 ☎829-0223

ॴ૯߹ެԂޚ
ςχείʔτ テニス 御所野地蔵田三丁目 ☎829-0223

ాྛ૯߹ެԂ
ʢകྛԂʣςχείʔτ テニス 浜田字稲見沢 ☎828-5322

খઘׁެԂ
ςχείʔτ テニス 金足鳰崎字

後谷地 ☎873-5272

ςχείʔτ テニス 新屋町字砂奴寄 ☎895-5056
ळૢۙྡެԂ
ςχείʔτ テニス 泉中央六丁目 ☎831-8300

ઃࢪ ༻్ ॴࡏ ͍߹Θͤ
ޫপۙྡެԂ
ςχείʔτ テニス 土崎港相染町

字沼端 ☎847-4602

༤Ֆͷ
ςχείʔτ テニス 雄和石田字蟹沢 ☎886-2844

ాެԂΞϦʔφɾ
ςχείʔτ テニス 河辺北野田高

屋字小高 ☎881-1950

$/"ΞϦʔφ˒͖͋ͨ 八橋本町六丁目 ☎866-2600
ମҭཱؗݝ 八橋運動公園内 ☎862-3782
෦市ຽαʔϏε
ηϯλʔମҭؗ 土崎港西五丁目 ☎846-1133

ҵౡମҭؗ 茨島一丁目 ☎865-1417
෦ମҭؗ 新屋鳥木町 ☎828-1180
Տลମҭؗ 河辺和田字上中野 ☎882-3654
༤ମҭؗ 雄和妙法字上大部 ☎886-2844
༤ೆମҭؗ 雄和神ヶ村字陳笠 ☎887-2318
ҰͭެԂ
ίϛϡχςΟମҭؗ 下北手桜字蛭沢 ☎831-8300

ळాεΧΠυʔϜ 県立中央公園内 ☎886-4141

ळాςϧα （体育館・トレー
ニングルーム）

御所野地蔵田
三丁目 ☎826-1800

αϯϥΠϑळా （体育館・トレー
ニングルーム） 八橋南一丁目 ☎863-1391

૯߹ϓʔϧཱݝ 水泳 新屋町字砂奴寄 ☎895-5056
૬ 相撲 八橋運動公園内 ☎823-1472
ҰͭެԂٷಓ 弓道 下北手桜字蛭沢 ☎831-8300
ಓཱؗݝ 柔道・剣道 新屋町字砂奴寄 ☎862-6651

εϙʔπՊֶηϯλʔ
柔道・剣道・弓
道・ウェイトリ
フティングほか

八橋運動公園内 ☎864-7911

উฏήʔτϘʔϧ ゲートボール 新屋豊町 ☎866-1055
ଟతӡಈ
ʮޫপΞϦʔφʯ

ゲートボール・
テニス

土崎港相染町
字沼端 ☎847-4602

ϦϑϨογϡΨʔσϯɾ
ΰϧϑ ゴルフ 御所野地蔵田

三丁目 ☎826-1717

ळాϦόʔαΠυ
άϦʔϯ ゴルフ 仁井田字新中島 ☎829-0223

ଠฏࢁϦκʔτެԂ
άϥϯυɾΰϧϑ

グラウンドゴ
ルフ

太平山リゾー
ト公園内 ☎827-2688

ଠฏࢁεΩʔ
ʮΦʔύεʯ

スキー・スノー
ボード

太平山リゾー
ト公園内 ☎827-2221

εέʔτཱݝ スケート 新屋町字砂奴寄 ☎863-1241
ࢁଜҬ
Խηϯλʔੑ׆

上新城五十丁
字小林 ☎893-3412

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　パソコン（インターネット）や携帯電話から、空き状
況の確認や仮予約などができます。
� 【広報ID番号：1002691】

จԽࢪઃ
・�中央・東部・西部・南部（別館含む）・北部・河辺・雄和の
各市民サービスセンター
・旧松倉家住宅
・�農山村地域活性化センター　・下新城交流センター

εϙʔπࢪઃ
・CNAアリーナ★あきた（市立体育館）
・茨島体育館　・北部市民サービスセンター（体育館）
・西部体育館　・河辺体育館
・雄和体育館　・雄和南体育館
・光沼近隣公園（光沼アリーナ・テニスコート）

・土崎市民グラウンド　・秋操近隣公園テニスコート
・八橋テニスコート　・八橋多目的グラウンド
・太平山リゾート公園（テニスコート）
・一つ森公園（体育館・テニスコート）
・雄物川河川緑地施設（野球場・テニスコート）
・御所野近隣公園（野球場・テニスコート）
・御所野総合公園テニスコート
・浜田森林総合公園（テニスコート・林間広場）
・北野田公園（アリーナ・テニスコート）
・雄和花の森テニスコート
・スペースプロジェクト・ドリームフィールド（八橋第２球技場）

॓ധࢪઃ
・太平山リゾート公園（森林学習館・トレーラーハウス）

ઃҊɾ༧γεςϜࢪڞެ
� 問 ϔޱઃͷ૭ࢪ֤

ମҭࢪઃ
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ଠฏࢁϦκʔτެԂɹ⁞ʙ

̕ খઘׁެԂཱݝ
ピクニックに࠷దな広々とした公園。ѵが
生いໜるஉ ・ׁঁ ׁ、本格的な日本庭園「水
৺ԓ」、初Նの花়וもきれいです。県立ത
物館、旧ಸྑ家住宅などの見所も近くにあ
ります。
問 �小泉ׁ公園パークセンター�� �

☎8�������

� 園園内の施設　期間Ӧ業期間および開園期間　 Ӧ業時間および開園時間　 料金　問問い合わせ

̍ ΦʔτΩϟϯϓ

オートキϟンプ33۠画、シϟϫー、共同ਬ事
場、トイレ、電ݯなどඋ。用期間は̐月
中०から11月30日まで。予約が必要です。
１۠画につき

問 �太平山リゾート公園総合案内所�� �
☎8������0

۠ ྉ༺
ؼΓʢ10ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ 1,075円
॓ɹധʢ1�ɿ00ʙཌ10ɿ00ʣ 2,155円

̎ τϨʔϥʔϋε

ྫྷஆ、バス、トイレ、キッνンをඋした
家型タイプを５台設ஔ。定員は１台̒人。
通年Ӧ業。予約が必要です。
１台につき

問 �太平山リゾート公園総合案内所�� �
☎8������0

۠ ྉ༺
ؼΓʢ10ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ � 4,190円
॓ɹധʢ1�ɿ00ʙཌ10ɿ00ʣ 11,520円

̐ ΫΞυʔϜɹβɾϒʔϯ
Թ泉を利用したプール、ウΥータースライ
ダー、ల望෩࿊、࿐ఱ෩࿊、大ཋ場、ܜٳ室
などがあり、子どもから大人まで１日たっ
りָしめます。団体予約も受け付けてい
ます。Ӧ業時間は10：00〜20：00。プール利
用は19：00まで。ٳ館日はお問い合わせく
ださい。

※�オートキϟンプ場、トレーラーハウス、森林学
習館に॓ധするかたや、スキー場リフト݊ߪ入
（１回݊を除く。回数݊はߪ入日）のかたは、入
場料270円でおָしみいただけます。
問 �☎8�����01

̏ ςχεͷʢςχείʔτʣ
コートは̓面（うち̐面はナイターর明付
き）。予約が必要です。用期間は、̐ 月中
०から11月30日まで（11月は、土・日、ॕ 日
のみ。用期間は積ઇ状況によりมわる場
合があります）。
１面１時間につき

※�間র明の利用は、１面あたり１時間につき
580円かかります。
問 �太平山リゾート公園総合案内所�� �

☎8������0

ྉ༺
Ұൠ 215円
ੜҎԼߍߴ 無料

̑ άϥϯυɾΰϧϑʮάϦʔϯύϧʯ
̐コース、32ホールの本格的コース。用۩
（クラϒ、ボール）は無料でお貸しします。
、用期間は̐月中०から11月30日まで
9：00〜17：00（日の時刻や積ઇ状況によ
りมわります）。

問 �☎8�����88

ྉ༺
Ұൠ 310円
ੜҎԼߍߴ 無料

̒ ྛֶश ʮؗ͜Γͷ॓ʯ
Թ泉につかって、家族や間とのんびり॓
ധしてください。ܜٳ、入ཋだけでも利用
できます。入ཋのみの利用時間は10：00〜
20：00（月曜は正ޕから）。

※�॓ ധ料金には、入湯税150円が含まれています。
　༦৯代、ே৯代は含まれていません。
　�৯事についてはご予約の際にお問い合わせください。
問 �☎8����111

॓ധྉ ೖཋྉ
தֶੜҎ্ 3,185円 310円
খֶੜ 2,410円 155円

༻ ̍༻
̍֊େݚमࣨ 2,410円 5,970円
̎֊ࣨ 1,780円 3,560円

̔ ळా市২Ԃ
秋田市に生ଉするथ木をओ体に約250種の
২物を؍察できます。ઇがղけるとϛζバ
シϣウ、フクジϡソウがإを出し、新緑の
５月にはシϟクナゲやハナϛζキが、Նに
なるとϠマボウシやアジサイが࡙きます。
秋からౙにはり鳥がඈ来します。
問 �太平山リゾート公園総合案内所�� �

☎8������0

Ұൠ ஂମ ̍ؒ ճ݊
11ຕͭͮΓ

େਓ 520円 420円 8,380円 5,200円
தֶੜɾ
ੜߍߴ 415円 315円 6,285円 4,150円

ʙࡀ̏
খֶੜ 310円 210円 4,190円 3,100円

10 ಓͷӺ͖͋ͨߓ

秋田港のシンボルであるϙートタϫーセ
リオンを中৺に、複数の施設からなりま
す。高さ100ϝートルのల望室からのோ望
がັ力です。
9：00〜21：00
無料

問 �ϙートタϫー・セリオン�☎8�����81

̓ ଠฏࢁεΩʔʮΦʔύεʯ

高̐人乗りリフト、ナイターর明、人
降ઇ機など。初৺者からベテランまで家族
でָしむことができます。
9：00〜21：00

※�毎月第１・第３日曜は小学生以下のリフト料金が額�
問 �☎8������1

ͷϖʔδʹଓ࣍͘

���

Ϩ
δ
Ỿ
ồ
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1� ՏลݟؠԹઘަྲྀηϯλʔ

७Ԙ泉のԹ泉は、リϡーマν、神経௧、් 人病
によくޮく、湯ྫྷめのしないしっとりとした
Թ泉です。予約なしでもご利用いただけます。
問☎88���0�0

� 園園内の施設　期間Ӧ業期間および開園期間　 Ӧ業時間および開園時間　 料金　問問い合わせ

1� εϙύʔΫ͔Θ

෬にんだ̐コース、32ホールのグラウى
ンドゴルフ場や多目的広場をඋえたリフ
レッシϡゾーン。本格的なサッカー場も
උされています。�問 �☎881���11

1� ాެԂ

国体も開催された、本格的なテニス施設が
あります。テニスコート（屋外̔面、屋内２
面）のほかに、ࣳ 生広場や大型複合༡۩な
どもあり、家族連れでָしめます。
問☎881�1��0

1� ;Δ͞ͱԹઘʮϢΞγεʯ

泉ֻけ流しのԹ泉。貸し切りの家族෩࿊もあݯ
り、॓ ധもできます。す͙そばにはコテージも。
問☎88������

1� ՚ͷཬ�Ώ͏Θ
●Villaフローラ（観光交流館）
雄物川やダリア園をோめながら৯事がで
きるレストランがあります。各種イベント
会場にも利用できます。
問☎881��011

●秋田国際ダリア園
世ք14か国、約700種のダリアがूまりま
す。小高い丘一面にζラリとฒぶܠ৭は見事。
問☎88������

18 தԝެԂཱݝ

陸上ڝ技場、あきたスカイドーム、野球場、
庭球場、球技場、アーνェリー場、トレーニ
ングセンターなどがඋされています。ピ
クニックゾーンには、バーベキϡー広場や
桜広場もあり、家族連れでָしめます。
問 �中央公園事務所�☎88���1�1

1� ՚ͷཬ�Ώ͏Θ
●味工房
秋田を代දするおถ
「あきたこまち」をૉ材
とした「こまちアイス」
など、約50種類のアイ
ス・シϟーベットを
しています。お求め
は、7illaフローラへ。
問☎88�����0

●里の家
lഅ屋片中りzのכ෪き屋ࠜの国有ܗ
登録文化ࡒ。民۩なども多数ల示してお
り、Ӧ業時間内は無料で見学できます。
問☎881��011

1� ॴ૯߹ެԂޚ

「御所野ニϡータウン」内の総合公園です。
子どもがָしめる複合༡۩、୦穴住居を෮
。した「生っこ村」もありますݩ
園 �野外ステージ・球技広場・全ఱީ型のテ
ニスコート３面　など

問 �御所野総合公園管理事務所�� �
☎8���0��0� �
公園課�☎888�����

11 େࢁಈԂ�ʙ͖͋͗ΜΦϞϦϯͷʙ

●通常開園
期間 �３月第３土曜から11月末日まで（期間中は毎日Ӧ業）
�9：00〜16：30（入園は16：00まで）

●冬期開園
期間 �１月、２月の土・日、ॕ 日（１月１日から３日を除く）
�10：00〜15：00（入園は14：30まで）

※�大人20人以上の団体は当日݊530円です。

問 �大森山動物園�☎8�8���08

楽しい乗りものいっぱい
大森山༡園地「アニパ」に༡びに来てͶʂ
問 �大森山ゆうえんちアニパ�� �

☎8�8�1��1

݊ ؒύεϙʔτ
େਓ 730円 1,250円
ੜҎԼߍߴ 無料 ー

1� ϢϑΥʔϨ

Թ水プール、岩൫ཋ、うたせ湯など11種類
のԹ泉ཋがָしめ、レストラン、トレーニン
グルームもあります。森林ཋやグラウンド
ゴルフ、バーベキϡーも。॓ ധ施設もඋ。
問☎88���111

���
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$POUFOU�PG�JORVJSZ���咨询种类���상담 종류
૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

૭
·Ͳ

ޱ
͙ͪ

3FMBUFE�EFQBSUNFOU���咨询窗口���상담창구

ి
でΜ


Θ

番
Μ

߸
͝͏

5FM���电话号码���전화번호
&�NBJM

ࣄ
͡

݅
͚Μ

ɾࣄ
͡

ނ
͜

ʹ͋ͬͨͱ͖
*ODJEFOU�PS�BDDJEFOU�PDDVSSFE
遭遇突发事件或事故时
사건·사고 발생 시

秋
あき

田
た

県
けん

警
けい

察
さつ

本
ほん

部
ぶ

Akita�PrFGFctVral�PolicF�)FaERVartFrT
秋田县警察总部
아키타현 경찰본부

110

ٹ
͖Ύ͏

ٸ
͖Ύ͏

ं
͠Ό

ফ
͠ΐ͏


΅͏

ं
͠Ό

Λݺ
Α

ͼ͍ͨͱ͖
8IFO�ZPV�OFFE�BO�BNCVMBODF�PS
pSF�FOHJOF
需要救护车或消防车时
구급차나 소방차를 불러야 할 때

秋
あき

田
た

市
し

消
しょう

防
ぼう

本
ほん

部
ぶ

Akita�City�'irF�DFpartNFOt�)FaERVartFrT
秋田市消防总部
아키타시 소방본부

119
:oV � caO � E i a l � 119 � i O � 17�
laOgVagFT.
AWailablF�24�IoVrT,�365�EayT.

ٸ
͖Ύ͏

ප
ͼΐ͏

ʹͳͬͨͱ͖
4VEEFO�JMMOFTT
急病咨询
급병에 걸렸을 때

24時
じ

間
かん

体
たい

制
せい

の救
きΎう

急
きΎう

病
びょう

院
いん

（24�)oVr�&NFrgFOcy�)oTpital���24小时急诊医院���24시간 구급병원）

市
し

立
りつ

秋
あき

田
た

総
そう

合
ごう

病
びょう

院
いん

………………………018-823-4171
Akita�City�)oTpital���市立秋田综合医院���시립 아키타 종합병원

秋
あき

田
た

厚
こう

生
せい

ҩ
い

ྍ
りょう

センター…………………018-880-3000
Akita�,oTFi�.FEical�CFOtFr���秋田厚生医疗中心���아키타 후생의료센터

秋
あき

田
た


せき

十
じΎう

字
じ

病
びょう

院
いん

…………………………018-829-5000
Akita�3FE�CroTT�)oTpital���秋田红十字医院���아키타 적십자병원

中
なか

通
どおり

総
そう

合
ごう

病
びょう

院
いん

……………………………018-833-1122
NA,AD03I�(FOFral�)oTpital���中通综合医院���나카도리 종합병원

秋
あき

田
た

県
けんりつ

立॥
じΎん


かん

ث
き

・
のうせきずい

センター�……018-833-0115
Akita�CFrFbroTpiOal�aOE�CarEioWaTcVlar�CFOtFr���秋田县立脑脊髓血管疾病诊
治中心���아키타현립 순환기·뇌척수센터

秋
あき

田
た

大
だい

学
がく

ҩ
い

学
がく

部
ぶ

ෟ
;

ଐ
ぞく

病
びょう

院
いん

………………018-834-1111
Akita�6OiWFrTity�)oTpital���秋田大学医学部附属医院���아키타대학 의학부 부속병원

外
͕͍

ࠃ
͘͜

ޠ
͝

で૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

͍ͨ͠ͱ͖
.VMUJMJOHVBM�$POTVMUBUJPO
多种语言咨询
다국어로 상담

秋
あき

田
た

県
けん

外
がい

国
こく

人
じん

相
そう

談
だん

センター
Akita�4Vpport�CFOtFr�Gor�'orFigO�3FTiEFOtT
秋田县外国人咨询中心
아키타현 외국인 상담센터

※�木
もく

曜
よう

（5IVrTEay���㑌प四���목
요일）13：00〜17：00

018-884-7050
ToVEaO21@aiaIoNF.or.jp

Ҿ
ͻ

ͬӽ
͜

すͱ ɾ͖ࢠ
͜

Ͳ͕ੜ
͏

·Εͨͱ ɾ͖Ո
͔


ͧ͘

͕

ͳ

͘ͳͬͨͱ ɾ͖
݁
͚ͬ

ࠗ
͜Μ

ͨ͠ͱ ɾ͖
Γ

ࠗ
͜Μ

ͨ͠ͱ͖
.PWJOH�DIJMECJSUI�GBNJMZ�EFBUI
NBSSJBHF�EJWPSDF
搬家、孩子出生、亲属去世、结婚、离婚等咨询
이사·출생·가족의 사망·결혼·이혼에 관한 상담

市
し

民
みん

課
か

または近
ちか

くの市
し

民
みん

サービスセンター

（駅
えき

東
ͻがし

サービスセンターは9：00〜17：15）
Citi[FO�3FgiTtratioO�4FctioO�or
OFarFTt�Citi[FO�4FrWicF�CFOtFr
（&kiIigaTIi�4FrWicF�CFOtFr�：�9：00〜17：15）
市民课或附近的市民服务中心
（站东服务中心:9:00～17:15）
시민과 또는 가까운 시민서비스센터
（에키히가시 서비스센터는 9：00～17：15）

018-888-5626
ro-ctct@city.akita.lg.jp

੫
͍ͥ

ۚ
͖Μ

ʢ市
͠

ɾݝ
͚Μ

ຽ
ΈΜ

੫
͍ͥ

ܰ
͚͍

ࣗ
͡

ಈ
Ͳ͏

ं
͠Ό

੫
͍ͥ


ͳͲ

ʣͷೲ
ͷ͏


;

૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

5BY�QBZNFOU�JORVJSZ
ʢNVOJDJQBM�QSFGFDUVSBM�MJHIU�WFIJDMF
FUD�ʣ
纳税及其咨询（市民税、县民税及超小排量汽车
税等）
세금（시민·현민세 및 경자동차세 등）의 납부 및 상담

納
のう

税
ͥい

課
か

5aY�CollFctioO�4FctioO
纳税课
납세과

018-888-5481
ro-GOtc@city.akita.lg.jp

外
がいこくじん

国人向
む

け情
じょうほう

報
Information�for�International�Residents�and�Visitors
面向外国居民和访客的信息

외국인 거주자 및 방문객을 위한 정보
www.city.akita.lg.jp/shisei/1033599/1033607/index.html

ͷϖʔδʹଓ࣍͘
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$POUFOU�PG�JORVJSZ���咨询种类���상담 종류
૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

૭
·Ͳ

ޱ
͙ͪ

3FMBUFE�EFQBSUNFOU���咨询窗口���상담창구

ి
でΜ


Θ

番
Μ

߸
͝͏

5FM���电话号码���전화번호
&�NBJM

ࠃ
͘͜

ຽ
ΈΜ

݈
͚Μ

߁
͜͏

อ
΄

ݥ
͚Μ


ͶΜ

ۚ
͖Μ

ʹೖ
は͍

Δͱ ɾ͖ΊΔͱ͖
4UBSUJOH�TUPQQJOH�/BUJPOBM�)FBMUI
*OTVSBODF�PS�QFOTJPO
加入或终止国民健康保险、年金咨询
국민건강보험 및 연금의 가입·탈퇴에 관한 상
담

国
こく

保
ほ

年
Ͷん

金
きん

課
か

NatioOal�)FaltI� IOTVraOcF� aOE� PFOTioO�
4FctioO
国保年金课
국민건강보험연금과

018-888-5633
ro-ctOI@city.akita.lg.jp

݈
͚Μ

߁
͜͏


͠Μ

அ
ͩΜ

Λड
͏

͚͍ͨͱ͖
݈
͚Μ

߁
͜͏

ʹ͍ͭͯ૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

͍ͨ͠ͱ͖
.FEJDBM�FYBNJOBUJPOT�IFBMUI�JORVJSJFT
体检及健康咨询
건강진단을 받고 싶을 때
건강에 관한 상담

保
ほ

݈
けん

予
よ

防
ぼう

課
か

)FaltI�aOE�DiTFaTF�PrFWFOtioO�4FctioO
保健预防课
보건예방과

018-883-1176
018-883-1178
ro-Ilpr@city.akita.lg.jp

հ
͔͍

ޢ
͝

อ
΄

ݥ
͚Μ

ɾαʔϏεʹ͍ͭͯ૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

͍ͨ͠ͱ͖
*ORVJSJFT�BCPVU�MPOH�UFSN�DBSF�JOTVSBODF
护理保险及服务咨询
개호보험·서비스에 관한 상담

հ
かい

ޢ
ご

保
ほ

険
けん

課
か

-oOg-5FrN�CarF�IOTVraOcF�4FctioO
护理保险课
개호보험과

018-888-5672
ro-XGkg@city.akita.lg.jp


ʹΜ

৷
͠Μ

͕Θ͔ͬͨͱ͖
1SFHOBODZ
妊娠咨询
임신한 사실을 알게 되었을 때

子
こ

ども݈
けん

߁
こう

課
か

CIilE�)FaltI�4FctioO
儿童健康课
자녀건강과

018-883-1174
ro-cIIl@city.akita.lg.jpೕ

ʹΎ͏

༮
Α͏

ࣇ
͡

ͷ݈
͚Μ

߁
͜͏


͠Μ

ࠪ
͞

Λ͍ͨ͠ͱ͖
*OGBOU�IFBMUI�DIFDLT
婴幼儿体检咨询
영유아의 건강검진에 관한 상담

ࢠ
͜

ͲΛอ
΄

ҭ
͍͘

ॴ
͠ΐ

ɾ༮
Α͏

ஓ
ͪ

Ԃ
͑Μ

ʹೖ
͍

Ε͍ͨͱ͖
3FHJTUFSJOH�B�DIJME�GPS
EBZDBSF�LJOEFSHBSUFO
儿童入托、入园咨询
자녀의 어린이집·유치원 입학에 관한 상담

子
こ

ども育
いく

成
せい

課
か

CIilE�3FariOg�4Vpport�4FctioO
儿童培育课
자녀육성과

018-888-5692
ro-XGcI@city.akita.lg.jp

ࢠ
͜

Ͳ͕খ
͠ΐ͏

ֶ
͕ͬ

ߍ
͜͏

த
ͪΎ͏

ֶ
͕ͬ

ߍ
͜͏

ʹೖ
ʹΎ͏

ֶ
͕͘

すΔͱ͖
4FOEJOH�B�DIJME�UP�FMFNFOUBSZ�KVOJPS
IJHI�TDIPPM
儿童小学、初中入学咨询
자녀의 초등학교 및 중학교 입학에 관한 상담

ڭ
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

学
がく

事
じ

課
か

#oarE� oG� &EVcatioO,� &EVcatioOal� AGGairT�
4FctioO
教育委员会教务课
교육위원회 학사과

018-888-5806
ro-FETX@city.akita.lg.jp

͝Έͷ
Θ

͚ํ
͔ͨ

ɾग़
ͩ

͠ํ
͔ͨ

ʹ͍ͭͯ૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

͍ͨ͠ͱ͖
$POTVMUBUJPOT�BCPVU�SFDZDMJOH�HBSCBHF�
EJTQPTBM
垃圾分类及丢弃方法咨询
쓰레기 분리수거에 관한 상담
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&co-City�ProNotioO�4FctioO
环境都市推进课
환경도시추진과

018-888-5708
ro-FWcp@city.
akita.lg.jp
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*ORVJSJFT�BCPVU�XBUFS�BOE�TFXBHF�CJMMJOH
水费及污水处理费咨询
수도요금 및 하수도 사용료에 관한 상담
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センター
8atFrXorkT�aOE�4FXFragF�#VrFaV,�CVTtoNFr�
4FrWicF�CFOtFr
上下水道局客户服务中心
상하수도국 고객센터

018-823-8431
ro-Xtcc@city.akita.lg.jp
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&NQMPZNFOU�TFBSDI
求职咨询
구직 상담
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)Fllo8ork�Akita
秋田公共职业介绍所
헬로워크 아키타

018-864-4111
IttpT:��XXX.
IFlloXork.NIlX.
go.jp�
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+BQBOFTF�MBOHVBHF�DMBTT
NVMUJMJOHVBM�JOGPSNBUJPO
日语学习及多种语言信息咨询
일본어를 공부하고 싶을 때
다국어 정보가 필요할 때
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PlaOOiOg�aOE�CoorEiOatioO�4FctioO
（Akita�City�+apaOFTF�-aOgVagF�ClaTT）
企划调整课（秋田市日语教室）
기획조정과（아키타시 일본어교실）

018-888-5464
ro-plNO@city.akita.lg.jp
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